
Title 仲裁法の沿革の概観とその余恵

Author(s) 小山, 昇; KOYAMA, Noboru

Citation 北大法学論集, 29(3-4), 1-52

Issue Date 1979-03-12

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16261

Type departmental bulletin paper

File Information 29(3-4)_p1-52.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



仲
裁
法
の
沿
革
の
概
観
と
そ
の
余
恵

昇

山

目

次

ま

え

が

き

一
戸
!
?
法

二

普

通

法

三
仲
裁
法
の
治
革
の
概
観
の
余
恵

あ

と

が

き

ま

え

カ三

き

本
稿
は
仲
裁
法
史
の
研
究
と
い
う
大
げ
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
現
行
仲
裁
法
の
解
釈
に
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
期
待
と
制
度
の

祖
先
を
調
べ
る
興
味
に
導
か
れ
て
、
少
し
ば
か
り
文
献
に
当
っ
て
見
て
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
事
実
を
記
録
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ラ

テ
ン
語
も
ギ
リ
シ
ャ
語
も
中
世
ラ
テ
ン
語
も
十
分
に
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
が
、
僅
か
ば
か
り
の
文
献
に
頼
っ
て
収
集
し
た
法
事

実
は
、
誤
解
を
内
含
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
部
分
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
は
、
本
稿
は
未
発
表
に
し
て
年
月
を

重
ね
て
誤
り
な
き
を
期
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
仲
裁
法
の
分
野
に
・
お
い
て
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
貧
し
い
も

北法29(3-4・1)349



説

の
さ
え
公
刊
さ
れ
た
も
の
の
中
に
見
当
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
う
い
う
も
の
で
も
、
人
の
眼
に
触
れ
る
状
態
に
置
け
ば
、
こ
れ
を
修

正
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

ひ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
関
心
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
わ
が
国
の
仲
裁
法
研
究
に
、

論

前
進
の
き
っ
か
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
行
民
事
訴
訟
法
の
第
八
編
仲
裁
手
続
の
規
定
は
明
治
二
三
年
(
一
八
九

O
年
)
法
律
二
九
号
の
第
八
編
仲
裁
手
続
の
規
定
の
ま
ま
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
二
三
年
法
律
二
九
号
の
第
八
編
の
規
定
は
ド
イ
ツ
一
八
七
七
年
一
月
三

O
日
Z
P
O
の
第
一

O
編
仲
裁
裁
判

官
の
手
続
の
規
定
の
翻
訳
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

ド
イ
ツ
一
八
七
七
年
Z
P
O
第
一

O
編
は
、
当
時
に
お
け
る
ラ
ン
ト
を
超
え
る
経
済
取
引
の
発
展
が
十
分
に
効
果
の
あ
が
る
統
一
的
な

仲
裁
制
度
を
必
要
と
し
、
こ
れ
に
応
え
る
べ
く
極
め
て
簡
単
で
実
用
に
向
い
た
仲
裁
制
度
を
|
基
本
的
に
は
普
通
法
の
発
展
と
し
て
l
制

定
し
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
1
7
法
と
カ
ノ
ン
法
と
か
ら
成
る
普
通
法
に
お
い
て
、
仲
裁
は
カ
ノ
ン
法
の
基
盤
に
乗
っ
て
ド
イ
ツ
に
入
り
、
和
解
的
な
カ
ノ
ン
法

の
仲
裁
と
裁
判
的
な
ロ

1
7
法
の
仲
裁
と
は
異
な
る
の
で
、
普
通
法
上
の
仲
裁
は
こ
の
両
者
の
葛
藤
の
歴
史
の
所
産
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ゲ

ル
マ
ン
族
は
公
法
私
法
未
分
の
時
代
に
仲
裁
制
度
を
も
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
ろ
の
仲
裁
が
普
通
法
上
の
仲
裁
と
つ
な
が
り
を
も

っ
か
ど
う
か
筆
者
に
は
明
ら
か
で
な
い
。

ロ

-::t 

法2

私
的
仲
裁
の
起
源
と
共
和
政
後
期

ロ
ー
マ
に
お
け
る
私
的
仲
裁
の
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
社
会
が
組
織
さ
れ
て
法
を
も
つ
に
至
っ
た
時
代
か
ら
国
の
裁
判
制
度
と
並

北法29(3-4・2)350



ん
で
存
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
方
式
書
手
続
の
導
入
の
時
期
に
は
既
に
存
し
た
が
詳
細
は
明
ら
か
で
な
く
、
手
掛
り
に
な
る
最
古
の
確
か

な
資
料
は
、
紀
元
前
二
世
紀
に
存
し
た
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
レ

l
ネ
ル
(
一
八
四
九
i
一
九
三
五
年
)
が
再
構
成
し
た
法
務
官
告

示
で
あ
話
。
こ
の
告
示
は
、
仲
裁
の
任
務
を
承
諾
し
た
者
が
仲
裁
裁
判
を
し
な
い
と
き
は
、
違
約
罰
が
白
神
宮
]
注
目
。
の
方
式
で
約
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
法
務
官
、
が
自
ら
直
接
に
金
銭
罰
を
課
し
そ
の
執
行
(
財
産
差
押
)
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
裁
裁
判
を
す
る
こ
と
を
強

制
す
る
旨
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る

(
N
広

mup注
5
、
田
・
戸
N

8
・
以
下
単
に
頁
数
を
示
す
)
。
キ
ケ
ロ
(
前
一

O
六

l
前
四
一
二
)
の
時
代

に
は
仲
裁
制
度
は
広
く
利
用
さ
れ
た

(
二
五
頁
)
。

内
乱
の
始
ま
り
以
来
の
ロ

1
7
社
会
構
造
の
動
揺
と
政
治
化
し
腐
敗

そ
の
原
因
は
、

し
た
可
法
へ
の
不
信
に
あ
っ
た
が
、

ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
入
っ
た
異
民
族
に
ロ

i
マ
市
民
権
が
賦
与
さ
れ
て
そ
の
故
郷
の
法
と
異
な
る
ロ

!
?
法
が
彼
等
を
訴
訟
の
危
険
か
ら
庇
う
と
い
う
事
情
に
も
存
し
た
共
和
政
後
期
に
含
ま
れ
る
キ
ケ
ロ
の
時
代
に
は
、

務
官
に
よ
る
強
制
は
後
退
し
、
違
約
罰
の
問
題
が
表
に
出
て
お
り
、
し
か
も
違
約
罰
の
帰
属
と
い
う
形
で
表
に
出
て
い
る
(
一
七
頁
・
三

三
貞
)
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
場
合
に
両
当
事
者
が
え
戸
市
己
2
5
に
よ
り
約
し
た
違
約
罰
が
帰
属
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
簡
潔
な

文
体
の
法
務
官
告
示
が
実
際
に
機
能
す
る
に
は
補
完
が
必
要
で
あ
っ
て
、
法
曹
が
こ
の
補
完
の
仕
事
を
、
問
題
が
生
じ
て
か
ら
事
後
的
に

(
二
五
頁
)
。

法

仲裁法の沼革の概観とその余恵

法
的
評
価
を
下
す
と
い
う
や
り
方
で
は
な
く
、
事
前
に
予
防
法
学
的
に
社
会
的
需
要
に
応
ず
る
種
々
の
邑
吉
富
山
。
の
方
式
を
起
草
す
る

と
い
う
や
り
方
で
、
行
な
っ
た
(
穴

E
E同
名
目
凶
F
何
回
三
即
日
常
吉
江
田
官

E
g
N
)
(二
八
一
子
BEt-

四
頁
)
。

古
典
時
代

古
典
時
代
(
ア
ウ
グ
ス
ト
ウ
ス

l
i
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
|
|
ヂ
オ
グ
レ
チ
ア
ヌ
ス
)
に
は
仲
裁
付
託
は
ま
だ
前
記
法
務
官
告
示
の
枠
内
に

あ
り
、
当
事
者
双
方
が
違
約
罰
を
約
す
る
(
日
片
山
匂
己
目
昨
日
。
に
よ
り
)
こ
と
を
本
質
と
し
、
違
約
罰
は
当
事
者
が
仲
裁
判
断
に
従
わ
な
い
場
合

北法29(3-4・3)351

(
五
九
・
九
三
・
二
八
三
頁
)
。

h
-
J
-

、

宇
t
J
J

違
約
罰
と
し
て
金
銭
で
な
く
物
の
給
付
を
約
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

に
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た

た
(
五
四
・
五
五
・
九
二
頁
)
。
仲
裁
付
託
の
効
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
は
、
従
っ
て
、
違
約
罰
請
求
権
で
あ
り
、
(
約
束
の
)
抗
弁
は
発



説

生
し
な
か
っ
た
。

仲
裁
付
託
は
債
務
を
産
ま
な
か
っ
た

(
五
九
頁
)
。

当
事
者
に
つ
き
存
す
る
事
由
に
因
り
仲
裁
付
託
の
効
力
が
否
定
さ

論

れ
る
場
合
が
認
め
ら
れ
た
が
否
定
の
態
様
は
法
務
官
、
が
仲
裁
人
を
強
制
し
な
い
あ
る
い
は
強
制
の
要
請
を
拒
否
す
る
若
し
く
は
仲
裁
判
断

不
遵
守
に
違
約
罰
の
帰
属
を
認
め
な
レ
と
レ
う
'
も
の
で
あ
っ
た
(
五
五
|
五
八
頁
)
。

仲
裁
人
に
つ
き
存
す
る
事
由
(
注
6
参
照
)
に
因

り
仲
裁
人
強
制
が
で
き
な
い
場
合
が
認
め
ら
れ
た
が
、

こ
の
場
合
に
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
に
通
用
力
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た

(
五
八
・
五
九
頁
)
。

永
久
告
示
録
(
二
二
O
?
)
が
編
集
さ
れ
た
古
典
時
代
後
期
(
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
|
|
ヂ
オ
グ
レ
チ
ア
ヌ
ス
)

は
法
学
隆
盛
絶
頂
期
と
い

わ
れ
(
原
田
鹿
吉
、

ロ
ー
マ
法
上
巻
〔
九
〕
)
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
に
利
用
さ
れ
た
仲
裁
制
度
に
つ
い
て
は
、
も
っ

ば
ら
実
務
の
面
で

(
一
四
五
頁
)
、
法
曹
法
と
し
て

(
一
四
九
頁
)
細
目
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
傾
向
と
し
て
は
、

仲
裁
制
度
を
公
の

秩
序
に
と
り
こ
み
公
的
に
規
制
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
、

そ
れ
が
当
事
者
の
自
由
の
制
約
に
反
映
し
て
い
る

(
二
八
四

l
五
頁
)
。

仲
裁
付
託
の
必
要
的
内
容

こ
と
、
②
仲
裁
判
断
を
な
す
べ
き
紛
争
を
特
定
す
る
こ
と
、
③
違
約
罰
の
額
と
そ
の
帰
属
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

①
仲
裁
付
託
が
仲
裁
人
の
裁
判
権
を
発
生
さ
せ
仲
裁
人
の
裁
判
権
能
の
範
囲
を
画
し
た
(
六
一
・
二
八
四
頁
)
。
仲
裁
人
の
指
名
が
な

い
と
き
は
法
務
官
が
仲
裁
人
を
強
制
す
る
根
拠
が
な
く
、
こ
の
意
味
で
仲
裁
付
託
は
無
効
で
あ
る
。
仲
裁
付
託
は
当
該
仲
裁
人
の
み
へ
の

(
六
一
頁
〉
。
複
数
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
こ
と
は
適
法
で
あ
っ
た
。
住
吉

-Eo
は
当
事
者
が
各
自
行
な
う
が
、
実
際
に
は

1 

仲
裁
付
託
が
効
力
を
生
ず
る
の
に
必
要
な
内
容
は
、
①
仲
裁
人
を
指
名
し
て
裁
判
権
能
を
託
す
る

付
託
で
あ
る

こ
れ
に
先
立
ち
、
当
事
者
双
方
の
聞
に
仲
裁
人
の
指
名
に
つ
い
て
の
一
致
が
あ
っ
た

(六

O
頁)。

②
仲
裁
付
託
は
個
別
の
事
件
ご
と
に
な
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た

(
六
三
頁
)
。

発
生
し
て
い
る
紛
争
事
件
の
全
て
に
つ
き
一
個
の

仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
た

(
六
二
頁
〉
。

そ
の
仲
裁
付
託
に
は
仲
裁
付
託
後
に
発
生
し
た
事
件
は
含
ま
れ
な
い
と
さ
れ
た

二
頁
)
。
し
か
し
将
来
の
紛
争
に
つ
い
て
仲
裁
付
託
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
(
六
二
頁
)
。
仲
裁
に
付
託
さ
れ
る
紛
争
を
特
定
し

北法29(3-4・4)352

(六



て
一
示
す
方
法
は
訴
状
へ
の
表
示
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
要
し
な
か
っ
た

③
違
約
罰
は
原
則
は
金
銭
罰
で
そ
の
額
は
一
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
六
三
頁
)
。
仲
裁
付
託
は
違
約
罰
の
要
件
で
あ
っ

た
か
ら
、
違
約
罰
帰
属
の
条
件
を
定
め
る
こ
と
は
仲
裁
付
託
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

(
六
二
頁
)
。

仲
裁
付
託
に
お
い
て
は
、
①
審
理
の
期
日
、
仲
裁
期
日
延
期
権
能
、
②
審
理
の
場
所
、
③
当
事
者

の
出
頭
、
④
仲
裁
付
託
の
保
障
の
手
段
、
⑤
訴
え
禁
止
、
⑥
仲
裁
相
続
、
な
ど
を
定
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
①
審
理
の
期
日
に
つ
い
て
は

特
定
日
を
約
す
る
こ
と
も
あ
り
、
仲
裁
判
断
を
な
す
べ
き
一
定
期
限
を
約
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
(
六
五
頁
)
。
約
定
期
の
徒
過
に
よ
り
仲
裁

付
託
は
失
効
し
徒
過
後
の
仲
裁
の
審
理
判
断
は
仲
裁
付
託
な
き
仲
裁
判
断
と
し
て
通
用
力
を
有
し
な
か
っ
時
(
六
五
頁
)
。
②
仲
裁
付
託
に

こ
の
場
合
に
は
特
段
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
仲
裁
目
的
に
却
し

2 

仲
裁
付
託
の
任
意
的
内
容

お
い
て
審
理
の
場
所
を
約
さ
な
い
例
は
少
な
く
な
か
っ
た

(
六
六
頁
)
。

て
典
型
的
当
事
者
意
思
が
推
測
さ
れ
た

(
六
六
頁
)
。

そ
の
結
果
仲
裁
契
約
が
結
ぼ
れ
た
地
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

〈
六
六
頁
)
。
そ
れ
よ
り
細
目
の
具
体
的
場
所
は
仲
裁
人
に
一
任
さ
れ
た
(
六
六
・
一
三
二
頁
)
。
③
当
事
者
の
出
席
は
古
典
時
代
に
お
い

て
は
審
理
の
要
件
で
は
な
く
仲
裁
判
断
言
渡
の
要
件
で
あ
っ
た

(
六
七
頁
)
。

こ
の
意
味
で
仲
裁
付
託
の
中
で
こ
の
要
件
を
免
除
す
る
こ

仲裁法の治草の概観とその余恵

と
が
許
さ
れ
た
(
六
七
頁
)
。
④
仲
裁
付
託
を
保
障
す
る
手
段
は
違
約
罰
で
あ
る
が
、

こ
の
ほ
か
に
宣
誓
、
保
証
人
に
よ
る
保
証
、

注
34 

人
を
係
争
物
保
管
人
(
凹

2
c
g
B同
)

に

選

定

す

る

こ

と

、

参

照

)

な

ど

も

行

な

わ

れ

た

七
二
頁
)
。
⑤
訴
え
の
禁
止
を
仲
裁
付
託
の
中
に
一
条
項
と
し
て
約
す
る
こ
と
は
仲
裁
人
の
就
任
承
諾
と
仲
裁
人
の
活
動
開
始
の
間
に
訴

え
が
提
起
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
違
約
罰
の
帰
属
を
こ
の
場
合
に
も
認
め
よ
う
と
す
る
工
夫
で
あ
っ
た
。
⑥
仲
裁
付
託
は
付
託
者

(「月色町田

B
g
t
o
)
と

悪
意
の
約
款
(
乙

gEze--

(
六
人
・

(七

O
頁)。

し
か
し
仲
裁
付
託
中
に
相
続
人
が

(
承
継
す
る
旨
が
)
言
及
さ
れ
て
い
る

死
亡
に
よ
り
消
滅
し
た

き
は
消
滅
し
な
か
っ
た

(七

O
頁)。

3 

仲
裁
付
託
の
効
力
の
消
滅

仲
裁
付
託
は
次
の
よ
う
な
原
因
に
よ
り
消
滅
し
た
。
①
仲
裁
判
断
日
の
徒
過
(
六
五
・
七
三
頁
)
、

仲
裁
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説

任②
務当
不事
承者
諾の
、@
の死
当亡
事
者@
に仲
よ裁
る付
仲託
裁後
人の
忌無
避8能
、v 力

の
総
財
産
委
付

(
σ
O
B
E
E
n冊
目
回
目
。
)
(
七
三
頁
)
、
③
仲
裁
人
の
@
死
亡
、

@
仲
裁

④
紛
争
の
消
滅
(
和
解
ま
た
は
係
争
物
の
解
消
に
よ
る
)
、

⑤
仲
裁
付
託
後
に
お
け
る

論

@
違
約
罰
帰
属
の
確
定
、
@
違
約
罰
の
免
除
、
の
条
件
付
違
約
罰
に
お
け
る
条
件
不
成
就
の
確
定
、
@
請
求
し
な
い
旨
の
約
束
、
⑥
仲
裁

付
託
後
に
お
け
る
、
@
訴
訟
に
よ
り
解
決
す
る
旨
の
当
事
者
の
合
意
、
@
他
の
仲
裁
人
に
よ
る
旨
の
当
事
者
の
合
意
、
。
法
務
官
が
仲
裁

人
を
強
制
で
き
な
い
事
情
(
注
6

参
照
)
の
発
生
、
⑦
事
件
に
つ
い
て
の
終
局
判
決
の
言
渡
(
七
一
二
l
l
七
七
頁
)
。

仲
裁
の
受
諾
は
仲
裁
人
が
仲
裁
当
事
者
双
方
に
対
し
て
裁
判
を
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
方
式
自
由
の
義
務
づ
け

4 

仲
裁
の
受
諾

で
あ
る
。
仲
裁
人
と
当
事
者
の
聞
に
生
ず
る
関
係
は
契
約
関
係
に
は
該
当
し
な
い

(入

O
頁)。

仲
裁
人
の
義
務
不
履
行
に
対
し
て
は
当

事
者
は
仲
裁
人
に
対
し
田
口
同
一
o
を
有
せ
ず
(
二
八
四
頁
)
、

法
務
官
に
強
制
を
す
る
権
能
の
発
動
を
嘆
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
止
ま
る

(
七
九
頁
)
。

仲
裁
の
受
諾
は
仲
裁
付
託
を
受
諾
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

仲
裁
付
託
が
効
力
が
消
滅
し
た
と
き
は
受
諾
の
効
力
も
消
滅
す

る

(
八
四
頁
)
。
仲
裁
判
断
を
し
た
と
き
は
任
務
終
了
に
よ
り
仲
裁
受
諾
は
消
滅
す
る

(
八
四
頁
、
例
外
あ
り
。
七
九
・
九

O
頁
)
。
だ
か

ら
、
仲
裁
人
が
仲
裁
判
断
の
変
更
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
八
四
t

貝
)
。

5 

仲
裁
の
制
度
の
保
障

仲
裁
の
制
度
は
、
①
法
務
官
が
仲
裁
人
を
強
制
す
る
こ
と
、
②
違
約
罰
、
③
そ
の
他
の
当
事
者
の
行
為

に
よ
り
保
障
さ
れ
た
。

①
強
制

法
務
官
は
仲
裁
の
適
正
な
進
行
を
図
る
た
め
手
続
の
ど
の
段
階
に
も
介
入
し
た

仲
裁
人
に
任
務
悌

(
八
九
・
九

O
頁)。

怠
が
あ
る
と
き
は
当
事
者
の
申
立
を
待
っ
て
最
後
の
手
段
と
し
て
罰
金
を
課
し
そ
の
執
行
と
し
て
財
産
差
押
を
し
た

を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
場
合
に
は
例
外
的
に
職
権
で
こ
れ
を
禁
止
し
た
(
八
六
頁
)
。
仲
裁
受
諾
後
に
生
じ
た
事
由
が
仲
裁
人
の
任
務
僻
怠

を
理
由
あ
ら
し
め
る
と
法
務
官
が
判
断
す
る
と
き
は
右
の
強
制
手
段
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
。
仲
裁
人
が
宣
誓
に
よ
り
事
実
関
係
不
明
と
述

(
八
九
頁
)
。

(
八
五
t

貝
)
。

べ
る
と
き
は
熟
慮
期
間
を
法
務
官
が
与
え
た
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(
拍
】

元
来
は
仲
裁
判
断
に
服
し
な
い
場
合
に
備
え
た
罰
で
あ
っ
た
〈
九
三
了
九
六
頁
〉
。

の
命
令
指
令
に
服
し
な
い
場
合
に
も
適
用
さ
れ
た
。
敗
者
が
仲
裁
判
断
に
服
す
る
こ
と
は
勝
者
の
利
益
で
あ
る
が
こ
の
利
益
が
い
か
ほ
ど

②
違
約
罰

し
か
し
、

仲
裁
人
の
仲
裁
手
続
上

か
を
問
う
こ
と
な
く
違
約
罰
が
機
能
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
(
九
二
頁
)
。
違
約
罰
の
実
現
は
当
事
者
が
訴
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
。
こ
の
訴
訟
に
お
い
て
相
手
方
は
違
約
罰
が
帰
属
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
抗
弁
に
よ
っ
て
主
張
で
き
た
。
違
約
罰
は
仲
裁
付
託
の
当

事
者
に
の
み
適
用
さ
れ
た
。
違
約
罰
の
実
現
は
原
則
と
し
て
仲
裁
人
を
解
放
し
た
。

③
当
事
者
の
行
為

当
事
者
の
行
為
と
し
て
は
、
@
宣
誓
、
@
悪
意
の
約
款
、
の
保
証
、
@
係
争
物
保
管
人
の
選
定
が
あ
っ
た
。
宣

(

一

O
四
l
入
頁
)
。

誓
は
仲
裁
人
の
宣
誓
も
あ
っ
た

6 

仲
裁
手
続
当
事
者
の
能
力
・
適
格

@
仲
裁
付
託
能
力
、
仲
裁
手
続
行
為
能
力
の
基
準
は
民
法
に
従
い
、

(一

O
九
頁
)
。
@
奴
隷
は
絶
対
に
仲
裁
付
託
無
能
力
で
あ
り
、

」
れ
に
訴
訟
法
の
観
点
が
加
え
ら
れ
た

①
当
事
者
に
つ
い
て

仲裁法の治草の概観とその余恵

家
子
は
仲
裁
能
力
を
有
し
家
子
の
行
為
に
つ
き
家
子
の
特
有
財
産
の
限

度
で
家
父
が
責
任
を
負
っ
た
(
一
一

O
頁
)
。
精
神
錯
乱
者
は
仲
裁
無
能
力
で

2
2
8同
(
保
佐
人
)
が
行
為
し
た
。
未
成
年
者
は
仲
裁
能

力
を
有
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
後
見
人
の
同
意
を
要
し
た
(
一
一
一
頁
)
。
婦
女
は
宮
S
R
g回
目
。
の
禁
止
に
触
れ
る
と
き
は
仲
裁
付
託

(
一
一
二
頁

)
0
0仲
裁
当
事
者
が
財
産
委
付

(
8
3
0
Z
5
2
5
)
に
よ
り
無
資
産
と
な
っ
た
場
合
ま
た
は
破
産
し
た

由
出
'
ワ

:

E

h
つ
こ

ム
目
↓
λ
、
力
ヂ
J

ふ
μ

+

t

(
一
一
二
頁
)
。
@
仲
裁
当
事
者
が
政
府
機
関
高
官
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
場
合
(
ぽ
官
E
田
)
に
は
法
務
官
強

場
合
に
は
法
務
官
強
制
は
な
い

(
一
一
一
-
一
両
)
。
@
前
記
保
佐
人
及
び
後
見
人
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
が
、
都
市
ま
た
は
法
人
が
訴
訟
人

(
R
S与
を
設
置
す
る

北法29(3-4・7)355

凶
附
中
ふ
与
ふ
、
白

?
t
I
I
 

こ
と
は
仲
裁
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
こ
れ
も
法
定
代
理
に
該
る
(
一
一
四
頁
)
。
@
委
託
事
務
代
理
人

e
H
o
g
g
g吋
)
は
仲
裁
手
続
代
理

に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
日
(
一
一
四
頁
)
。
①
弁
護
人
(
包
4
0
8
Z回
)
が
補
佐
す
る
こ
と
が
代
理
と
は
別
に
認
め
ら
れ
た

(
一
一
五
頁
)
。

一
般
的
に
は
仲
裁
人
資
格
は
裁
判
官
資
格
基
準
を
基
準
と
し
て
、
そ
れ
を
多
少
緩
め
て
い
る

(
一
一
五
|
六

②
仲
裁
人
に
つ
い
て



説

頁
)
。
@
奴
隷
、
精
神
錯
乱
者
、
聾
者
、
唖
者
、
被
後
見
未
成
熟
者
〈
原
因
上
巻
〔
四
五
〕
参
照
)
、
二
十
歳
以
下
の
者
に
は
仲
裁
人
資
格

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
@
二
五
歳
未
満
の
者
が
無
思
慮
に
仲
裁
を
受
諾
し
た
場
合
は
法
務
官
か
ら
原
状
回
復
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
た
(
一
二
一
・
一
一
八
頁
)
。
の
訴
訟
係
属
事
件
担
当
裁
判
官
に
当
該
事
件
の
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
紛
争
当

事
者
の
一
方
に
そ
の
紛
争
の
仲
裁
を
付
託
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

A

問
。
婦
女
に
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
か
否
か
に

つ
い
て
は
資
料
不
足
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
執
政
官
や
法
務
官
が
仲
裁
付
託
を
受
け
て
な
し
た
仲
裁
判
断
は
通
用
力
が
認
め
ら
れ

た
。
@
そ
の
他
、
家
子
、
自
由
身
分
に
解
放
さ
れ
た
も
の
、
名
誉
喪
失

(
E
p
s
ε
(宣
告
を
受
け
た
)
者
、
品
位
卑
賎

(
Z
G
E
L
O
)
(と

さ
れ
た
)
者
に
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
は
無
効
で
は
な
(
円
(
一
二
一

l
l
二
頁
)
。

論

7 

複
数
の
仲
裁
人
を
選
ぶ
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
。
数
人
の
仲
裁
人
に
合
一
に
の
み
仲
裁
権
能
を
与
え
る
こ
と
も

各
自

連仲
帯裁
的人
にの
与複
え(数
る竺

と
も
認
め
ら
れ
Tニ

い
ず
れ
か
不
明
の
場
合
に
は
合
一
に
の
み
与
え
ら
れ
た
も
の
と
扱
わ
れ
た
，....，. 

一
一一一一

頁)。
件

名
誉仲
喪裁
失事
宜件
告適
事{格
件尽

仲
裁
事
件
適
格
は
事
柄
の
性
質
に
基
づ
き
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
定
め
ら
れ
た
こ
二
六
頁
)
。
@
公
刑
罰
事

自
由
人
か
奴
隷
か
を
確
定
す
る
事
件
、
国
民
訴
訟
事
件
、
原
状
回
復
事
件
は
仲
裁
に
親
し
ま
な
い
と
さ
れ

8 
た。

要
す
る
に
訴
訟
で
裁
判
官
が
和
解
裁
判
官
と
し
て
処
理
で
き
る
事
件
に
つ
き
仲
裁
が
と
く
に
多
く
利
用
さ
れ
た

(
一
五
六
頁
)
。
@

被
相
続
人
と
仲
裁
付
託
し
た
者
が
起
こ
し
た
相
続
を
争
う
訴
訟
の
係
属
中
は
、

こ
の
妨
げ
と
な
る
仲
裁
判
断
を
控
え
る
も
の
と
さ
れ
た

(
一
二
八
頁
)
。

9 

仲
裁
の
手
続

(
一
二
九

①
期
日

@
期
日
は
審
理
裁
判
の
日
を
い
う
。
仲
裁
付
託
の
中
で
約
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た

頁)。

一
定
の
一
日
が
約
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
@
一
定
の
一
日
が
約
定
さ
れ
た
と
き
は
期
日
延
期
の
必
要
に
対
処
し
た
。
仲
裁
付

間
の
中
に
仲
裁
人
に
期
日
延
期
権
能
を
与
え
る
条
項
を
約
す
る
こ
と
が
で
き
た

仲
裁
人
が
新
期
日
を
定
め
る
に

(
六
六
・
一
コ
一

O
頁)。
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は
両
当
事
者
の
同
意
を
要
し
た

(
二
二

O
頁
)
o

仲
裁
人
が
事
実
不
明
に
因
り
裁
判
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
注
幻

(
二
二

O
頁
)
。

。
期
日
の
指
定
を
仲
裁
人
の
権
能
と
す
る
こ
と
が
仲
裁
付
託
に
約
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
指
定
を
取
消
し
て
別
の
期
日
を
指
定
す
る
こ
と

も
仲
裁
人
に
認
め
ら
れ
た

(
二
一
二
頁
)
。
@
訴
訟
の
裁
判
を
し
な
い
法
定
の
休
日
祭
日
に
は
仲
裁
も
で
き
な
か
っ
た

(
二
ニ

O
頁
)
。
そ

の
日
に
し
な
い
と
仲
裁
付
託
が
消
滅
す
る
場
合
に
は
仲
裁
判
断
を
そ
の
日
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た

(
二
ニ

O
l
一
一
良
)
。
@
期
日
へ
の

呼
出
は
口
頭
ま
た
は
書
面
で
な
さ
れ
た
(
一
二
九
頁
)
。
②
場
所
(
仲
裁
法
廷
地
に
つ
い
て
は

2
②
を
み
よ
)
。
③
審
理
裁
判
方
式

及
び
仲
裁
判
断
言
渡
は
両
当
事
者
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
の
出
席
の
下
で

(
1
の
③
及
び

6
を
み
よ
)
口
頭
で
な
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ

と
は
強(
いー
ら三
れこ
な l
か三
つ頁
たiL1

ご④
ゴ手
三続

雪量
》範

⑤ 
証
拠

っ
た

依
る
べ
き
手
続
法
規
は
仲
裁
付
託
に
約
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

民
事
訴
訟
法
に
依
る
こ

証
人
、
書
証
の
例
が
見
ら
れ
る

(
一
三
三
頁
)
。
⑥
仲
裁
人
の
手
続
罰
権
能

時
代
に
は
そ
れ
は
)
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る

(
一
三
四
頁
)
。

①
仲
裁
人
が
複
数
存
し
全
員
一
体
と
し
て
判
断
す
べ
き
場
合
に
見
解
が
分
れ
た
と
き
は
多
数
決
に
よ
っ
が
)
(
一
一
一
一

〔
回
}

五
頁
)
。
可
否
同
数
の
場
合
に
ど
う
な
る
か
は
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
〈
一
二
五
頁
)
。
仲
裁
判
断
の
言
渡
に
よ
り
手
続
は
終
結
し
仲
裁
人
の

10 

仲
裁
判
断

仲裁法の治草の概観とその余恵

任
務
も
終
了
す
る

(
一
三
七
頁
)
。
だ
か
ら
仲
裁
人
は
自
ら
そ
の
仲
裁
判
断
を
変
更
で
き
な
い

(
一
三
七
・
二
八
四
頁
)
。
②
仲
裁
判
断
は
付
託
さ
れ
た
紛
争
の
全
て
を
終
局
的
に
解
決
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
@

(
一
三
七
頁
)
。
か
と
い
っ
て
上
訴
の
制
度

は
存
し
な
か
っ
た

仲
裁
判
断
の
主
文
は
新
た
な
紛
争
を
生
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
に
明
瞭
で
あ
る
を
要
し
た
@
仲
裁
判
断
の
判
断
基
準
は
客
観

実
体
法
に
厳
格
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
(
二
一
一
六
頁
〉
。
の
仲
裁
判
断
の
主
文
の
形
式
は
給
付
を
命
ず
る
か
、

務
な
し
と
宣
言
す
る
か
主
張
し
た
給
付
の
再
度
の
請
求
を
禁
止
す
る
か
で
あ
っ
た

っ
た
が
、
奴
隷
の
引
渡
、
不
動
産
の
占
有
の
移
転
の
例
も
見
ら
れ
た

(
一
三
六
頁
)
。

給
付
義

(
一
三
八
頁
)
。
@
給
付
の
目
的
物
は
通
常
金
銭
で
あ

(
一
三
八
頁
)
。
そ
の
他
、

保
証
を
立
て
る
こ
と
、

あ
る
い
は
保
証

人
を
立
て
る
こ
と
を
命
ず
る
例
及
び
裁
定
附
与
(
包
庄
内
回
目
白
色
。
原
田
前
掲
下
巻
〔
四
四

O
〕

)

を
す
る
例
も
見
ら
れ
た

(
一
三
九
・
一
四

審
理

古
典
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説

O
頁
)
。
違
約
罰
給
付
義
務
な
し
と
の
仲
裁
判
断
は
無
効
と
さ
れ
た

(
一
四

O
l
一
頁
)
。
③
仲
裁
判
断
の
解
釈
は
当
事
者
の
一
方
が
違
約

罰
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
で
あ
っ
た

(
一
四
一
頁
)
。
仲
裁
判
断
の
実
現
の
た
め
に
為
し
う
べ
き
こ
と
を
全
て
な
す
と
き
は
違
約
罰
は

論

帰
属
し
な
い
。
仲
裁
判
断
の
中
で
給
付
の
履
行
期
日
を
定
め
て
い
な
い
場
合
に
は
相
当
の
期
間
内
に
履
行
さ
れ
な
い
と
き
に
違
約
罰
が
帰

属
す
る
と
解
さ
れ
た

がで
生は
じな

ずこ59か
-~っ

た

(
一
四
一

l
二
頁
)
。
④
仲
裁
判
断
は
訴
訟
の
判
決
と
異
な
り
こ
れ
に
基
づ
き
同
色
。
百
円
同
庁
邑
が
認
め
ら
れ
る
も
の

(
一
三
七
頁
)
。
仲
裁
付
託
紛
争
の
下
に
あ
る
請
求
権
の
う
ち
仲
裁
判
断
を
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
つ
き
仲
裁
判
断
の
効
力

11 

仲
裁
と
訴
訟

仲
裁
は
訴
訟
の
起
源
で
は
な
い
が
仲
裁
が
訴
訟
に
影
響
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る

(
一
六
二
頁
)
。
古
典
時
代

の
方
式
書
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
裁
判
官
を
選
び
裁
判
官
は
衡
平
と
合
目
的
性
の
見
地
に
立
ち
裁
量
に
よ
り
判
断
し
そ
の
せ
い
か

同
同
玄
武
は
と
も
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、

裁
判
権
能
の
根
拠
が
法
務
官
の
命
令
に
あ
り
、

法
務
官
が
付
与
し
た
方
式
書
の
枠
に
拘
束
さ
れ
、

厳
格
な
手
続
原
則
及
び
判
決
の
効
力
に
縛
ら
れ
る
点
で
仲
裁
と
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
古
典
時
代
の
特
別
訴
訟
手
続
(
紀
元
後
九
l
一

四
年
に
あ
る
種
の
事
件
に
つ
き
用
い
ら
れ
、
古
典
時
代
の
終
り
と
と
も
に
通
常
訴
訟
手
続
が
消
滅
し
て
こ
れ
に
代
る
唯
一
の
一
般
的
訴
訟

手
続
に
な
っ
た

g
mロ
E
o
手
続
)

は
官
吏
た
る
裁
判
官
が
職
権
で
訴
訟
を
一
貫
し
て
掌
理
し
上
訴
も
認
め
ら
れ
た
点
で
仲
裁
と
の
類
似

点
は
殆
ん
ど
無
く
な
っ
て
い
た

(
一
六
一

l
l
三
頁
)
。

古
典
時
代
の
後
の
時
期

古
典
時
代
に
続
く
ヂ
オ
ク
レ
チ
ア
ヌ
ス
か
ら
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
ま
で
の
時
期
は
ロ

l

マ
帝
国
の
分
解
過
程
で
あ
っ
た

〔
一
〕
)
。
こ
の
間
に
、
ギ
リ
シ
ャ
法
の
影
響
と
キ
リ
ス
ト
教
理
の
影
響
が
見
ら
れ
る
(
原
田
上
巻
〔
一
〕
〔
一
二
〕
)
。
ロ

l
マ
の
法
発
展
は
そ
の

一
貫
の
線
を
失
っ
か
}
。
仲
裁
に
関
し
て
は
、
①
仲
裁
の
国
家
制
度
化
、
②
仲
裁
付
託
か
ら
の
違
約
罰
の
離
脱
、
③
住
吉
富
山
O

と

宮
n
E
B

の
別
の
消
滅
の
仲
裁
付
託
へ
の
影
響
、
④
請
求
棄
却
の
仲
裁
判
断
を
得
た
も
の
の
保
護
な
ど
が
、
古
典
時
代
に
比
べ
て
目
立
つ
。

(
原
田
前
掲
上
巻
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1 

仲
裁
の
国
家
制
度
化

古
典
時
代
の
勅
法
と
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
帝
(
三

O
七

l
一
一
一
七
年
)

の
後
の
絶
対
専
政
皇
帝
法
律
と
を

比
べ
る
と
、
古
典
時
代
に
は
単
な
る
私
的
な
事
柄
に
止
ま
っ
て
い
た
仲
裁
が
国
家
の
承
認
す
る
紛
争
解
決
方
式
と
し
て
国
家
制
度
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
(
一
七
七
|
入
頁
)
。

2 

仲
裁
付
託
か
ら
の
違
約
罰
の
離
脱

古
典
時
代
に
は
違
約
罰
は
依
然
と
し
て
仲
裁
付
託
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
っ
た

(注
8
)
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
時
代
に
は
、

仲
裁
協
定
と
違
約
金
約
束
と
が
分
離
し
て
観
念
さ
れ
(
一
七
九
頁
)

仲
裁
付
託
に
違
約
金
約
定
が
含

ま
れ
る
の
が
常
則
的
で
は
あ
っ
た
が
、

(
一
八
一
・
二
八
五
頁
)
。

の
み
な

ら
ず
、

違
約
金
約
束
は
附
属
の
保
揮
手
段
の
地
位
に
陥
落
し
て
い
た

違
約
金
約
定
を
含
ま
な
い
仲
裁
協
定
が
結
ぼ
れ
る
実
例
が
あ
り
、

(
一
八
二

」
れ
が
法
的
効
果
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た

頁)。こ
の
時
代
に
は
、
司
教
の
聴
訟
裁
判
権
(
喜
一
汚
名
曲
目

2
2
&
g
E
)
や
ユ
ダ
ヤ
司
祭
の
特
別
裁
判
権
が
国
の
承
認
を
受
け
て
い
た
が
、

そ
の
紛
争
解
決
様
式
は
仲
裁
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
、
と
れ
ら
を
も
仲
裁
付
託

(
g
B匂
B
S
U
E
B
)
と
呼
ぶ
例
が
現
わ
れ
、
仲

裁
付
託
の
概
念
は
一
面
で
は
各
種
仲
裁
を
統
括
す
る
概
念
に
な
っ
た
が
、
他
面
で
は
通
俗
概
念
に
な
っ
た
(
一
八
六
|
七
・
二
八
五
頁
)
。

仲裁法の治革の概観とその余恵

2e己白片山
C

と

官
n
H
C
B

の
別
の
消
滅
の
仲
裁
付
託
へ
の
影
響

債
務
約
束
の
形
態
は
古
典
時
代
終
了
後
民
ぽ
己
回
片
山
O

か
ら
書

3 

そ
れ
は
西
ロ

l
マ
で
は
書
面
に
よ
る
同
M
R
E
B
と
区
別
の
つ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た

八
一
頁
)
。
こ
れ
が
書
面
仲
裁
契
約
の
実
務
を
聞
い
た

面
約
束
に
変
っ
た
(
関
白
田
市
ア
注
印
、

m
N
S
)
。

(
一
八
一
頁
)
。
そ
し
て
、
仲
裁
契
約
が
宮
2
5
と
い
う
語
で
示
さ
れ
る
例
が
出
た

(
一
八
二
・
二
八
五
頁
)
。

違
約
罰
約
束
を
含
ま
な
い
仲
裁
付
託
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
が
請
求
棄
却
の
判
断
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
請
求
に
つ
き
訴
え
が
起
こ
さ
れ
た
場
合
に
、
被
告
に
仲
裁
判
断
済
み
の
請
求
に
つ
い
て
の
訴
え
禁
止
の
抗
弁

(
2
2
3
-
o
S
F
R官
主
巾
凶

g
B
M
M
H
0
5
2
8
)
が
実
務
上
認
め
ら
れ
た
。

4 

請
求
棄
却
の
仲
裁
判
断
を
得
た
者
の
保
護

北法29(3-4・11)359



説

こ
の
時
代
に
は
当
事
者
は
欲
す
る
裁
判
官
の
裁
判
を
受
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
一
h
v
訴
訟
手
続
は
専
門
家
の
助

け
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
煩
噴
と
な
り
、
法
律
が
概
観
で
き
ぬ
ほ
ど
無
整
理
で
裁
判
が
額
り
な
い
も
の
に
思
わ
れ
、
訴
訟
が
金
の
か
か
る
も

の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
司
教
に
よ
る
世
俗
民
事
事
件
の
聴
訟
は
人
々
の
信
頼
を
増
し
実
際
上
の
重
要
性
を
増
し
た

5 

仲
裁
と
訴
訟

論

(
一
九
九
・
ニ

八
六
頁
)
。
だ
が
司
教
の
聴
訟
は
紛
争
両
当
事
者
の
任
意
に
基
づ
か
な
い
場
合
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た

(
向
上
)
。
こ
の
点
平
和
的
な

紛
争
解
決
を
真
に
自
由
な
合
意
に
よ
り
求
め
る
こ
と
を
欲
す
る
者
に
と
っ
て
仲
裁
は
利
点
が
あ
り
普
及
し
た
(
一
九
九
・
二
八
六
頁
)
。
た

だ
し
経
済
的
弱
者
が
仲
裁
付
託
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
か
っ
た

(二

O
O頁
)
。
仲
裁
も
司
教
に
よ
る
聴
訟
も
ラ
テ
ン
・

ロ
ー
マ
の
法
伝
統
を
有
し
な
い
民
族
に
と
っ
て
は
紛
争
解
決
の
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た

(一一

o一
頁
)
。

四

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
時
代
の
仲
裁
は
そ
の
直
前
の
時
代
の
仲
裁
を
基
本
と
し
た

(
二
二
七
頁
)
。

し
か
し
、

こ
の
私
的
紛
争
解
決
制
度

に
公
的
性
格
を
付
与
す
る
方
向
に
向
っ
た

(
二
八
六
頁
)
。

た
と
え
ば
仲
裁
人
は
国
の
統
一
的
な
裁
判
官
職
に
属
す
る
一
員
と
見
ら
れ
た

(
二
八
二
頁
)
。

他
方
、
任
意
の
司
教
聴
訟
は
教
会
裁
判
権
の
確
立
と
と
も
に
そ
の
重
要
性
を
減
じ
た

(
二
三
七
頁
)
。

ま
た
、

ユ
ダ
ヤ
司

教
裁
判
権
が
従
来
無
条
件
に
承
認
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
無
条
件
承
認
は
否
定
さ
れ
た

(
一
二
二
八
頁
)
。

仲
裁
付
託
は
違
約
罰
条
項
(
こ
れ
は
す
で
に
附
属
物
に
堕
し
て
い
た
が
)
を
含
む
書
面
ま
た
は
無
方
式
口
頭
の
仲

裁
付
託
契
約
宮
ぽ
己
主
o
を
要
し
な
い
)
で
あ
っ
か
}
(
二
四
六
頁
)
O

違
約
金
約
定
を
含
ま
な
い
仲
裁
協
定
は
す
で
に
直
前
の
時
代
に
お

1 

仲
裁
付
託

い
て
実
務
と
な
っ
て
い
た
が
、

ユ
帝
法
は
こ
れ
を
認
め
こ
れ
に

2
8宮山。
4
0
Z
に
匂
虫
色
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
発
展

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
(
一
ご
三
・
ニ
四
七
頁
)
。
ュ
帝
は
宣
誓
に
よ
り
強
化
さ
れ
た
仲
裁
契
約
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
に

を
認
め
た
が
、
十
年
後
に
は
宣
誓
に
よ
る
強
化
に
与
え
ら
れ
た
特
別
の
効
果
を
廃
止
し
た

八
六
頁
)
。
仲
裁
人
の
仲
裁
受
諾
は
古
典
時
代
と
変
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た

田
口
同
日
0

宮

内

同

n
E
B

(二

O
七
・
二

O
九
・
二
四

0
・
二
四
八
・
二

(
二
四
八
頁
)
。
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ユ
帝
は
、
明
確
な
仲
裁
協
定
が
存
し
な
い
場
合
に
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
に
、

に
、
効
力
を
認
め
レ
M
V

こ
れ
も
し
か
し
仲
裁
契
約
の
宣
誓
に
よ
る
強
化
の
効
果
の
廃
止
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
と
見
ら
れ
て
い
る

こ
の
ほ
か
に
、

一
定
の
宣
誓
に
よ
る
保
障
が
存
す
る
場
合
(ニ
O

入
・
二
四
八
l
九
頁
)
。

2 

仲
裁
判
断
の
事
後
承
諾

仲
裁
判
断
後
に
当
事
者
双
方
ま
た
は
給
付
を
命
ぜ
ら
れ
た
当
事
者
が
こ
れ
を
書
面
(
仲
裁
判
断
書
に

に
よ
り
承
諾
す
る
(
つ
ま
り
履
行
約
束
を
す
る
)
と
き
、
権
利
を
認
め
ら
れ
た
者
に
仲
裁
判
断
の
履
行
を
可
能
に
す
る
宮
巴
。

S
F
n
z
g
(執
行
訴
権
)
が
認
め
ら
れ
た
つ
二

0
・
ニ
四
九
・
二
五
一
一
貝
)
。
ュ
帝
は
、
宣
誓
に
よ
る
強
化
・
保
障
を
受
け
な
い
手
続

を
経
た
仲
裁
判
断
に
つ
き
、
当
事
者
の
一
方
が
仲
裁
判
断
言
渡
後
十
日
以
内
に
相
手
方
当
事
者
ま
た
は
仲
裁
人
に
異
議
官
仲
間
印

EZ)
を

申
立
て
な
い
場
合
に
、
仲
裁
判
断
の
黙
示
の
承
認
を
認
め
た
つ
二
二
・
二
一
四
・
二
四
九
頁
)
。

記
載
す
る
)

3 

仲
裁
の
保
障

①
仲
裁
受
諾
を
し
た
仲
裁
人
を
受
諾
し
た
任
務
の
遂
行
に
強
制
す
る
こ
と
は
前
の
時
代
と
同
じ
で
あ
り
、

て
は
法
務
官
が
強
制
し
た
が
こ
の
時
代
に
は
裁
判
官
が
強
制
し
た

(
二
五

O
頁
)
。
②
違
約
罰
実
現
の
た
め
同
色
。
自
由
巳
句
己
主
ロ
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
は
維
持
さ
れ
た

(
二
五

O
頁)。

違
約
罰
金
を
支
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
仲
裁
手
続
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
法
律
的
に
適
法
と
な

仲裁法の治革の概観とその余恵

っ
た
。
違
約
罰
は
罰
で
は
な
く
契
約
か
ら
一
方
的
に
解
放
さ
れ
る
た
め
の
違
約
金
の
性
格
を
帯
び
た

③
前
述
の
よ
う
に
ユ
帝
は
単
純
合
意
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
に
つ
き
白
色
o
g
P
2
c
g
を
認
め
た
。
こ
れ
も

2
2
U昨日
0
4
0
E
巴
宮
口
巴
と

(
二
四

0
・
二
五

0
・
二
八
六
頁
)
。

と
も
に
違
約
罰
の
保
障
が
な
い
場
合
の
保
障
手
段
で
あ
っ
た
。
前
者
は
仲
裁
原
告
に
有
利
の
仲
裁
判
断
の
場
合
に
後
者
は
仲
裁
被
告
に
有

利
の
仲
裁
判
断
の
場
合
に
機
能
し
た
。
④
宣
誓
に
よ
る
仲
裁
契
約
、
宣
誓
に
よ
る
仲
裁
受
諾
、
宣
誓
に
よ
る
仲
裁
判
断
認
諾
は
一
旦
認
め

ら
れ
た
が
十
年
後
に
宣
誓
に
よ
る
強
化
の
効
果
は
廃
止
さ
れ
た
。

ass-国内
山

0
日
目
(
注
弘
参
照
)
、

係
争
物
保
管
人
と
す
る
こ
と
は
維
持
さ
れ
た

保
証
人
を
立
て
る
こ
と
、

仲
裁
人
を

(
二
五
二
頁
)
。

4 

仲
裁
手
続
の
主
体

①
仲
裁
の
当
事
者
と
そ
の
代
理
に
つ
い
て
の
規
制
は
基
本
原
理
に
お
い
て
古
典
時
代
の
規
制
を
範
と
し
た

カミ
て〉
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説

(
二
五
二
頁
)
。
②
仲
裁
人
資
格
・
適
格
に
関
す
る
規
制
も
古
典
時
代
の
規
制
と
本
質
的
に
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
(
二
五
三
頁
)
。
た

論

だ
、
婦
女
の
仲
裁
人
資
格
は
明
確
に
否
定
さ
れ
た
つ
ご
=
了
二
五
三
貰
)
。
@
二
人
の
仲
裁
人
の
見
解
が
一
致
し
な
い
と
き
は
官
B
B
H

は
そ
の
判
断
に
服
す
べ
き
第
三
者
を
選
ぶ
こ
と
を
そ
の
ニ
人
の
仲
裁
人
に
強
制
す
る
も
の
と
さ
れ
た

(
二
五
三
頁
な
お
注
目
)
。

ユ
帝
は

仲
裁
が
効
果
を
も
っ
方
向
に
仲
裁
を
強
化
し
た
。

5 

仲
裁
の
対
象

①
仲
裁
事
件
適
格
の
基
準
は
原
則
に
お
い
て
古
典
時
代
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た

(
二
五
一
三
貝
)
。

古
典
時
代

と
異
な
り
ピ
ザ
ン
チ
ン
時
代
に
は
後
見
事
件
が
仲
裁
に
親
し
む
か
が
争
わ
れ
た

(
二
五
三
頁
)
。

ユ
帝
は
原
状
回
復
訴
訟
を
認
め
る
と
と

も
に
そ
れ
が
仲
裁
に
親
し
ま
な
い
こ
と
も
確
認
し
た

(
二
五
四
頁
)
。

6 

仲
裁
手
続

ユ
帝
は
仲
裁
の
手
続
を
改
革
し
た
。
①
ユ
帝
は
裁
判
官
が
そ
の
任
務
を
行
な
う
前
に
面
前
に
置
か
れ
た
聖
書
に
真

実
に
従
い
法
に
則
り
裁
判
す
る
旨
を
宣
誓
す
る
こ
と
を
規
定
し
仲
裁
人
も
こ
れ
と
同
様
に
し
た

(
一
二
七
・
二
五
回
|
五
頁
)
。

当
事
者

は
証
拠
調
を
求
め
る
場
合
に
権
利
悪
用
に
非
ざ
る
旨
(
訴
訟
を
遅
滞
さ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
な
い
旨
)

の
宣
誓

(
E
H
3
2
5借
S
E・

自
巳
同
)
を
提
供
す
べ
き
も
の
と
し
こ
れ
を
公
益
規
定
と
し
た
(
二
二

0
1
7一
一
一
一
八
・
二
五
四
頁
)

0

当
事
者
の
た
め
に
弁
ず
る
司

a
g巳

2
5同
2
5
は
誠
実
に
依
頼
人
の
た
め
に
訴
訟
追
行
す
る
旨
の
宣
誓
を
聖
書
に
提
供
す
べ
き
も
の
と
し
た

(
一
二
九
・
二
二
八
・
二
主
四

頁
)
。
②
当
事
者
の
一
方
の
欠
席
の
場
合
に
仲
裁
人
が
欠
席
者
に
対
し
出
席
者
に
罰
金
を
払
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
た

頁
)
0

③
休
祭
日
に
関
す
る
規
制
は
ユ
帝
に
よ
り
踏
襲
さ
れ
た

(
二
五
四

(
二
五
四
頁
)
。
④
重
要
な
手
続
行
為
は
書
面
に
作
成
さ
れ
た

(
宣
誓
に
よ

る
仲
裁
契
約
。
仲
裁
判
断
書
。
仲
裁
判
断
書
へ
の
承
諾
の
記
載
。
仲
裁
判
断
に
対
す
る
異
議
申
立
書
。
時
効
中
断
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の

仲
裁
人
面
前
で
の
書
面
に
よ
る
請
求
。
)
。
⑤
仲
裁
人
た
り
し
者
は
当
該
仲
裁
の
両
当
事
者
の
聞
の
訴
訟
事
件
に
お
い
て
は
両
当
事
者
の
一

致
が
な
け
れ
ば
証
言
を
強
制
さ
れ
な
い

(
二
五
五
頁
)
。
⑥
仲
裁
手
続
が
書
面
に
よ
る
合
意
に
基
づ
き
係
属
す
る
と
き
は
消
滅
時
効
は
中

断
す
る

(
一
二
五
頁
)
。
⑦
仲
裁
人
の
前
で
の
事
実
審
理
に
お
け
る
当
事
者
の
告
白
や
証
人
の
証
言
は
通
常
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
場
合
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に
よ
り
証
拠
と
し
て
使
用
で
き
た
(
一
二
五

l
六
頁
)
。
@
土
地
管
轄
権
の
欠
献
を
主
張
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
、

裁
人
は
こ
の
放
棄
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
二
二
三
頁
)
。

7 

仲
裁
判
断

(
二
五
五
頁
)
。
①
控
訴
を
認
め
な
い
こ
と
を
ユ
帝
は
変
え
な
か
っ

古
典
時
代
の
規
制
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
た

f;:. 

(
二
五
五
頁
〉
。
②
ユ
帝
は
仲
裁
判
断
の
違
約
罰
約
束
な
き
仲
裁
契
約
に
基
づ
く
執
行
の
た
め

担。昨日
0

山
口
同
白
口
吉
田
を
認
め
た
。

と
但
件
件
伺
凹
S
H
-
o
(異
議
)
と
は
ユ
帝
期
を
起
源
と
す
る

(ニ
O
九
・
二
一
四
・
二
五
五
頁
)
。
③
仲
裁
の
た
め
の
判
断
基
準
と
し
て
は
客
観

制
定
法
に
仲
裁
人
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

(
二
二
四
頁
)
が
、
公
平
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
仲
裁
判
断
に
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
古
典
時
代
の
規
範
の
通
用
性
は
実
際
に
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
(
二
五
六
頁
)
。

除
き
そ
の
裁
量
に
よ
り
仲
裁
判
断
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
典
時
代
に
お
け
る
と
同
じ
く
回
口
氏
O
R
2
6
g
F
E
の
審
理
の
際
に
当

事
者
が
服
従
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
否
か
と
い
う
観
点
で
実
体
的
に
仲
裁
判
断
に
評
価
が
加
え
ら
れ
る
の
で
、
差
支
え
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

仲
裁
人
は
特
殊
の
場
合
を

る

(
二
五
六
頁
)
。

8 

仲
裁
と
訴
訟

古
典
時
代
の
後
の
時
代
に
つ
い
て
前
述
し
た
と
こ
ろ
の
訴
訟
に
対
す
る
仲
裁
の
利
点
は
、

ユ
帝
時
代
に
お
い
て

仲裁法の治草の概観とその余窓

も
、
手
続
に
お
け
る
当
事
者
の
自
由
が
よ
り
限
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
手
続
の
規
制
を
!
ー
な
か
ん
づ
く
証
明
手
続
に
つ
い

て
ー
ー
ー
い
っ
そ
う
煩
雑
に
強
化
し
た
た
め
、
減
少
し
な
か
っ
た

(
二
七
三
頁
)
。

普

通

法

序

前
述
(
ま
え
が
き
)

の
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
法
と
カ
ノ
ン
法
と
か
ら
成
る
普
通
法
に
お
い
て
、
仲
裁
は
カ
ノ
ン
法
の
基
盤
に
乗
っ
て
ド
イ 市

T，
s
q

・

こ
れ
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説

ツ
に
入
っ
た
。
普
通
法
上
の
仲
裁
は
ロ

I

マ
法
と
カ
ノ
ン
法
の
葛
藤
の
歴
史
で
あ
る
。
本
稿
は
し
か
し
歴
史
を
描
写
す
る
こ
と
を
目
的
と

論

一
八
七
七
年
Z
P
O
第
一

O
編
の
成
立
に
歴
史
的
に
つ
な
が
り
の
あ
る
普
通
法
す
な
わ
ち
一
八
七
七
年
に
接
着
す
る

時
期
の
普
通
法
に
お
け
る
仲
裁
制
度
の
規
範
構
造
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
法
を
省
略
す
る
。
ま
た
、
普
通
法
の

ず
る
の
で
は
な
い
。

前
期
も
省
略
す
る
。
ま
た
、

カ
ノ
ン
法
を
独
立
の
調
査
対
象
と
し
な
い
。
普
通
法
の
内
容
た
る
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
は
カ
ノ
ン
法
の
ス
ク

リ

1
ン
を
適
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
担
え
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

一
四
九
五
年
八
月
七
日
ウ
オ
ル
ム
ス
で
の
ラ
イ
ヒ
議
会

(
m
a
n
Eお
)
は
穴
S
5
2宮
巳
n
r
z
o
H
E
g
m
(帝
室
裁
判
所
条
例
)
を
議
決

し
た
。
そ
の
第
三
条
は
裁
判
人
は
ラ
イ
ヒ
の
法
と
普
通
法
と
に
従
っ
て

(
E
n
v
ι
g
H
N
a
n町
田
口
ロ
円
回
想
B
白山口
g
H
N
E
Z
g
)
裁
判
す
る
旨

を
宣
誓
す
べ
き
も
の
と
定
め
た
。
こ
こ
で
「
普
通
法
」
は
と
く
に
ロ
l
マ
法
を
意
味
す
る
と
さ
れ
た
。
す
で
に
ラ
イ
ヒ
に
お
い
て
事
実
上

慣
習
法
と
し
て
普
ね
く
通
用
力
を
有
し
て
い
た
ロ

1
7
法
が
法
律
上
明
確
に
と
に
か
く
法
源
た
る
通
用
力
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
普

通
法
は
す
で
に
地
方
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
規
準
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
問
。
。
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
の
常
設
の
最
高
の
裁
判
所
に
お

い
て
規
準
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
、
地
方
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
条
例
(
の
町
立
n
r
g
R仏ロ
EMm)
に
お
い
て
、
右
の

h
H
2
k
z
g丘
ロ
己
ロ
ぬ
第
三
条
に
類
似
の
文
脈
で
普
通
法
を
規
準
p

ど
す
る
旨
を
宣
言
す
る
例
が
出
た
。
ラ
イ
ヒ

H
U
B
E
R
m
2
K
Z
の
裁
判

同
ハ
同
同

HMB常・

に
示
さ
れ
る
法
見
解
は
全
ド
イ
ツ
に
基
準
の
役
割
を
果
し
た

(
N
0
8
P
注
目
、
戸
由
・

ω当・

ω件。

σzw注
布
、
戸
田
・

8
)。
す
な
わ
ち
、
下

級
の
裁
判
所
は
こ
れ
を
遵
奉
し
、
法
学
者
は
こ
れ
を
踏
ま
え
て
法
的
助
言
を
し
、

地
方
の
立
法
は
こ
れ
に
合
わ
せ
て
な
さ
れ
た

(ωSゲ
ゲ
タ

5
日仏
-
m
・
8
・
HHH)0
《
自
治
法
は
都
市
法
を
破
り
、
都
市
法
は
ラ
ン
ト
法
を
破
り
、
ラ
ン
ト
法
は
普
通
法
を
破
る
》
と
い
う
格
言
に
示
さ
れ

る
普
通
法
の
補
充
的
効
苅
町
建
前
で
あ
っ
て
そ
の
実
勢
は
他
の
法
源
と
並
位
す
る
も
の
で
あ
り
、
適
用
範
囲
と
重
要
性
に
お
い
て
は
圧
倒

的
に
他
を
凌
駕
し
た
可
口
口
Z
P
注
打
、

m-rω
ー
ー
少
。
)
。
補
充
的
効
力
を
有
す
る
に
止
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
成
立
が
ラ
イ
ヒ
議
会

の
議
決
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
法
律
と
し
て
の
成
立
で
は
な
(
く
裁
判
の
た
め
の
適
用
法
規
の
法
源
た
る
こ
と
の
承
認
で
し
か
な
)

、
:
、
1

3
V
1
ζ
B
V
Z
，
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こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
連
合
統
一
が
進
む
に
つ
れ
て
ド
イ
ツ
統
一
一
般

(国

--m山由B
2ロ
巾
)

に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、

法
典
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
べ
き
運
命

そ
の
内
容
が
一
般
法
典
に
化
体
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、

一
八
七

七
年
Z
P
O
第
一

O
編
は
普
通
法
に
お
け
る
仲
裁
制
度
と
歴
史
上
脈
絡
が
あ
る
。
そ
し
て
右
第

-
O編
制
定
の
頃
の
普
通
法
は
一
四
九
五

年
の
河
択
の
。
制
定
時
の
普
通
法
の
発
展
的
延
長
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
普
通
法
」
は
ロ

l
マ
法
に
つ
い
て
い
え
ば
一
二
世
紀
一
三
世

紀
に
お
け
る
ボ
ロ
ニ
ヤ
の
註
釈
学
派
に
属
す
る
ア
ク
ル
シ
ウ
ス
が
、

ほ
ぼ
一
二
五

O
年
頃
に
註
釈
学
派
の
註
解
を
要
約
し
た
標
準
註
解

(
色
。
回
目
向
。
丘
町
ロ
由
江
田
)
が
附
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
規
定
に
限
ら
れ
が
「
と
こ
ろ
が
、

仲
裁
に
つ
い
て
は

法
」
と
は
カ
ノ
ン
法
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
仲
裁
が
ド
イ
ツ
に
入
っ
た
の
は
カ
ノ
ン
法
の
基
盤
に
立
つ
も
の
と
し
て
で
あ
っ
た
。
中
世
ド
イ

「
普
通

ツ
及
び
「
普
通
法
」
に
お
い
て
カ
ノ
ン
法
と
ロ
l
マ
法
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

「
普
通
法
」
の
要
素
た
る
カ
ノ
ン
法
は
、
中
世
の
終
り
の
時
期
に
ロ

1

7
教
会
が
な
し
た
諸
立
法
か
ら
成
る
(
ロ

2
ロ
σ口
同
伊
注
布
、
∞
-
M
M
)
。

(注
3
参
照
)
、

そ
れ
は
ロ

l
マ
法
を
基
礎
と
し
す
で
に
一
四
九
五
年
よ
り
も
以
前
に
ド
イ
ツ
の
法
観
念
に
適
い
そ
の
適
用
が
裁
判
慣
行
に
な
っ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
標
準
註
解
は
、
仲
裁
に
つ
き
、

ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
典
か
ら
、

カ
ノ
ン
法
を
基
準
と
し
て
選
鉱
し
、

ユ
ス
チ

か
く
し
て
、

仲裁法の治草の概観とその余恵

し(ニ
7こ88ァ
f、ヌ
ト4日ス
何
ぬ・

2 ロ

玄マ
CL 
法
!"工
ES 普

竺雲
と
し
て

か
っ
こ
れ
を
規
定

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仲
裁
の
発
展
に
二

O
世
紀
の
入
口
に
至
る
ま
で
随
伴
し
、

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
「
普
通
法
」
上
の
仲
裁
の
内
容
と
し
て
本
稿
の
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
な
の
は
一
八
七
七
年
Z
P
O
に
接
着

す
る
時
期
に
お
け
る
普
通
法
仲
裁
で
あ
る
。
こ
れ
を
知
る
た
め
に

る。

。zn
r
の
註
解
書
を
出
発
点
と
し
そ
れ
以
後
の
文
献
を
適
宜
参
照
す

仲
裁
の
性
格

ロ
ー
マ
法
の
仲
裁
は
私
選
の
仲
裁
人
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
仲
裁
人
が
な
す
こ
と
の
性
質
は
裁
判
で
あ
り
、

カ
ノ
ン
法
の
仲
裁
は
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説

仲
介
入
を
通
し
て
の
友
誼
的
和
解
(
白

E
S
E
-
u
g
B吉
田
正
O
)

で
あ
り
、
普
通
法
の
仲
裁
は
和
解
(
〈
叩
同

mrrr)
と
は
概
念
的
に
は
区
別

さ
れ
た
が
、
和
解
に
仲
裁
人
を
介
在
さ
せ
る
も
の
と
観
念
さ
れ
た
(
切

O
S
E
w
-
注
3
、
印
-
口
)
。
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
が
す
で
に
和
解
で

論

い
わ
ば
和
解
条
項
の
性
格
を
も
つ
か
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
た
。
普
通

法
で
は
同
O
B官
O
B
Z
は
当
事
者
間
の
仲
裁
付
託
契
約
(
日
和
解
の
性
質
を
も
っ
)
で
あ
り

M
N
2
8
E
B
は
当
事
者
仲
裁
人
聞
の
仲
裁

委
託
契
約
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
を
停
止
条
件
と
し
後
者
は
前
者
を
基
礎
と
し
て
締
結
さ
れ
た
(
回
。

gzrL-
毘)。

あ
る
と
把
え
ら
れ
た
。
こ
の
基
盤
に
お
い
て
仲
裁
判
断
の
内
容
は
、

た
だ
し
、
通
例
、

両
者
は
一
個
の
文
書
の
な
か
に
一
緒
に
起
草
さ
れ
た
(
の

z
n
F
印
・
呂
・
回
。
S
E
w
-
∞
-NN)。

仲
裁
付
託
契
約

1 

能
力
と
権
限

契
約
に
よ
っ
て
自
分
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
み
が
仲
裁
付
託
契
約
能
力
を
有
し
た
。
②

(の-岱
nw・
5
広
・
回
-
コ
・
回
。

S
E
w
-
回・

5)。

①
能
力

権
限

@
代
理
人
が
本
人
の
事
件
に
つ
き
仲
裁
付
託
を
す
る
に
は
特
別
の
授
権
を
要
し
た

後
見
人
が
被
後
見
人
の
不
動
産
に
関
る
争
い
に
つ
き
仲
裁
付
託
を
す
る
に
は
裁
判
所
の
命
令
を
要
し
た
(
の
Z
n
r・
-Z仏・∞・

1)。
。
司
教

(
司
品
目
白
同
)
が
教
団
の
施
設
財
産

(ω
民
Z
ぬ
ロ

BH)
に
つ
き
仲
裁
付
託
を
す
る
に
は
教
団
理
事
者
会
(
同

8
5
3
の
同
意
を
要
し
た

(
向
上
)
。

@
家
臣
(
〈
日
曲
目
]
)
が
、
領
主
(
戸
叩
}
M
H
M

印}
M
m
H
H
)

の
権
利
に
関
り
を
も
っ
争
い
に
つ
き
、

仲
裁
付
託
を
す
る
に
は
領
主
の
承
諾
を
要
し
た

(
向
上
)
。

2 

内
'"'" 廿

当
事
者
が
双
互
に
自
分
達
の
聞
に
存
す
る
争
い
を
第
三
者
た
る
識
見
あ
る
者
の
裁
断
に
委
せ
そ
の
裁

①
必
要
的
内
容

決
に
服
す
る
旨
を
第
三
越
及
び
紛
争
を
指
定
し
て
約
す
る
こ
と
で
あ
る
(
の
広
島

L
E・目・芯)。

と
に
よ
っ
て
為
し
、

仲
裁
人
の
指
定
は
氏
名
を
明
示
す
る
こ

@
仲
裁
人
と
し
て
複
数
を
指
名
し
た
場

合
に
は
、
全
員
が
仲
裁
判
断
を
す
べ
き
か
そ
の
う
ち
の
一
名
が
単
独
で
仲
裁
判
断
を
す
れ
ば
足
り
る
か
を
指
定
す
る
こ
と
及
び
可
否
同
数

の
場
合
の
処
理
方
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
@
違
約
罰
を
約
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
。
違
約
の
場
合
に
契
約
の
履
行
及
び
違
約

複
数
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
た
ち

z
n
F
凹
・
昌
)
。
②
任
意
的
内
容

北法29(3-4・18)366
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罰
を
請
求
す
る
か
違
約
罰
し
か
請
求
で
き
な
い
か
で
あ
っ
た

(ヨ
E
R
E子
宮
町
ゲ
ロ
ロ
r
仏

2
E
E相官
g
H
R
E
m
-
E
-
F
∞
E

P

5
0
0
w

回
・
話
。
・
初
版
一
八
六
二
年
)
。

の
の
}
白

g
c
E
Z
B円山口
-g(二
、
二
、

2
、
⑥

Z
H色
町

B
g
z
o
と
同
じ
)
は
認
め
ら
れ
た
(
の

Z
n
F

出・斗
ω・
∞
。
同
ロ
r同
r-
∞-
M
H
)
。

@
仲
裁
手
続
準
則
を
約
す
る
こ
と
も
で
き
た

(の
Z
n
F
印・き
)0
@
判
決
の
内
容
に
関
し
て
当
事
者
が
指
定

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た

(
4
・
者

g
g
m
H
H
Z
g
E
E
L
-
民
ω)0

3 

態
様

ユ
帝
創
設
の
仲
裁
判

単
純
な
契
約
で
足
り
た
が
、

ロ
ー
マ
法
伝
来
の
違
約
罰
約
束
を
伴
う
極
っ
た
型
の
仲
裁
付
託
も
、

断
言
渡
後
十
日
以
内
に
異
議
申
立
し
な
い
と
い
う
態
様
も
、

ユ
帝
が
認
め
て
そ
し
て
廃
止
し
た
宣
誓
に
よ
り
強
化
す
る
態
様
(
カ
ノ
ン
法

は
こ
れ
を
認
め
実
務
上
行
な
わ
れ
て
い
た
)
も
、
適
法
と
さ
れ
た
(
の

Z
n
F
由・

4ω
・切
O
門口

E
F
曲・

5)。

①
仲
裁
委
託
契
約
の
締
結
と
連
結
し
て
時
効
消
滅
中
断
の
効
力
が
生
じ
た

る
訴
え
の
提
起
に
対
し
て
は
被
告
に

2
2宮
5
2ご
B
E
R
g
o目
2
F母
国
四
が
認
め
ら
れ
た
。

5

消
滅
(
注
目
参
照
)
①
仲
裁
付
託
は
④
係
争
物
の
解
消

(
d
E
2宮
高
宮

ω田
口
ぬ

E
f
F凹
-
H
8・
F
E
Z
F
∞-
N
N
)
、

@

〔

叩

)

(

瑚

)

(

肌

)

当
事
者
の
仲
裁
判
断
前
の
死
亡
、
。
仲
裁
人
の
死
亡
、
@
当
事
者
聞
の
和
解
の
成
立
(
の
宮
島
祖
国
・

5
3、
@
当
事
者
の
意
思
の
一
致
、
@

4 

効
力

(回。

S
E
r
-
∞
N
N
)
。
②
仲
裁
付
託
違
反
た

仲裁法の沿革の概観とその余恵

当
事
者
の
一
方
の
破
産
に
お
い
て
和
議
(
の
営
母
国
σ吋色
g
ぬ
)
が
成
立
し
た
こ
と
(
の

z
n
F
∞・

5u)、
@
違
約
罰
の
支
払
(
の

z
n
F
m・
5
品)、

@
仲
裁
判
断
す
べ
き
期
限
の
徒
過
(
向
上
)
、
①
。
σ
B
Sロ
の
選
任
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
可
否
同
数
(
た
だ
し
、
争
あ
り
、
注

Mm
参
照
)
、
②
河
口

n
E江
口
の
留
保
が
あ
る
場
合
(
司
・
当

g
g
m
H
H
Z
E宮
5
・∞
-
N
宏
)
ま
た
は
解
除
権
が
発
生
し
た
場
合

の
間
の
後
発
的
敵
対
関
係
、
相
手
方
当
事
者
又
は
仲
裁
人
の
り

o
F白)(司ロ
nzpm-Aω
品
)
の
一
方
的
河
骨
吉
岡
山
丹
件
、

@ 
仲
裁
判(
断仲
の裁
言(人
渡~と

(回。】守口『回目♂白・
N
H
)
、
に
よ
り
消
滅
す
る
。

②
仲
裁
委
託
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
こ
と
は
仲
裁
付
託
の
消
滅
原
因
で
は
な
く
、
仲
裁
付
託
を
宙
に
係
属
す
る
に
止
ま
り
、
仲
裁
委
託

契
約
の
締
結
に
よ
り
仲
裁
契
約
が
全
体
と
し
て
完
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
完
成
後
に
仲
裁
委
託
契
約
が
解
消
さ
れ
た
と
き
は
仲
裁
付
託
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説

も
滅
亡
し
た

(
4
・
巧
g
g
m
H
Mロ
m
g
r
a
s
-
m
-
N
S・切
OBrj同
F
曲

-NH)。

③
仲
裁
付
託
が
仲
裁
判
断
前
に
消
滅
し
事
件
が
訴
訟
裁
判
所
に
係
属
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
従
前
の
仲
裁
手
続
の
効
果
は
あ
る
程
度
訴

論

訟
手
続
に
移
さ
れ
て
維
持
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
(
の
Z
n
F
目・

5U)。

四

仲
裁
委
託
契
約

(

捌

)

当
事
者
と
仲
裁
人
が
契
約
を
す
る
と
い
う
観
念
は
ロ

1
7
法
に
も
カ
ノ
ン
法
に
も
な
か
っ
た
宙
o
S
E
w
-
∞-NH)。
仲
裁
委
託
契
約
は

仲
裁
付
託
当
事
者
と
仲
裁
付
託
の
中
で
指
名
さ
れ
た
仲
裁
人
と
の
聞
で
、
特
別
の
方
式
を
要
す
る
こ
と
な
く
締
結
さ
れ
た

(回
O
口
M
Y回一
Y
凹・

NN)
。
そ
の
内
容
は
、

解
決
す
べ
き
紛
争
対
象
と
仲
裁
判
断
を
す
べ
き
期
限
と
を
特
定
し
て
裁
決
を
託
す
る
こ
と
で
あ
り
、

仲
裁
手
続
の

準
則
を
約
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

(
向
上
)
。
受
託
す
る
か
否
か
は
自
由
で
あ
っ
た
。
期
限
は
当
事
者
の
同
意
な
し
に
は
伸
長
で
き
な
か
っ

た
(
の
Z
n
F
P
S
)
0
そ
の
性
質
は
、
普
通
法
理
論
の
始
期
に
は
単
純
に
委
任

(

山

)

℃
恒
三
一
己
同
ロ
同
〉
門
田
四
件
。
ロ
ロ
ロ
同

(
ぞ
門
担
ロ
円
同
日
付
)

と
把
え
ら
れ
た
が
、
終
期
に
は
委
任
類
似
の

に
該
る
と
見
ら
れ
た

(∞
O
S
E
w
-
m
-
N
H・
〈
耳
目
同
事
注
問
、
的

-G5
は
委
任
に
該
ら
ず
単
な
る
約
束
と
し
て
強
制

一
般
的
に
支
配
的
で
あ
っ
た
見
解
は
、

し
う
べ
き
も
の
と
い
っ
て
い
る
)
。
し
か
し
、

当
事
者
に
は
仲
裁
判
断
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る

田口江
O

自
由
ロ
骨
広
島
同
叩
n
S
が
認
め
ら
れ
、
仲
裁
人
に
は
出
費
の
弁
償
を
求
め
る
田
口
昨
日
0
5
8岳
民

S
E
E
-ぽ
が
認
め
ら
れ
る
委
任
と
い
う

の
で
あ
っ
た
(
切
O
S
E
r
-臼
-NN)
。
仲
裁
人
は
当
事
者
の
承
諾
な
し
に
他
の
者
に
代
り
を
さ
せ
る
こ
と
は
許
き
れ
な
か
っ
た
(
の
冨
口

W
L
-
s・

(

郎

)

4
・
巧
g
宮
m
H
Hロ
m
g
Z
5・
m-N∞H)。
仲
裁
委
託
は
委
託
当
事
者
(
付
託
当
事
者
と
仲
裁
人
)
の
死
亡
に
よ
り
消
滅
し
た
。
そ
の
他
、
係
争

物
の
解
消
ま
た
は
相
互
の
意
思
の
一
致
に
基
づ
く
解
除
に
よ
り
(
切
O
B
r島
L-NN)
ま
た
仲
裁
判
断
期
限
(
仲
裁
受
諾
が
起
算
日
)

過
に
よ
り
消
滅
し
た
(
の
Z
n
F
凹・

5
品
)
。
解
約
告
知
は
、
委
任
者
た
る
仲
裁
付
託
当
事
者
に
は
何
時
で
も
許
さ
れ
た
が
、
受
任
者
た
る
仲

(

瑚

)

裁
人
に
は
ロ

l
マ
法
が
認
め
た
事
由
が
存
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
た
(
切
O
S
E
w
-
m
-
N
N
)。
仲
裁
委
託
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
争
訟
関

(
問
〉

係
が
形
成
さ
れ
、
仲
裁
人
の
前
で
の
審
理
手
続
の
開
始
が
可
能
と
な
っ
た
。
仲
裁
人
の
仲
裁
委
託
契
約
上
の
義
務
の
履
行
を
裁
判
所
に
求
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め
る
こ
と
が
で
き
た
(
し
か
し
、

E
1
0
5
S
(願
出
)

に
止
ま
っ
た
と
タ
君
。
巳
ロ

m
H
F
m
g
r
o
g
-
田・

そ
れ
は
自
件
目
。
で
は
な
く
、

自
H
w

〉
ロ
自
・
(
司
)
は
い
う
)
。

五

仲
裁
人
適
格

裁
判
官
職
有
資
格
者
及
び
当
該
事
案
の
裁
判
に
必
要
な
知
識
を
有
す
る
者
で
法
が
欠
格
者
と
明
示
す
る
者
に
該
ら
な
い
者
が
仲
裁
人
に

(

捌

)

(

捌

)

婦
女
は
裁
判
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
カ
ノ
ン
法
に
よ
り
仲
裁
人
適
格
を
認
め
ら
れ
た

選
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、

(の

znr-m-
。∞・斗。・

M
M
5
r
g
L・
品
目
)
0

仲
裁
付
託
当
事
者
は
付
託
事
件
の
仲
裁
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
マ
・
巧

3
5
m
H
H括
B
r
a
s
-
-広島・回・
8
0・

2
n
r
F
?
お
ω)。
仲
裁
人
適
格
な
き
者
を
仲
裁
人
に
指
名
し
た
仲
裁
付
託
契
約
は

g混
在
聞
で
あ
る

(
d
q
g仏
国

n
g
F
m
-
a
a。

ム

ノ、

仲
裁
事
件
適
格

和
解
を
な
し
う
べ
き
事
件
す
な
わ
ち
当
事
者
の
任
意
に
服
す
る
事
件
の
み
が
仲
裁
事
件
適
格
を
有
す
る

(

山

)

対
象
に
な
る
犯
罪
の
刑
事
事
件
、
人
の
身
分
に
関
る
事
件
、
国
家
の
公
の
権
利
に
関
す
る
事
件
、
離
婚
事
件
、
原
状
回
復
に
関
す
る
事
件
で

(の

-rww凶
・
話
)
。

公
刑
罰
の

あ
っ
て
有
効
な
法
律
行
為
の
廃
棄
に
つ
き
争
い
が
存
す
る
も
の
な
ど
は
仲
裁
事
件
適
格
を
有
し
な
い

(の

EnrL・
話

-s。
将
来
の
法

仲裁法の沿革の概観とその余恵

的
紛
争
に
つ
い
て
の
仲
裁
付
託
の
適
否
は
争
わ
れ
、
判
例
は
法
律
関
係
が
特
定
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
を
認
め
、
そ
の
他
の
場

合
に
は
仲
裁
付
託
契
約
を
す
る
こ
と
の
約
束
(
宮

n
Z
B
r
g
g℃
B
B
-
5ロ
含
)
と
扱
う
の
が
一
般
で
あ
っ
た
可
日
}MEL-
お
ω・回
O
S
E
w
-

切

-
N
]「
)
。

。znr
は
当
事
者
聞
の
一
切
の
紛
争
を
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
を
認
め
こ
の
場
合
に
将
来
の
紛
争
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
る

(
七
三
頁
)
。

七

仲
裁
手
続

手
続
規
準
は
、
仲
裁
委
託
契
約
に
定
め
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
よ
り
、
定
め
が
な
い
と
き
は
仲
裁
人
自
身
の
見
解
に
委
ね
ら
れ
た

(

叫

)

が
、
仲
裁
人
は
裁
判
手
続
の
本
質
的
な
原
則
を
遵
守
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
仲
裁
人
複
数
の
場
合
に
は
仲
裁
委
託
契
約
の
定
め
る
と
こ

1 
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説

(

国

)

ろ
に
従
い
あ
る
い
は
全
員
一
体
と
し
て
の
み
審
理
裁
判
す
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
い
は
だ
れ
か
一
人
が
単
独
で
審
判
す
れ
ば
足
り
た
。
定
め

論

が
な
い
と
き
は
全
員
の
立
会
を
必
要
と
し
た
(
の
冨
口

rw
凹
・
昌
・
な
お
、
注
目
参
照
)
。

(

凶

)

審
理
裁
判
は
双
方
当
事
者
の
出
席
の
下
で
な
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
反
訴
に
相
当
す
る
申
立
て
に
つ
い
て
は
裁
判
で
き
な
か

(

山

)

仲
裁
人
の
仲
裁
判
断
事
項
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
証
明
の
手
続
に
お
い

2 
っ
た
(
の

Z
n
F
凹・

8
・4
・4
〈

g
E
m
H
Hロ
m
S
E
E
-
凹
・
包
N
)
0

て
は
任
意
に
出
頭
し
証
言
す
る
者
に
つ
き
証
拠
調
を
す
る
に
止
ま
っ
た

(∞O
H
ロ
}gF回
-
N
ω
)

。
仲
裁
人
は
私
人
で
あ
り
こ
れ
に
は
強
制
権

能
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

(
向
上
)
。

仲
裁
人
複
数
の
場
合
で
全
員
が
仲
裁
判
断
を
す
べ
き
場
合
に
は
仲
裁
判
断
は
多

数
決
で
定
め
た
(
の

Z
n
F
回
・
∞
。
・
注
川
町
参
照
)
。

可
否
同
数
の
場
合
は
、

給
付
を
命
ず
べ
き
金
銭
ま
た
は
量
に
つ
い
て
は
よ
り
小
な
る
も

の
に
依
り
(
の

E
n
r
L
E・
注
mm
参
照
)
、

そ
の
判
断
に
よ
り
事
案
に

給
付
を
命
ず
べ
き
や
否
や
に
つ
い
て
は

。rB回
ロ
ロ
を
選
定
し
、

決
着
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
(
の

Z
n
F
田・

8
・
注
%
を
み
よ
)
0
0ゲ
g
gロ
は
仲
裁
人
の
一
メ
ム
パ
ー
と
し
て
で
は
な
く
第

三
の
審
判
人
と
し
て
自
分
の
自
由
な
判
断
に
よ
り
裁
断
を
下
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

(
4
・
4
弓

g
Z
Lロ
m
S
E
E
-
凹・

N
S・
相
在
日

2
・

回・。。
ω)
。

/¥ 

仲
裁
判
断

-2門E
B
と
よ
ば
れ
た
。

-E門
田
口
自
は

-2缶
詰
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
権
利
を
承
認
す
る

普
通
法
に
お
い
て
は
仲
裁
判
断
は

(

山

)

こ
と
を
意
味
し
た
。
両
当
事
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
出
席
の
と
こ
ろ
で
言
渡
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た

(の冨口

Fm-
ゅ。・

(同ロ叩円}内何回口巾ロ)

4
・
J
3包
括
H
E
m
s
z
g
w
回-
N
O
N
-

仲
裁
判
断
は
判
断
す
べ
き
対
象
に
つ
き
そ
の
全
部
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
超
え
て
判

断
し
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
司

Erg-
少
色
品
・
当
日
ロ

rnEEwm-
誌
と
。
仲
裁
判
断
に
理
由
を
付
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

(

山

)

っ
た
。
仲
裁
契
約
に
は
、
既
述
(
一
-
一
4
)
の
よ
う
に
、

ロ
ー
マ
法
と
異
な
り
、

巾凶口巾同
)
Z
O

円四巾
H
m
w
H
C
門出口問
4
5
4
0
-
片
岡
1

由ロ凹田口
4
5
m
m
c
mロ広田

が
認
め
ら
れ
、

同
一
事
件
に
つ
き
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
、

こ
の
抗
弁
は
訴
訟
に
お
い
て
-
日
E
S
E
E
S件
目
。
を
妨
げ
た

(∞O
円ロ『回目内・

北法29(3-4・22)370



m-N品)。

(

町

)

仲
裁
契
約
の
右
の
効
力
は
仲
裁
付
託
が
和
解
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

仲
裁
人
は
自
分
が
言
渡
し
た

仲
裁
判
断
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

(
4
・
当
g
s
m
H
H
a
g
Z
E
L
-
N
G
ω
・
若
宮
内
凶
2
Z
F
田
・
忍
N)。
仲
裁
判
断
に
対
し
て
は

(

山

)

}

(

凹

)

上
訴
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
仲
裁
判
断
の
効
力
を
免
れ
る
訴
え
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
。
仲
裁
判
断
は
原
則

と
し
て
第
三
者
に
効
力
を
有
し
な
か
っ
た
(
耳
目
邑
田
島
包
子
印
・
話
。
)
。

九

仲
裁
の
保
障

仲
裁
付
託
契
約
の
履
行
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
違
約
罰
約
束
と
宣
誓
と
が
あ
っ
た
が
、
違
約
罰
約
束
は
む
し
ろ
違
約
金
支
払
に
よ
り

契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
も
た
ら
す
機
能
を
も
っ
た
(
切

O
H
P
E
r・日・

8)0
仲
裁
判
断
後
に
も
こ
の
機
能
は
あ
っ
た

(20nr・田・
ω戸

。∞
)
O
R
n
m℃
巴

O
H色
丹
H
8
8
2
8
8ロ
FHFS切
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た

(
注
釘
)
。

仲
裁
委
託
契
約
の
履
行
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
は
裁
判
所
が
督
促
す
る

(
違
反
に
対
し
て
金
銭
罰
)
こ
と
と
違
約
罰
約
束
と
が
あ
っ

た
(
の
E
n
F
印・∞、ア∞∞)。

強
制
は
な
い
と
い
う
説
(
た
と
え
ば
む
即
日
σ己認
-m-ω
宮
)
も
少
く
な
い
。
仲
裁
判
断
の
期
限
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
そ
の
徒
過
に
よ
り
仲
裁
付
託
が
消
滅
し
た
(
一
一
一

5
⑥)。

仲裁法の治卒の概観とその余恵

仲
裁
判
断
の
内
容
を
事
実
的
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
た
。

通
常
裁

そ
れ
は
私
人
た
る
仲
裁
人
の
管
轄
で
は
な
く
(
の
z
n
F
凹・

50)

判
所
(
被
告
の
)

の
管
轄
に
属
し
た

(
4
・
巧
g
z
m
H
F
m
g
z
g
L
-
N
E
)。
そ
の
方
法
と
し
て
、
判
決
の
執
行
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る

出口片山
O
E円
日
付
回
巳
が
仲
裁
判
断
の
執
行
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
。
z
n
F
は
否
定
し
(
仔
広
・
∞
・

5
H・
同
旨
、

4
・
当
g
g
m
H

F
m
g
Z
5・
凹
・
出
品
)
虫
色

R
R
は
肯
定
し
た
(
切

O
B
E
w
-
回
・
民
)
0

切
O
B
E
r
は
、
執
行
を
求
め
る
こ
と
は
当
事
者
間
の
仲
裁
契
約
に
基

づ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
訴
え
は
一
種
の
白
口
昨
日
o
z
p
n
E
B
で
和
解
を
根
拠
と
す
る
と
構
成
し
(
同
旨
司
E
n
Z
P
F広・田・

一
O
一
頁
。
同
旨
〈
・
当
g
g
m
H
Hロ
m
g宮
E
L
-
N
G品
)
、
受

b
N・
0
z
n
r
は
白
ロ
2
0
9
2
0日間
)
B
B
-
m
g
に
よ
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
。

訴
裁
判
官
は
、
仲
裁
判
断
の
実
体
的
内
容
を
審
査
す
る
権
限
は
な
く
、
仲
裁
付
託
、
仲
裁
委
託
、
仲
裁
手
続
の
有
効
性
を
審
査
す
る
に
止

北法29(3+23)371



説

(

削

)

ま
る
と
解
し
た
(
回

2
ロ
E
r
L
-
N
S。

論

仲
裁
法
の
れ
口
革
の
概
観
の
余
恵

仲
裁
に
つ
い
て
の
法
の
沿
革
を
日
本
法
の
祖
先
を
辿
る
こ
と
に
限
定
し
て
、

し
か
も
ロ

l
マ
法
と
ド
イ
ツ
普
通
法
だ
け
を
調
べ
て
見
た

だ
け
で
も
多
く
の
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
と
異
な
る
法
系
の
歴
史
と
一
八
七
七
年
Z
P
O
の
制
定
の
経
緯
と
を
調
べ
た
な
ら
ば
、
も

っ
と
多
く
の
一
示
唆
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
紹
介
し
た
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
多
く
の
発
見
の
中
か
ら
筆
者
の
興
味
を
格
別
に

殴
る
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
見
ょ
う
。

仲
裁
は
い
う
な
れ
ば
カ
ノ
ン
法
上
の
和
解
が
ロ

1
7
法
の
手
続
の
衣
を
着
た
も
の
で
あ
る

仲
裁
判
断
の
基
準

(
注
槌
M

。
こ
こ
か
ら
、

は
実
定
法
か
正
義
・
衡
平
か
仲
裁
人
の
裁
量
か
の
問
題
や
仲
裁
判
断
の
拘
束
力
は
m
m
n
宮
田
町
え
砕
か
契
約
効
か
の
問
題
が
理
論
構
成
に
当

っ
て
直
面
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
こ
と
は
仲
裁
の
制
度
的
保
障
の
方
法
と
微
妙
に
関
係
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
仲
殺
を
制
度
的
に
保
障
す
る
方
法
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
仲
裁
判
断
の
適
正
な
執
行
(
執
行
す
べ
き
も
の

を
執
行
し
執
行
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
執
行
し
な
い
こ
と
)
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
仲
裁
判
断
の
執
行
と
な
る
と
そ
の
要
件
を
定

ま
た
、
執
行
を
許
す
か
否
か
を
確
定
す
る
手
続
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
例
を
仲
裁
人
の
収
賄
に
採
ろ
う
。
こ
れ
が
問

め
る
必
要
が
あ
り
、

題
と
な
る
の
は
裁
判
の
公
正
と
い
う
見
地
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
仲
裁
を
そ
の
限
り
で
た
ん
な
る
和
解
契
約
で
な
く
裁
判
的
な
も
の
と
見

る
見
方
が
背
後
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仲
裁
人
の
収
賄
が
存
す
る
場
合
に
仲
裁
判
断
の
執
行
を
許
す
べ
き
で

な
い
と
の
評
価
に
立
っ
と
き
、
古
典
時
代
の
ロ
!
?
法
に
お
い
て
は
(
法
務
官
が
仲
裁
人
を
仲
裁
に
強
制
し
な
い
(
注
幻
)
こ
と
の
ほ
か
に
)

仲
放
判
断
の
執
行
と
も
い
う
べ
き
違
約
罰
請
求
に
対
し
て

2
8宮山
O

門
戸

0
ロ
で
対
抗
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

(
注
況
)
、

実
体
関
係
と
し

北法29(3-4・24)372



て
は
、
仲
裁
付
託
の
事
実
上
の
崩
壊
が
観
念
さ
れ
、
仲
裁
付
託
に
基
づ
く
当
事
者
の
仲
裁
手
続
協
力
義
務
か
ら
の
解
放
が
観
念
さ
れ
た

(
注
目
な
お
夜
間
)
。
普
通
法
に
お
い
て
は
当
事
者
は
、
仲
裁
委
託
契
約
の
解
約
告
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
し
(
注
附
の
本
文
。
仲
裁
委

託
契
約
の
消
滅
に
よ
り
仲
裁
付
託
も
滅
亡
し
た
l
二
普
通
法
三

5
②)、

を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
(
注
山
を
み
よ
)
。
一
八
七
七
年
Z
P
O
八
五
八
条
に
お
い
て
は
忌
避
手
続
を
利
用
し
う
べ
き
場
合
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
仲
裁
付
託
の
理
庇
、
仲
裁
委
託
の
盟
庇
、
仲
裁
手
続
の
理
庇
(
注
卯
)
、

仲
裁
判
断
執
行
の
訴
え
に
対
す
る

2
8宮山門
Lo--
に
よ
り
執
行

仲
裁
の
公
正
を
損
う
べ
き
事
情
、

(

別

)

に
つ
き
存
す
る
そ
の
執
行
を
許
す
べ
か
ら
ざ
る
違
法
性
等
々
、
仲
裁
の
手
続
を
進
め
る
べ
き
で
な
い
場
合
及
び
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
の
執
・

(

m

)

 

行
を
許
す
べ
き
で
な
い
場
合
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
手
続
ま
た
は
執
行
を
さ
せ
な
い
方
法
と
し
て
ど
う

(

問

)

い
う
手
段
が
認
め
ら
れ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
理
論
体
系
に
お
い
て
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、

仲
裁
判
断
の
内
容

ひ
い
て
そ
の
今
日
的
な
意
味
を
確
定
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、

」
れ
ら
の
殻
庇
が
存
し
な
い
場
合
に
は
仲
裁
の
制
度
を
保
障

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仲
裁
手
続
が
仲
裁
判
断
に
ま
で
至
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
当
事
者
・
仲

裁
人
を
す
く
な
く
と
も
間
接
的
に
強
制
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
程
度
は
仲
裁
に
対
す
る
政
策
の
い
か
ん
に
よ
り
異
な

仲裁法の治革の概観とその余恵

り
、
そ
の
方
法
は
実
定
法
の
定
め
に
よ
り
一
様
で
な
く
、
程
度
・
方
法
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
確
認
す
る
こ
と
は

知
的
関
心
を
満
足
さ
せ
る
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
今
日
的
な
意
味
を
悟
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ

l
マ
法
に
お
い
て
仲
裁
人
を
仲
裁

に
ま
で
国
家
が
み
ず
か
ら
強
制
す
る
こ
と
と
、
不
協
力
当
事
者
が
違
約
罰
を
払
わ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
私
的
な
(
仲
裁
委
託
)

契
約
の
履
行
請
求
と
仲
裁
付
託
違
反
の
訴
え
に
対
す
る
抗
弁
の
承
認
と
に
な
っ
た
と
い
う
一
例
に
つ
い
て
、
す
で
に
十
分
に
い
え
る
こ
と
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で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
仲
裁
手
続
進
行
の
保
障
と
仲
裁
判
断
執
行
の
保
障
(
裏
返
せ
ば
許
す
べ
か
ら
ざ
る
仲
裁
判
断
不
執
行
の
保
障
)

の
制
度
方

法
の
変
遷
の
詳
細
な
分
析
は
他
日
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
本
稿
は
す
で
に
与
え
ら
れ
た
紙
数
を
超
え
て
お
り
、
右
の
分
析
は
一
八
七
七



説

年
Z
P
O
の
成
立
の
経
緯
の
分
析
と
併
せ
行
な
う
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

論

あ

カ三

と

き

ロ
ー
マ
法
ゆ
紹
介
の
部
分
は
も
っ
ぱ
ら

N
ぽ
色
白
の
研
究
結
果
に
依
存
し
た
。
こ
れ
が
最
新
の
文
献
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

み
ず
か
ら

法
源
を
研
究
し

N
符

m-R
の
成
果
を
吟
味
す
る
能
力
を
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
普
通
法
の
紹
介
の
部
分
は
手
許
に
お
い
て
参
照
し
得
る

て、

V
2
-
t
m
2
5
5
2
n
V刊ロ

HNonZ
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
目
的
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

こ
れ
ら
の
文
献
が
引
用
す
る
法
源
に
い
ち
い
ち
当
っ
て
見
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
著
者
が
普
通
法
と
考
え
た
と
こ
ろ

文
献
に
依
存
し
た
。
当
時
に
と
っ
て
の

を
知
れ
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
本
稿
は
次
に
掲
げ
る
文
献
を
見
て
い
な
い
し
、
普
通
法
時
代
に
発
刊
さ
れ
た
法
律
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

論
文
を
漁
っ
て
い
な
い
の
で
、

、。

か
な
り
の
欠
陥
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
補
充
は
後
日
に
誰
か
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

者
・
〉
E
H
p
o
m
g
a日
E
Z
F
Z
の
E
E思
想
円
四
2
F
E
E凹ぬ
2
w
E
O
W
E
S
-

切
・
冨
a
m
p
H
)ぽ
〈
母
冊
目
ロ

σ回
同
ロ
ロ
何
回
岳
山
叩
骨
片
山
口
宮
伺
同
日
目
ロ

}
M
2
m
R
Z
Z
R包
g
E
2
Z包
ロ
ロ

m
g
n
r
pロ
Z
B
B
S
-仏

W
E
m
m
g
m
m
-

自
色
ロ
刊
ロ
嗣

Nmnz・
開
同
日
目
ロ
ぬ
巾

HMW
一戸∞∞∞・

者
・
出
・

3
n
r
F
り
S
F
2伊
丹
巳
仏
伺

H
F
E
E
E
n
z
m同
E
n
r
Eロ伺
S
E
E
m
g
の
与
B
E
r
g仏

8
5
2
Z
E
m
g
回
同
国
口
口

r
・

ゲ回同日円相伊丹噌

H

∞ωω
・

ま
た
、
仲
裁
法
の
展
開
と
契
約
法
そ
の
他
の
法
の
展
開
と
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
仕
事
も
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
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一
八
七
七
年

Z
P
O
は
ド
イ
ツ
固
有
法
、
普
通
法
、
各
ラ
ン
ト
法
、

フ
ラ
ン
ス
法
(
フ
ラ
ン
ス
法
地
域
の
法
)
を
止
揚
し
た
統
一
法
た

る
こ
と
を
目
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
こ
の

Z
P
O
と
は
対
照
的
な
ち
が
い
を
見
せ
て
い
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン

A

G
O
の
ほ
う
が
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、

一
入
七
七
年

Z
P
O
が
な
に
を
い
か
に
止
揚
し
た

か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
止
揚
さ
れ
る
べ
き
法
と
し
て
当
時
ど
ん
な
法
が
存
在
し
た
か
を
知
る
作
業
及
び
こ
れ
ら
を
止
揚
す
る
た
め
に
ど

ん
な
案
が
工
夫
さ
れ
た
か
を
知
る
作
業
が
本
稿
に
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
l
)
明
治
一
一
一
一
一
年
法
律
二
九
号
(
民
事
訴
訟
法
)
は
、
「
テ
ッ
ヒ
ョ

l
訴
訟
規
則
修
正
原
按
」
(
独
文
及
び
邦
訳
、
一
八
八
五
年
)
を
民
事
訴
訟
法
取
-
調
委
員

会
(
三
好
返
蔵
委
員
長
)
が
審
議
し
て
成
立
し
た
「
委
員
修
正
訴
訟
規
則
」
の
ド
イ
ツ
文
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
テ
ッ
ヒ
ョ
l
訴
訟
法
草
案
」
(
一
八
八
六

年
、
同
年
に
そ
の
邦
訳
が
出
て
い
る
)
を
法
典
調
査
会
(
の
一
部
門
と
し
て
の
法
律
取
調
委
員
会
)
が
審
議
し
て
、
法
典
調
査
会
の
会
議
の
結
果
「
民
事

訴
訟
法
調
査
案
」
が
成
立
し
、
さ
ら
に
第
二
読
会
を
経
て
「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
が
確
定
し
、
こ
れ
を
「
民
事
訴
訟
法
案
」
と
し
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
(
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
の
制
定
」
東
京
大
学
学
術
大
観
法
学
部
編
一
九
四
二
年
、
「
民
事
法
研
究
第
二
巻
」
所
収
の
五
!
七

頁)。

仲裁法の沿革の概観とその余恵

法
曲
問
調
査
会
で
は
報
告
委
員
が
テ
ッ
ヒ
ョ

l
草
案
を
検
討
し
て
、
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
(
ま
た
は
草
案
)
を
作
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
修
正
し
て
「
民
事

訴
訟
法
草
按
」
を
作
り
、
こ
れ
を
法
律
取
調
委
員
会
の
議
に
付
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
仲
裁
手
続
に
つ
い
て
み
よ
う
。
「
テ
ヅ
ヒ
ョ
l
訴
訟

法
草
案
」
に
お
い
て
は
公
示
催
告
手
続
及
び
仲
裁
手
続
の
規
定
を
欠
い
て
い
た
。
そ
こ
で
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ

Z
P
O
の
仲
裁
手
続
の
規
定
を
邦
訳
し
て

こ
れ
を
「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
に
含
め
た
よ
う
で
あ
る
(
日
本
学
術
振
興
会
発
行
「
民
事
訴
訟
法
草
案
其
の
ニ
」
の
民
訴
草
二
ノ
六
三
か
ら
六
七
(
同

「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
の
民
訴
草
二
三

O
l
二
三
四
と
同
じ
)
ま
で
の
帖
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
第
一

O
編
仲
裁
裁
判
手
続
」
の
第
八
五
一
条
か
ら
第
八

七
二
条
ま
で
の
規
定
は
明
ら
か
に
邦
訳
で
あ
る
。
条
文
の
数
字
ま
で
同
じ
な
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
)
。
こ
の
邦
訳
規
定
は
修
正
さ
れ
て
「
民
事
訴
訟
法

草
按
」
の
第
九
編
仲
裁
裁
判
手
続
自
七
六
一
条
至
七
八
一
条
に
な
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
邦
訳
規
定
八
五
一
二
条
は
脱
落
し
た
(
こ
の
こ
と
は
「
民
事
訴
訟
法

草
案
其
の
一
こ
の
民
訴
草
二
ノ
六
一
一
一

l
六
七
と
同
三
九
二
ー
l
三
九
六
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
判
明
す
る
)
。
こ
の
「
民
事
訴
訟
法
草
按
」
の
第
九
編
仲
裁
裁

判
手
続
が
、
明
治
一
一
一
年

-
O月
入
日
に
、
庶
務
担
任
報
告
委
員
か
ら
、
同
年
同
月
一
一
日
の
会
議
の
議
案
(
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
第
五
一
号
)
と
し

て
呈
出
さ
れ
た
(
民
訴
草
二
ノ
三
九
一
帖
)
。
明
治
一
一
一
年
一

O
月
一
一
日
の
第
五
三
回
会
議
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
結
果
(
日
本
学
術
振
興
会
版
法
典
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説

調
査
会
民
事
訴
訟
法
草
按
議
事
筆
記
第
七
巻
の
民
訴
七
ノ
一
六
三
帖
か
ら
一
九
三
帖
ま
で
に
そ
の
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
)
を
条
文
と
し
た
も
の
が
、

「
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
」
第
九
編
仲
裁
裁
判
手
続
自
七
六
五
条
至
七
八
五
条
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
日
本
学
術
振
興
会
刊
「
勝
範
一
器
開
一
議
特
融
」

の
修
訴
草
ノ
一
八
四
帖
か
ら
一
八
八
帖
ま
で
に
条
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
文
は
右
の
議
事
筆
記
に
記
さ
れ
た
経
過
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
判
明
す

る
)
。
こ
の
七
六
五
条
か
ら
七
八
四
条
ま
で
が
、
字
句
の
修
正
整
理
を
経
て
明
治
二
三
年
法
律
二
九
号
の
七
八
六
条
か
ら
八

O
五
条
ま
で
と
な
っ
た
。

(
2
)
P
H
n
F
o
r
-
U
F
o
c
i
s
g
N
g
g
Eロ
ロ
ロ
間
宮
同
皆
目
。

g
z
n
r
m
何冊目ロ
Y
回曲

E
N
L∞吋∞・田
-
a
F
北
ド
イ
ツ
連
邦
(
一
八
六
七
年
)
を
成
す
国

ま
た
は
都
市
、
す
な
わ
ち
、
可
同

E
a
g
(こ
の
当
時
、
従
前
か
ら
の
領
有
地
の
ほ
か
、

ω
n
z
g
d
i
m
H出
OEO-ロ
公
園
、
同
国
ロ
ロ

O語
同
王
国
、
図
。
曲
目
。
ロ

選
挙
侯
国
、

z
s
g
E
公
園
、
回
り
吋

S
Eロ
ユ
自
由
市
及
び
切
宅
問
門
戸
田
の
一
部
と
出
向
田
明

g
大
公
国
の
一
部
を
含
む
)
、
富

m
n
z
g
Eお・
ω可冊目
5
・

ζ
2
E
E
E同
mEω
ロ
F
3
z
p
g
pロゲ日開・

F
2
5
n
r
3日間・

ω
n
F
2
5
Z
H
m
-
E
3
0・
E
B
0・0
O
E
O
-
P
毛
色
合
n
F
H
N
o
g
g
曲目

5
2
F
E
m
-

m
o
c
g
m
Eロ
m
m
H
R
F
E
m
-
出町田田町

P
F
n
r
m
s
-冨
向
日
ロ
ロ
ロ
ぬ

m
p
ω
回口

z
s・同
o
g同開・の
O
H
E
-
F
n
r
8ロ
・
巧
即
日
自
由
♂

ω田
n
z
g
'
E
5
5日間・

ωロ
rd司回同
Nσ
口同開・

ω。ロ仏
2m}岡田口田町
P
ω
n
r
d司由同国
σ己同開
a
河口仏

D
Z
S含
-ω
田口町田

g(ω
白
岡
白
色
回
)
-
k
p
ロ
E
-
F
F出
g
n
r
市
、
回

5
7目
。
口
市
、
出
血
何
回

σ口
同
問
市

の
二
二
に
、
国
品
。

3
4弓
田
ユ

Z
E
F
a
-
F仏
何
回
の
三
つ
が
加
わ
っ
て
成
立
し
た
ド
イ
ツ
の

F
山
岳
は

(USHag-
吋

Z
C
2
5
g
何
日
注
目
目
白
斗
l

s
z・
40}-YHS由・同
Y
N
E
-
u
E
-
長
寿
吉
、
世
界
歴
史
大
系
第
一
二
巻
西
洋
近
世
史
帥
一
九
三
五
年
四
一
五
・
四
一
七
頁
)
、
民
法
に
つ
い
て
は
、
①

プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
(
〉
口
同
一
七
九
四
年
)
、
②
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
(
一
八

O
六
年
)
、
③
ザ
グ
セ
ン
民
法
(
一
八
六
三
年
)
、
④
ド
イ
ツ
普
通
法
の
四
つ

の
法
域
に
分
れ
て
い
た
(
山
田
哉
、
ド
イ
ツ
法
概
論
上
巻
一
九
四
九
年
一
一
一
一
一
良
)
。
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
法
法
域
に
お
い
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
裁
判
所
法
(
〉
。
。

一
七
九
三
年
)
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
法
域
に
お
い
て
は
の
邑

o
p
y
o
n注
目
。
♀

i
r
が
適
用
さ
れ
た
。
ザ
グ
セ
ン
は
普
通
訴
訟
の
法
域
に
入
っ
て

い
た
(
刻
。
凹

grOHm-ωnr-場回
r
-
N
1
8
5
N
0
8
5
n
Z
L。
〉
口
出

-L申
S-
∞
-MH〉
。
仲
裁
に
関
し
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン

k
p
c
o

が
第
一
編
第
二
章
に
自
第

二
ハ
七
条
至
第
一
七
六
条
第
一
一
編
第
一
ニ

O
章
自
第
四
八
条
至
第
五
六
条
の
規
定
を
も
ち
、
。
。

r
r目白
o
n
E
R
m
a
i
z
は
自
第
一

O
O一
二
条
至
第
一

O
二
人
条
の
規
定
を
も
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
規
定
は
全
く
不
十
分
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
煩
雑
に
渇
き
、
普
通
法
は
欠
紋
が
多
か
っ
た

(pn宮
r-

F
広
-
m
・4
8
|
臼
)
。
当
時
各
地
方
で
、
改
正
の
作
業
が
あ
っ
た
。
バ

l
デ
ン
訴
訟
法
(
一
八
六
四
年
、
仲
裁
の
規
定
は
自
一

O
六
一
条
至
一

O
入
七

条
)
、
バ
イ
エ
ル
ン
訴
訟
法
(
一
八
六
九
年
、
仲
裁
の
規
定
は
自
一
一
ニ
一
九
条
至
一
三
四
四
条
)
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
訴
訟
法
草
案
(
一
八
四
七
年
、
仲
裁

の
規
定
は
自
一
七
五
条
至
二

O
八
条
)
、
プ
ロ
イ
セ
ン
商
法
典
草
案
(
?
年
、
仲
裁
の
規
定
は
自
一

O
四
六
条
至
一

O
六
三
条
)
、
ラ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
法

を
基
礎
と
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
訴
訟
法
草
案
(
一
八
六
四
年
、
仲
裁
の
規
定
は
自
一
一
二
六
一
条
至
一
三
八
九
条
、
ま
た
は
自
七
六
二
条
至
七
人
三
条
)
、
ベ

ル
ギ
ー
訴
訟
法
草
案
、
北
ド
イ
ツ
草
案
(
一
八
七

O
年
、
仲
裁
の
規
定
は
自
一
一
五
五
条
至
-
一
七
八
条
)
な
ど
は
、
従
前
の
法
が
仲
裁
制
度
の
繁
栄
に

論
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仲裁法の沿革の概観とその余恵

加
え
て
い
る
足
伽
を
取
り
除
く
努
力
を
示
し
た
〈
司
己
口
FOF--rE-
∞・ロ・回
-
a
H
)。
北
ド
イ
ツ
草
案
は
、
ハ
ノ

i
バ
1
訴
訟
法
(
一
八
五

O
年
一
一
月

八
日
)
を
基
礎
と
し
た
ハ
ノ
1
パ
l
草
案
(
一
八
六
六
年
)
を
主
に
範
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ハ
ノ

l
バ
l
訴
訟
法
の
起
草
者

ν
オ
ン
ハ
ル
ト
が

当
時
プ
ロ
イ
セ
ン
の
司
法
大
臣
で
、
彼
が
北
ド
イ
ツ
草
案
〈
彼
は
起
草
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
)
を
修
正
し
て
司
法
省
草
案
と
し
て
一
八
七
一
年
に

公
表
し
た
の
が
い
わ
ゆ
る
第
一
草
案
で
あ
る
(
列
g
g
Z同
開
仇
岳
司
与
L
Z品・日
-MH1NN-
仲
裁
は
自
七
七
九
条
至
八

O
O条、

krc関
口
明
神
田
o
Z司日間・

の
四
回
岳
山
口
}
丘
町
n
y
R
岡山田
nrz-nr
出
回
出
吋
仏
芯
何
回
g
g
rロ
ロ
向
島
ゆ
円

LOC神田口
roロ
ロ
丘
町
》
同
ON何
回
目
。
円
払
ロ
ロ
ロ
悶
-KF(UHM・
2
・
a
(
H
∞叶∞
)-m-HHω|品
)
。
と
こ

ろ
で
、
ハ
ノ
!
パ
ー
は
普
通
訴
訟
の
法
域
に
あ
っ
た
(
向
上
)
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
草
案
そ
し
て
一
八
七
七
年
Z
P
O
(仲
裁
は
白
人
五
一
条
至
八
七

二
条
)
は
基
本
的
に
は
ド
イ
ツ
普
通
訴
訟
の
発
展
と
見
て
よ
い
。

〔

3
)
M
W
O
B
E
F
ω
ロゲ日包
2
0
H片岡田開
EHH島
ω
n
r
z円四日間
2
p
n
z
g
n
r
開。凹
n
r
n
r
E
n
Y
2
例
区
dqFnrzロ
関
口
口
仏
関
己
g
ロ《
HOPH同
2
E
-
N
N
M
ν
8・日
-
H
φ
|一凶∞-

(4)ω
口
yoロ
r0・4・
ω
S
F
U
B
ω
n
E
E
m
m巾吋
F
n
y
Z
4
2
P
7
8ロ
ロ
田
口
『
品
。
B
L
O
C同回
nroロ
問
。
n
z
-
N
〉
C
2
・
5
E
-
凹
・
斗
・
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ゲ

ル
マ
ン
族
は
仲
裁
制
度
を
も
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
部
族
や
部
族
員
の
問
の
関
係
を
法
的
に
規
制
し
て
、
裸
の
力
を
基
準
と
し
て
処
理
す
る
段
階
か
ら
次
の

段
階
に
移
っ
て
お
り
、
仲
裁
制
度
の
始
ま
り
の
頃
に
は
、
部
族
(
国
家
)
聞
の
争
い
の
場
合
と
個
人
間
の
争
い
の
場
合
と
で
仲
裁
の
手
続
構
成
を
基
本
的

に
異
に
し
て
い
な
か
っ
た
(
七
頁
)
。
仲
裁
制
度
の
存
在
根
拠
は
紛
争
の
解
決
を
力
に
訴
え
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

(FP)
ロ
1
マ
法
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、
同
国
ユ
・
出
色
ロ
N
N芯悶
-
R
-
u
g
H
E
g
g
ω
ロ
r
u
L由
m
m
H
r
z
-
B
mロ
t
r
g
S
B山田口
ro口
問
2
r
f
J
H
S
r
に

依
る
。
ロ
!
?
の
仲
裁
の
起
源
に
つ
い
て
は
、

NFO同
-
2
5日仏・叩・

mlG-m-
叶

llN少
伊
色
・
。
-
H自
己
-
u
g
同
仏
山
口
問
ロ
ヨ
宮
号
a
E
F
U
K
H
E
P

S
N吋
-
P
H
U
C
l
r

永
久
告
示
録
(
二
ニ

O
年
?
・
編
纂
)
第
一
一
章
第
四
八

O
C
H
K
F
M
N盟、
H，E
C冨
旦

W(U-CZH〉
。
。
ζ
司
問
。
z
a
ω
〉

岡
山
肘
わ
何
百
w何回、)吋・何
d
冨

ω肘
Z
、吋
HWZ、H，HhF冨

U
H〔
UMW何
回
刊
の
。
の
〉
冨
・
方
式
書
手
続
の
導
入
の
時
期
は

-oH
〉目
r
E
E
の
時
期
で
あ
る
が
(
船
田
享

二
、
ロ

1
マ
法
第
五
巻
、
改
訂
版
一
九
七
二
年
〔
八
一
一
〕
)
、
ア
エ
フ
チ
ア
法
の
制
定
年
代
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
紀
元
前
一
四

O
年
の
あ
た

り
で
あ
る
(
同
上
円
八
二
一
〕
、
原
田
慶
士
口
、
戸

1
7
法
下
巻
一
九
四
九
年
〔
四
三
六
〕
に
よ
れ
ば
紀
元
前
一
五

O
年
頃
)
。
違
約
罰
契
約
の
存
在
が
告
一
万

の
中
で
仲
裁
人
強
制
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
(
二
六
・
四
九
頁
)
。

(
6
)

一
般
に
、
私
的
仲
裁
が
違
約
罰
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
勝
利
の
当
事
者
に
は

仲
裁
判
断
に
基
づ
き
執
行
の
訴
え
が
関
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
一
七
頁
)
。
ロ

1
マ
の
こ
の
時
代
に
は
、
約
束
さ
れ
た
金
銭
罰
は
仲
裁
人
を
仲
裁
の

任
務
に
強
制
十
J

る
保
障
の
機
能
を
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
当
事
者
は
仲
裁
人
が
仲
裁
任
務
を
引
受
け
る
と
見
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の

者
に
仲
裁
付
託
を
し
た
か
ら
で
あ
る
(
一
二
三
一
貝
)
。
約
束
さ
れ
た
金
銭
罰
は
両
当
事
者
に
か
か
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
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説

も
っ
と
も
仲
裁
人
強
制
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
仲
裁
判
断
す
る
こ
と
を
強
制
で
き
な
い
場
合
が
問
題
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
当

事
者
が
仲
裁
人
の
名
誉
を
段
損
し
た
場
合
、
当
事
者
と
仲
裁
人
の
問
に
致
命
的
な
敵
対
関
係
が
生
じ
た
場
合
、
老
齢
の
場
合
、
病
弱
の
場
合
、
自
身
の
用

事
に
よ
り
多
忙
な
場
合
、
緊
急
の
旅
行
の
場
合
、
仲
裁
人
の
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
る
公
務
に
着
い
た
場
合
、
不
当
に
長
期
の
当
事
者
の
僻
怠
の
場
合
、
仲

裁
判
断
の
内
容
が
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
な
ど
(
一
二
六
・
三
七
・
四
三
頁
〉
。

(
7
)
附
回
収
覚
束
な
い
債
権
で
あ
っ
た
が
、
一

O
万
セ
ス
テ
ル
ス
を
支
払
う
べ
し
と
の
仲
裁
判
断
が
あ
っ
た
。
(
こ
れ
を
支
払
わ
な
い
)
債
務
者
に
対
し
て

違
約
金
(
四

O
万
セ
ス
テ
ル
ス
)
支
払
請
求
の
訴
え
が
起
こ
さ
れ
た
。
以
上
の
事
実
は
、
仲
裁
と
訴
訟
と
が
呼
応
し
て
い
た
こ
と
と
、
違
約
罰
が
当
事
者

に
向
け
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
一
示
す
(
一
七
頁
参
照
)
。
同
予
め
定
め
ら
れ
た
期
限
ま
で
に
仲
裁
裁
判
を
す
る
こ
と
に
差
支
え
が
あ
っ
た
仲

裁
人
が
延
期
の
期
日
を
定
め
た
場
合
に
は
、
仲
裁
判
断
に
従
わ
な
か
っ
た
当
事
者
は
違
約
罰
を
受
け
な
い
と
い
う
法
学
者
の
見
解
が
存
し
た
と
い
う
事
実

は
、
当
時
、
仲
裁
付
託
が
仲
裁
人
の
行
動
権
限
の
唯
一
の
基
礎
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
違
約
罰
が
当
事
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
(
一
ニ
一
一
一

頁
)
。
川
原
告
の
請
求
棄
却
の
仲
裁
判
断
に
不
服
の
原
告
が
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
は
、
仲
裁
判
決
に
違
反
す
る
と
い
う
見
解
が
す
で
に
存
し
て
い
た
が
、

違
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
原
告
に
司

S
E
E
Bゆ
B
B
2
3
が
帰
属
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
と
解
さ
れ
て
い
た
(
一
一
一
一
l
l
三
三
頁
)
。
同
数
個
の
請
求
の

全
部
に
つ
き
仲
裁
判
断
を
す
べ
き
場
合
に
一
部
の
請
求
に
つ
い
て
の
み
な
し
た
仲
裁
判
断
に
従
わ
な
い
者
に
違
約
罰
は
帰
属
し
な
い
(
三
七
・
三
人
・
四

一
二
頁
)
。
同
仲
裁
判
断
に
よ
り
金
額
の
支
払
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
支
払
わ
ず
し
て
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
が
右
金
銭
の
支
払
を
提
供
し
て
も
そ

れ
は
顧
慮
さ
れ
ず
約
束
さ
れ
た
違
約
罰
が
帰
属
す
る
(
四

0
・
四
三
頁

)
o
N
約
定
違
約
罰
の
金
額
が
訴
訟
物
の
価
額
よ
り
も
著
し
く
低
く
、
そ
の
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
錯
誤
に
基
づ
〈
と
き
は
、
現
実
の
債
務
額
全
額
の
支
払
い
を
仲
裁
人
は
命
ず
べ
き
で
、
仲
裁
人
が
そ
う
し
な
か
っ
た
と
き
は
残
余
の
額

を
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
対
し
て
違
約
罰
が
請
求
さ
れ
た
と
き
は
こ
の
請
求
に
対
し
て
不
亙
詐
偽
の
抗
弁

(
2
8宮
Z
E
E
B田
口
)
が
成
立
す

る
(
四
一

l
四
三
頁
)
。

右
の
諸
事
例
は
仲
裁
契
約
上
の
当
事
者
の
義
務
と
仲
裁
受
諾
に
よ
る
仲
裁
人
の
義
務
と
の
絡
ま
り
を
一
応
す
も
の
で
、
法
曹
の
予
防
法
学
(
原
田
前
掲
上

巻
ロ
ハ
〕
は
関

g
z
-
2
2同町名
zrEを
予
防
法
学
と
訳
す
)
の
主
な
成
果
で
あ
っ
た
(
二
八
四
頁
参
照
)
。

(
8
)
仲
裁
付
託
は
仲
裁
人
強
制
(
公
法
的
〉
と
違
約
罰
契
約
(
私
法
的
)
の
結
合
で
あ
り
、
違
約
罰
契
約
が
仲
裁
人
強
制
の
要
件
で
あ
っ
た
の
で
、
違
約
罰

契
約
を
含
ま
な
い
仲
裁
付
託
は
法
務
官
に
よ
る
仲
裁
人
強
制
に
よ
る
保
護
を
受
け
え
な
か
っ
た
(
九
一
・
九
二
・
二
八
三
頁
)
o

違
約
罰
約
束
を
含
ま
な

い
仲
裁
合
意
は
仲
裁
付
託

(
B
E
M
U
S
E
-
g
E
B
)
で
は
な
か
っ
た
(
二
八
三
頁
)
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
仲
裁
付
託
に
該
当
し
な
い
仲
裁
合
意
に
基
づ

き
仲
裁
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
が
な
ん
の
効
力
も
有
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
(
五
二
・
五
三
頁
)
。

論
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仲裁法の治革の概観とその余恵

(
9
)
師
同
右
己
同
片
岡
。
方
式
に
よ
る
物
の
給
付
の
罰
契
約
を
含
む
仲
裁
付
託
が
あ
る
場
合
も
仲
裁
人
は
仲
裁
判
断
を
す
べ
く
強
制
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た

-
五
五
頁
)
。
違
約
罰
金
銭
の
額
が
特
定
し
て
い
な
い
場
合
で
も
法
務
官
に
よ
る
保
護
の
要
件
と
し
て
は
足
り
た
(
九
二
・
五
五
頁
)
。

(ω)
未
成
年
者
が
仲
裁
付
託
を
し
た
場
合
法
務
官
は
強
制
し
な
い
(
五
六
頁
)
。
当
事
者
平
等
に
反
す
る
仲
裁
付
託
(
た
と
え
ば
一
方
の
み
が
違
約
罰
を
約

す
る
も
の
、
一
方
の
み
が
相
続
人
が
承
継
す
る
こ
と
を
約
す
る
も
の
、
一
方
の
み
が
著
し
く
出
頭
困
難
な
場
所
が
約
さ
れ
た
も
の
)
に
つ
い
て
も
そ
う
で

あ
っ
た
(
五
六
・
七

O
頁)。

(
日
)
裁
判
権
の
委
託
は
、
仲
裁
人
が
自
由
に
裁
判
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
判
断
の
内
容
を
指
定
し
て
託
す
る
仲
裁
付
託
は
無
効

(ロ

FnZ仲
間
)
で
あ
り
、
第
三
者
の
判
断
を
仲
裁
人
が
宣
言
し
た
に
止
ま
る
よ
う
な
仲
裁
判
断
は
通
用
力
を
有
し
な
い
(
ロ
ロ
間
三
t
m
)
(
六
一
頁
)
(
注
6
〉。

(
ロ
)
仲
裁
期
日
の
定
め
も
こ
れ
に
属
し
、
仲
裁
人
が
期
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
仲
裁
人
が
期
日
を
延
期
し
て
延
期
の
期

日
に
な
し
た
仲
裁
判
断
に
従
わ
な
い
こ
と
は
違
約
罰
の
帰
属
を
生
e
せ
し
め
な
い
(
六
ご
良
)
(
注
7
同)。

(η)
こ
の
場
合
に
は
仲
裁
判
断
の
出
し
方
に
つ
い
て
も
定
め
る
の
が
例
と
し
て
多
か
っ
た
。
全
員
一
致
、
全
員
出
席
の
多
数
決
、
一
人
が
単
独
裁
断
な
ど
種

々
が
あ
っ
た
(
六
七
頁
)
。

(
凶
)
作
為
を
条
件
と
し
た
と
き
は
そ
の
不
作
為
が
違
約
罰
の
帰
属
を
も
た
ら
し
、
不
作
為
を
条
件
と
し
た
と
き
は
そ
の
作
為
が
違
約
罰
の
帰
属
を
も
た
ら
す

と
さ
れ
た
(
六
三
・
六
四
頁
)
。
不
正
行
為
を
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
旨
の
条
項

(nzg己
凶
仏

0
5
の
挿
入
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
挿
入
が
な
い

と
き
は
不
正
を
答
め
る
訴
え
ま
た
は
不
正
の
抗
弁
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
挿
入
が
あ
る
と
き
は
、
不
正
行
為
な
理
由
と
し
て
違
約
罰
の
訴
え
が
で

き
た
(
向
上
九

(
臼
)
特
定
日
以
前
に
な
し
た
仲
裁
判
断
は
通
用
カ
を
有
し
な
か
っ
た
(
六
五
頁
)
。

(
v
m
)

か
か
る
結
果
を
防
止
す
る
工
夫
は
共
和
政
時
代
に
す
で
に
仲
裁
人
に
期
日
延
期
権
を
仲
裁
付
託
の
な
か
で
与
え
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
授
権
条
項

は
次
第
に
通
例
と
な
っ
た
(
六
六
頁
)
。
し
か
し
、
後
期
古
典
時
代
に
は
こ
の
授
権
条
項
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
仲
裁
付
託
が
通
用
カ
を
も
た
な

い
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
(
六
六
頁
)
。

(
げ
)
法
務
官
は
同
時
に
同
一
事
件
に
つ
き
国
の
訴
訟
の
裁
判
官
で
も
あ
り
、
仲
裁
手
続
で
仲
裁
人
を
強
制
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
か
ら
、
訴
え
が
提
起
さ
れ
れ
ば
仲
裁
人
強
制
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
本
文
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
に
な
る
(
六
八
|
七

O
頁
)
。
も
っ
と
も
こ
の

場
合
の
違
約
罰
帰
属
の
理
論
構
成
は
現
代
P

I

T

法
学
者
の
潤
で
一
様
で
な
い
(
同
上
)
。

(
凶
)
仲
裁
人
が
収
賄
し
た
の
で
、
当
事
者
が
手
続
に
不
協
力
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
事
実
上
仲
裁
付
託
は
崩
壊
し
、
違
約
罰
を
請
求
さ
れ
た
不
協
力
当
事
者
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説

は
め
H
n
o司
H
Z
円
四

o-F
で
こ
れ
に
対
抗
で
き
る
(
七
四
頁
)
。

(
川
口
)
宮
山
田
口
。
ロ
丹
市
丘
三
芯
に
は
仲
裁
付
託
消
滅
の
効
果
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
七
七
貰
)
。
訴
禁
止
条
項
違
反
に
基
づ
く
逮
約
罰
は
終
局
判
決
に
影
響
さ

れ
る
こ
と
な
く
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
た
(
七
七
頁
)
。

(
お
)
法
務
官
に
対
し
て
で
は
な
い
(
七
八
頁
)
。

(
幻
)
裁
判
官
の
裁
判
行
為
と
同
じ
こ
と
を
す
る
。
仲
介
で
は
な
く
助
言
で
も
な
い
。
裁
判
官
と
同
じ
く
自
由
な
判
断
を
す
る
。
判
断
内
容
を
指
定
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
事
案
に
つ
い
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
に
よ
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
仲
裁
判
断
、
他
の
仲
裁
人
に
仲
裁
付
託
す
べ
き
旨
の
仲
裁

判
断
は
あ
り
え
な
い
。
事
案
に
つ
い
て
の
裁
判
を
自
ら
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
細
目
の
履
行
に
関
す
る
裁
判
を
第
三
者
に
託
す
る
旨
の
仲
裁
判
断
は
不
適

法
で
あ
る
(
七
七
・
七
八
・
八

0
・
八
三
頁
〉
。

(
幻
)
笠
宮
-
同
昨
日
0

で
あ
る
を
要
せ
ず
、
書
面
に
よ
る
を
要
し
な
い
(
七
八
頁
)
。
確
実
性
を
得
る
た
め
ま
た
は
証
拠
を
残
す
た
め
に
書
面
に
よ
る
こ
と
は
妨

げ
な
い
(
八

0
・
八
一
一
良
)
。
事
実
上
任
務
を
遂
行
し
は
じ
め
る
と
い
う
承
諾
の
仕
方
も
あ
り
う
る
(
八

O
頁)。

(
幻
)
仲
裁
人
は
受
諾
す
る
か
否
か
は
自
由
で
あ
る
(
七
八
頁
)
。
受
諾
に
よ
り
当
事
者
に
請
求
権
(
但
口
江
口
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
仲
裁
判
断
を
す
べ
き

こ
と
を
求
め
る
請
求
権
)
が
発
生
す
る
の
で
は
な
い
。

(
M
A
)

姿
を
見
せ
な
い
仲
裁
人
を
探
し
出
す
こ
と
も
し
た
(
八
五
頁
)
。

(
忽
)
名
誉
喪
失
事
件
、
姦
通
事
件
、
殺
人
事
件
を
誤
っ
て
仲
裁
に
付
託
し
た
場
合
(
八
六
頁
)
。

(
M
m
)

ど
ん
な
場
合
に
強
制
を
控
え
た
か
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
判
断
さ
れ
た
が
、
訴
訟
裁
判
官
が
担
当
事
件
に
つ
き
、
裁
判
し
な
い
こ
と
が
正
当
視
さ
れ

る
事
由
が
参
照
さ
れ
た
(
八
六
頁
)
。
整
理
し
て
み
る
と
、
@
仲
裁
人
が
仲
裁
よ
り
価
値
高
い
任
務
を
負
う
に
至
っ
た
場
合
(
国
の
公
務
員
・
司
教
職
)
、

@
仲
裁
人
が
自
分
の
利
益
を
優
先
し
て
配
慮
し
て
よ
い
場
合
(
緊
急
不
可
欠
の
旅
行
、
自
分
の
訴
訟
の
防
禦
、
病
、
老
齢
)
、
@
当
事
者
と
の
信
頼
関
係

の
崩
壊
(
名
誉
段
損
、
致
命
的
敵
対
関
係
、
両
当
事
者
が
一
致
し
て
訴
訟
す
る
こ
と
に
し
た
、
河
当
事
者
が
他
の
仲
裁
人
に
付
託
し
た
)
が
あ
げ
ら
れ
る

(
八
七
|
八
九
頁
。
な
お
、
注
6
と
比
べ
よ
)
。

(
幻
)
事
実
関
係
不
明
は
訴
訟
裁
判
官
を
解
放
し
た
が
仲
裁
人
を
解
放
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
@
仲
裁
人
は
受
諾
の
さ
い
に
何
を
裁
判
す
べ
き
か
を
知
っ
て
い

る
、
@
訴
訟
裁
判
官
と
異
な
り
交
代
が
な
い
、
の
仲
裁
判
断
が
控
訴
に
よ
り
取
消
さ
れ
る
と
い
う
心
配
を
も
つ
こ
と
な
く
、
か
つ
厳
格
法
に
よ
ら
ず
衡
平

に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
(
八
九
頁
)
。

(
お
)
こ
れ
が
仲
裁
の
制
度
の
保
障
に
な
る
の
は
、
仲
裁
付
託
の
成
立
要
件
で
あ
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
違
約
罰
金
額
が
仲
裁
紛
争
の
目
的
の
価
額
に
等
し

論
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い
か
ま
た
は
よ
り
大
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
九
一
一
貝
)
。
違
約
金
額
が
極
め
て
小
で
あ
っ
て
も
、
仲
裁
付
託
の
効
力
を
左
右
し
な
か

っ
た
(
九
一
頁
)
。
違
約
罰
を
支
払
っ
て
仲
裁
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
法
的
に
は
可
能
で
あ
っ
た
(
九
一
頁
)
。

(
m
U
)

た
と
え
ば
、
仲
裁
人
が
期
日
と
場
所
を
指
定
し
て
出
頭
を
命
令
し
て
も
出
頭
し
な
い
場
合
(
九
四
頁
)
。
古
典
時
代
前
期
に
は
こ
の
種
の
手
続
指
揮
上

の
命
令
を
も

m
E
R
E
-
m
R
V
F丹
江
の
名
称
の
下
に
含
ま
せ
て
い
る
(
九
三
・
九
四
頁
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
仲
裁
人
は
出
席
当
事
者
に
罰
金
を
払
う
こ

と
を
欠
席
当
事
者
に
命
じ
た
(
九
五
・
九
六
頁
)
。

た
だ
し
、
こ
れ
と
防
禦
方
法
と
し
て
仲
裁
人
の
指
図
に
服
し
な
い
こ
と
と
は
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仲
裁
人
が
証
人
の
氏
名
を
申
出
る

よ
う
命
じ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
仲
裁
人
は
罰
金
の
支
払
を
命
じ
え
な
い
(
九
五
・
九
六
頁
)
。

(
m
N
)

法
務
官
が
直
接
に
介
入
す
る
の
で
は
な
い
(
九
一
一
貝
)
。
こ
の
訴
え
は
回
口
氏
。
日
住
吉

F
Z
に
属
す
る
〈
二
八
四
頁
)
。

(
引
)
違
約
罰
の
帰
属
は
形
式
的
に
生
じ
た
(
注
7
同
参
照
)
。
そ
こ
で
違
約
罰
が
帰
属
す
る
結
果
が
、
実
質
的
に
衡
平
で
な
い
と
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

か
か
る
不
衡
平
を
避
け
る
た
め
、
違
約
四
副
の
帰
属
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
現
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
違
約
罰
請

求
権
を
頭
か
ら
否
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
(
九
九
頁
)
。
病
ま
た
は
公
務
多
忙
で
当
事
者
が
不
出
頭
の
場
合
で
も
、
そ
の
者
が
同
一
仲
裁
人
に

再
度
仲
裁
付
託
す
る
意
図
あ
る
と
き
は
、
抗
弁
に
よ
り
違
約
罰
を
免
れ
、
違
約
罰
請
求
に
対
し
て
は

2
8宮
芯
門
Ho--
が
認
め
ら
れ
た
(
九
九
・
一

O

O
頁
)
。
古
典
時
代
後
期
に
は
、
仲
裁
人
が
明
ら
か
に
偏
頗
で
あ
る
こ
と
を
(
収
賄
し
た
こ
と
、
敵
対
関
係
に
あ
る
こ
と
な
ど
)
証
明
し
た
と
き
は
、
こ
れ

を
理
由
と
す
る
不
出
頭
に
対
し
、
違
約
罰
が
請
求
さ
れ
る
こ
と
を
抗
弁
に
よ
り
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
(
一

O
O頁
)
。
債
権
者
の
受
領
選
滞
の
場
合
に
は

債
務
者
の
履
行
遅
滞
は
な
く
、
債
権
者
の
違
約
罰
請
求
に
は
債
務
者
の

2
8
3芯
品
。
ロ
が
対
抗
し
た
の
で
あ
り
、
債
権
者
が
後
に
受
領
の
用
意
を
も

っ
て
も
違
約
罰
は
帰
属
し
な
い
と
い
う
説
と
、
債
権
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
(
病
気
そ
の
他
)
受
領
遅
滞
の
場
合
に
は
債
務
者
の
履
行
遅
滞
は
違
約
罰
に

値
し
、
債
権
者
が
後
に
受
領
用
意
を
も
っ
た
と
き
は
、
不
履
行
に
よ
り
違
約
罰
が
帰
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
説
と
が
あ
っ
た
ご

O
二
・

}
O三
頁
)
。

債
務
者
に
は
不
履
行
に
よ
り
違
約
罰
が
帰
属
す
る
が
、
債
権
者
が
結
局
受
領
し
た
と
き
は
違
約
罰
の
取
立
に

2
3
3
5
L
oロ
が
対
抗
し
た
(
一

O
一ニ・

一
O
四
頁
)
。

(
党
)
連
帯
債
権
者
の
一
人
の
み
が
仲
裁
付
託
を
し
た
場
合
に
他
の
者
が
訴
訟
を
起
こ
し
て
も
、
こ
の
者
に
違
約
罰
は
帰
属
し
な
い
(
九
七
頁
)
。
連
帯
債
務

者
の
一
人
の
み
が
仲
裁
付
託
を
し
た
場
合
に
他
の
者
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
も
、
債
権
者
に
違
約
罰
は
帰
属
し
な
い
(
九
七
頁
)
。
銀
行
屋
た
ち
が
組
合
を

つ
く
っ
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
は
そ
う
で
な
い
(
九
七
頁
)
。
主
た
る
債
務
者
と
仲
裁
付
託
を
し
た
債
権
者
が
保
証
人
を
訴
え
た
場
合
に
は
、
債
権

者
に
違
約
罰
が
帰
属
す
る
(
九
七
頁
)
。

北法29(3-4・33)381



説

(
お
)
違
約
罰
の
帰
属
に
よ
り
仲
裁
手
続
が
月
附
く
と
考
え
ら
れ
た
(
九
六
頁
参
照
)
。

(
U
A
)

宣
誓
を
裏
切
っ
た
場
合
に
ど
う
な
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
悪
意
の
約
款
(
ロ

-
2
2
F
ι
0
5
は
凹
昨
日
匂
己
呉
芯
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
の
違
反
(
た
と
え
ば
仲
裁
人
に
贈
賄
す
る
こ
と
)
に
対
し
て
は
同
三
宮
古

B
E
m
H
a
q己
主
己
が
認
め
ら
れ
た
(
七
二
・
一

O

五
頁
)
。
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
は
稀
で
は
な
か
っ
た
(
一

O
六
頁
)
。
違
約
罰
の
支
払
を
保
-
証
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仲
裁
判
断
が
命
ず
る
給
付
の
履
行

を
も
保
証
し
た
(
一

O
六
頁
)
。
請
求
棄
却
の
仲
裁
判
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
証
人
に
訴
え
を
起
こ
す
と
き
は
、
違
約
罰
が
帰
属
し
た
(
一

O
六
|
七
頁
)
。

仲
裁
人
を
仲
裁
係
争
物
の
保
管
人
と
し
て
、
仲
裁
敗
訴
の
場
合
に
こ
れ
を
勝
訴
者
に
引
渡
さ
せ
る
こ
と
は
、
共
和
政
時
代
に
す
で
に
存
し
た
が
、
仲
裁
の

保
障
と
な
っ
た
(
一

O
七
l
八
頁
)
。

(
間
以
)
奴
隷
が
仲
裁
付
託
し
て
も

R
t
c
居
間
MOEロ0
(

特
有
財
産
に
関
す
る
訴
訟
)
は
成
立
し
な
い
(
一

O
九
頁
)
。

(
%
)
精
神
錯
乱
者
は
当
事
者
で
は
あ
る
が
、
精
神
錯
乱
者
出
席
保
佐
人
欠
席
の
期
日
で
の
仲
裁
判
断
は
当
事
者
不
在
の
期
日
の
仲
裁
判
断
に
相
当
す
る
(
一

一
一
頁
)
。

(
幻
)
仲
裁
を
相
続
す
べ
き
場
合
に
相
続
人
が
未
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
後
見
人
立
会
の
下
で
仲
裁
判
断
は
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
(
一
一
一
一
頁
)
。
仲
裁

人
は
未
成
年
者
本
人
に
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
た
(
一
一
四
|
五
頁
)
。
仲
裁
付
託
に
基
づ
く
木
人
の
出
頭
義
務
は
任
意
代
理
人
の
選
任
に
よ
り
免

除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
(
向
上
)
。

(苅

)
Z
Z同
nog-D
と
は
他
人
の
利
益
の
た
め
に
債
務
責
任
を
負
う
こ
と
を
い
う

3
0
r
B
'宮
5
2
F司
自
問
。

F
F
a
-
z
t
o
s
p
ロ〉
E
P
L
E
U
-
印・ち由)。

保
証
は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
吉
伸
。
吋

nog-o
は

お

E
E
2
0
5
c
-
Z
B
〈
と

E
S
E
B
(紀
元
後
四
六
年
)
に
よ
り
婦
女
に
禁
止
さ
れ
た
(
同
上
)
。

(労

)
n
o
g
-
c
Zロ
。
円
ロ
ヨ
は

-
m
m
g
-
z
z
g
(紀
元
前
一
人
|
一
七
年
)
の
一
つ
が
定
め
た
も
の
で
、
執
行
債
務
者
が
自
ら
進
ん
で
全
財
産
を
委
付
し
、
も

っ
て
執
行
債
権
者
が
人
身
執
行
と
財
産
執
行
の
う
ち
人
身
執
行
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
先
手
を
打
っ
て
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
認
め
た

も
の
で
あ
る

(ω
各
自
・
宮

E
O卒
者

gmFEι
・凶・芯
C
)
。

(ω)
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
仲
裁
契
約
を
締
結
し
た
者
が
、
そ
の
後

-o
官
Z
曲
(
元
首
に
よ
り
そ
の
代
理
人
と
し
て
県
の
長
官
に
任
命
さ
れ
た
も
の
)

と
し
て
ロ
!
?
に
来
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
原
則
と
し
て
仲
裁
手
続
に
参
与
す
る
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
法
務
官
は
仲
裁
人
公

H
r
X
2
0
H

B
B言
。

sgc)
に
対
し
仲
裁
強
制
が
で
き
な
い
(
一
一
一
一
一
頁
)

Q

(
川
町
)
仲
裁
契
約
当
事
者
が
仲
裁
手
続
を
代
理
人
を
し
て
追
行
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
仲
裁
人
は
本
人
の
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
た
(
一
一
四
頁
)
。

(
位
)
自
由
人
と
奴
隷
の
二
名
を
仲
裁
人
に
選
ん
だ
場
合
、
こ
の
二
名
が
合
議
体
と
し
て
仲
裁
す
べ
き
場
合
に
は
、
当
該
仲
裁
付
託
は
無
効
で
あ
っ
た
(
一
一

論
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ム
ハ
頁
)
。
当
該
奴
隷
が
自
由
人
と
な
っ
た
後
に
仲
裁
手
続
仲
裁
判
断
を
し
た
場
合
は
、
仲
裁
判
断
は
通
用
力
が
認
め
ら
れ
た
こ
二
ハ
頁
)
。
こ
の
こ
と
は

奴
隷
の
な
し
た
仲
裁
判
断
が
そ
の
後
に
奴
隷
が
自
由
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
こ
と
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
(
一
二
ハ
頁
)
。
二

O

歳
未
満
の
者
は
裁
判
官
資
格
を
有
し
な
か
っ
た
(
一
一
七
頁
)
。

(
り
)
法
務
官
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
裁
判
官
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
方
式
室
固
に
挿
入
さ
れ
た
枠
に
縛
ら
れ
、
厳
格
な
訴
訟
手
続
を
当
事
者
が
要
請
し

た
仲
裁
手
続
に
よ
っ
て
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
(
一
一
八
頁
)
。

(
M
h
)

仲
裁
人
は
自
分
に
命
じ
た
り
禁
じ
た
り
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
(
一
一
八
頁
)
。

(
M
U
)

婦
女
は
公
務
員
や
裁
判
官
の
資
格
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
(
一
一
九
頁
)
。
婦
女
は
慎
み
深
く
控
え
目
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
習
俗
が
根
拠
で
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
る
(
一
二

O
頁
)

0

(

U

明
)
だ
が
、
執
政
官
や
法
務
官
に
は
仲
裁
の
強
制
は
で
き
な
か
っ
た
こ
二

0
1
一頁)。

(
円
引
)
だ
が
、
た
と
え
ば
、
仲
裁
人
が
(
事
件
に
つ
き
)
収
賄
し
た
場
合
に
は
法
務
官
の
仲
裁
強
制
は
な
い
(
一
二
三
良
)
。
仲
裁
契
約
の
有
効
性
と
仲
裁
契

約
の
不
履
行
の
許
容
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
必
)
こ
の
場
合
仲
裁
強
制
の
宛
先
は
全
員
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
一
二
三
氏
)
。
だ
か
ら
、
そ
の
中
に
奴
隷
が
存
す
る
と
き
は
仲
裁
強
制
は
で
き
な
い
(
一

二
三
頁
)
。
ま
た
、
仲
裁
人
が
二
人
で
あ
っ
て
二
人
の
見
解
が
一
致
し
な
い
場
合
に
問
題
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
処
理
は
区
々
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
(
一
二
五
頁
)
。

(
紗
)
各
自
連
帯
の
場
合
に
は
誰
か
一
人
が
先
に
仲
裁
判
断
を
す
れ
J

ば
そ
れ
で
仲
裁
は
終
了
し
た
(
二
一
四
頁
)
。

(
m
N
)

た
だ
し
、

ω
2
5
司

5
8
n
Z
の
敗
訴
者
は
名
誉
を
喪
失
す
る
(
原
田
慶
吉
、
ロ

1
7
法
上
巻
下
巻
一
九
四
九
年
〔
一
二
七
〕
〔
四
六
一
U

〔
四
一
〕
)
が
、

こ
の
事
件
を
仲
裁
に
付
託
す
る
こ
と
は
で
き
た
(
一
二
六
頁
)
。

(
引
)
自
由
に
関
す
る
訴
訟
〈
原
因
上
巻
〔
一
二
四
〕
)
、
生
来
自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
訴
訟
(
原
田
上
巻
〔
一
三
一
U

参
照
)
、
奴
隷
か
ら
解
放
さ
れ
た

自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
訴
訟
(
向
上
)
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
そ
の
性
質
上
仲
裁
人
に
委
せ
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
(
一
二
七
頁
)
。
被
後
見
人

と
後
見
人
の
聞
の
争
い
は
仲
裁
に
付
託
し
え
た
こ
二
八
頁
)
。

(
m
A
)

足
立
O

旬。一恒三

R
g
は
公
益
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
に
罰
金
を
払
わ
せ
る
た
め
、
国
民
中
の
誰
か
が
こ
の
者
に
対
し
て
起
こ
す
訴

え
で
あ
る
が
(
船
田
享
二
、
ロ

1
7
法
第
五
巻
一
九
七
二
年
〔
八
四
五
〕
)
、
か
か
る
事
件
は
仲
裁
に
親
し
ま
な
か
っ
た
(
一
二
七
頁
)
。

(
幻
)
ど
ん
な
事
件
か
は
原
因
前
掲
下
巻
円
四
七
二
〕
。
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説

(
%
)
普
通
法
の
時
代
に
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
と
の
説
が
多
か
っ
た
が
、
実
際
上
民
事
訴
訟
法
を
範
と
し
た

こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
、
民
事
訴
訟
法
の
適
用
強
制
が
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
資
料
は
な
い
(
一
三
三
頁
参
照
)
。

(
勿
)
仲
裁
判
断
に
お
い
て
給
付
を
命
ず
べ
き
数
額
に
つ
き
三
人
の
仲
裁
人
の
意
見
が
三
つ
に
割
れ
た
場
合
に
は
、
最
少
額
を
と
る
こ
と
と
さ
れ
た
(
一
三
五

頁
)
。
そ
れ
が
三
人
の
意
見
の
共
通
部
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
%
)
仲
裁
契
約
に
お
い
て
、
可
否
同
数
の
場
合
に
そ
な
え
て
、
予
め
第
三
者
を
指
名
し
て
お
い
た
場
合
に
は
、
こ
の
第
三
者
の
意
見
に
よ
っ
た
。
第
三
者
を

二
人
の
仲
裁
人
が
自
ら
選
ぶ
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
意
見
対
立
し
た
二
人
の
仲
裁
人
は
第
三
者
を
選
ぶ
に
も
意
見
対
立
す
る
だ
ろ

う
か
ら
、
仲
裁
契
約
は
無
力
で
あ
る
(
ロ
C
ロ
s
-
2
0
)
と
い
う
法
源

(
0
・kr
∞・同
4

・3
が
あ
る
が
、
法
務
官
が
二
人
の
仲
裁
人
に
仲
裁
判
断
を
す
る
こ
と

を
強
制
す
る
権
能
に
基
づ
き
、
二
人
の
仲
裁
人
を
し
て
第
三
者
を
選
定
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
が
、
当
事
者
の
意
思
に
も
即
し
慣
行
で
も
あ
る
と
す

る
法
源

(
U
-
A
F

∞・口
-m)
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
三
者
は
、
二
人
の
仲
裁
人
の
う
ち
の
一
方
に
賛
成
す
る
を
以
て
足
る
の
で
あ
っ
た
可
能
性
と
独
自

に
自
己
の
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
っ
た
可
能
性
と
が
あ
る
。

(
灯
)
こ
の
こ
と
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
(
一
三
七
頁
)
。
仲
裁
判
断
に
つ
き
再
度
検
討
す
る
機
会
は
、
違
約
罰
請
求
が
主

張
さ
れ
こ
れ
に
自
8
3
5
ι
o
z
が
対
抗
す
る
場
合
で
あ
っ
た
こ
三
八
頁
。
注
引
を
み
よ
)
。

(
兇
)
古
典
時
代
の
人
々
は
こ
の
点
に
私
的
仲
裁
判
断
の
本
質
を
見
た
。
仲
裁
判
断
の
履
行
は
違
約
罰
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
か
ら
、
判
決
債
務
執
行
請
求
訴
訟

に
よ
り
保
障
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
労
)
誤
っ
て
仲
裁
手
続
で
主
張
し
な
か
っ
た
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
で
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
(
一
四
二
頁
)
。
仲
裁
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
請
求

権
に
つ
い
て
は
違
約
罰
の
余
地
が
な
か
っ
た
(
一
四
二
頁
)
(
注
7
同
と
比
べ
よ
)
。

(
印
)
宮
同
同
開

g
m
p
u
a
s
s
-∞口
rm
司
巳

S同
同
町

nz-
ロ・
5
8
・p
ω
'

(
臼
)
民
事
訴
訟
に
本
来
通
用
す
べ
き
規
制
(
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
日
に
は
裁
判
し
な
い
)
が
仲
裁
に
援
用
さ
れ
た
(
一
七
八
頁
)
。

(
臼
)
使
徒
パ
ウ
ロ
は
信
者
の
聞
の
争
い
は
信
仰
な
き
裁
判
官
の
前
に
持
ち
出
さ
ず
教
会
に
持
ち
出
す
べ
し
と
説
い
た
(
一
六
七
頁
)
。
教
会
が
迫
害
さ
れ
た

時
代
に
は
司
教
に
よ
る
聴
訟
を
仲
裁
の
形
式
で
行
な
い
、
国
の
裁
判
官
に
よ
る
保
障
を
得
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
た
(
一
六
七

l
八
頁
)
。
コ

γ
ス
タ
ン
チ

ヌ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
を
公
認
し
た
(
ミ
ラ
ノ
勅
令
、
一
一
二
三
年
)
。
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
定
め
た
(
三
九
二
年
)
。
こ
れ
に
と
も
な
い

教
会
仲
裁
裁
判
が
発
展
し
た
。
キ
リ
ス
ト
僧
相
互
の
聞
に
ま
た
は
俗
人
の
間
に
民
事
の
争
い
が
生
じ
た
場
合
に
、
紛
争
当
事
者
が
一
致
し
て
司
教
に
裁
断

を
求
め
る
と
き
は
(
一
方
当
事
者
が
司
教
に
裁
断
を
求
め
て
他
方
を
呼
出
し
、
他
方
が
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
で
も
足
り
た
て
司
教
は
仲
裁
人
風
に

論
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(
回
忌
伊
丹
江

B
O
B
)
裁
判
を
し
、
こ
れ
に
は
上
訴
は
許
さ
れ
ず
、
こ
の
裁
判
に
は
執
行
力
は
な
く
こ
れ
を
執
行
す
る
場
合
に
は
国
の
裁
判
官
の
判
決
言
渡
行

為

Q
Bロロロ
HUH-o)
を
必
要
と
し
た
(
一
六
九

l
七
四
頁
)
。
司
教
の
聴
訟
裁
判
は
、
仲
裁
付
託
(
古
典
時
代
の
)
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
国
が
司

教
に
仲
裁
を
強
制
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
、
古
典
時
代
に
お
け
る
仲
裁
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
訴
訟
係
属
中
に
、
係
争
事
件
に
つ

き
係
争
当
事
者
が
一
致
し
て
相
手
方
を
司
教
の
前
に
呼
び
出
す
と
き
は
、
通
常
訴
訟
は
中
断
し
、
司
教
の
裁
断
に
当
事
者
双
方
が
和
解
と
し
て
一
致
す
る

と
き
は
、
訴
訟
の
裁
判
官
が
こ
れ
を
判
決
の
内
容
と
し
て
受
け
取
っ
た
(
一
六
九
頁
)
。

こ
の

3
2
8宮
-
2
2壬
g
E同
の
法
規
制
の
中
に
、
伝
統
的
な
仲
裁
の
法
規
制
を
踏
ま
え
て
概
念
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
面
と
、
伝
統
的
な
仲
裁
の

法
規
制
に
こ
れ
を
改
変
す
る
影
響
を
与
え
る
面
と
が
認
め
ら
れ
る
〈
一
六
八
頁
)
。

(
の
)
ユ
ダ
ヤ
入
社
会
に
は
国
の
裁
判
権
に
近
い
程
強
力
な
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
た
(
穴

8
0
3
0
8
5
5ぉ
n
r
o
N
z
r》円
0
8
8
5
n
r
F
5
2
ム
5
0
ロ
)
。
宗

教
上
の
事
件
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
民
事
事
件
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
た
。
当
事
者
双
方
が
司
教
を
仲
裁
人
と
し
て
選
び
、
事
件
を
解
決
す
る
こ
と
に
合

意
し
(
そ
の
方
式
は
古
典
時
代
の
仲
裁
付
託
の
方
式
た
る
を
要
し
な
い
て
司
教
が
仲
裁
人
に
類
し
た
作
用
に
よ
り
判
断
を
下
し
、
そ
の
裁
判
は
判
決
裁

判
官
た
る

R
Z
Z円
(
受
託
裁
判
官
)
の
裁
判
と
同
じ
く
執
行
力
を
有
し
た
(
だ
か
ら
、
国
の
裁
判
官
の
判
決
と
い
う
形
を
そ
の
上
に
被
せ
る
必
要
は
な

か
っ
た
。
た
だ
し
、
執
行
に
は
裁
判
所
の
執
行
命
令
が
必
要
で
あ
っ
た
)
(
一
七
五
|
六
頁
)
。

(
臼
)
キ
リ
ス
ト
教
司
教
の
聴
訟
裁
判
、
ユ
ダ
ヤ
司
教
の
特
別
裁
判
、
違
約
罰
約
款
な
き
仲
裁
協
定
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
を
も
仲
裁
の
概
念
の
下
に
統
括
す
る

こ
と
に
よ
っ
て

g
g
-
X
0
5
5
2日
は
通
俗
の
用
語
と
な
っ
て
い
っ
た
。

(
臼
)
仲
裁
付
託
か
ら
め

H
B宮
芯
官

nt
は
産
ま
れ
な
い
か
ら
、

2
8
3
-
c
s
r
t
宮
口
神
戸
も
仲
裁
付
託
か
ら
産
ま
れ
る
の
で
は
な
い
(
二
八
五
頁
)
。
仲

裁
契
約
あ
る
事
件
に
つ
き
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
巾
同
口
品
昨
日
0

が
対
抗
す
る
の
で
は
な
い
。
仲
裁
判
断
に
服
す
る
旨
の
約
束
を
基
礎
と
す
る

仲
裁
判
断
か
ら
産
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
抗
弁
は
仲
裁
判
断
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
の
訴
え
の
禁
止
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。

和
解
(
同

g
B
R
t
o
)
に
は
古
典
時
代
に
は
司

2
2
5
仏
ゆ
ロ
O
ロ
官
件
。
邑
。
の
一
適
用
場
合
と
し
て
正
規
の

2
8
-
E
o
宮
ロ
丘
が
認
め
ら
れ
た
。
ギ

リ
シ
ャ
法
に
お
け
る
仲
裁
は
当
事
者
間
で
結
ぼ
れ
た
和
解
を
仲
裁
人
が
仲
裁
裁
判
と
し
て
言
渡
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
!
マ
の
古
典
時
代
の
仲
裁
判
断
は

当
事
者
の
合
意
で
は
な
か
っ
た
。
和
解
は
古
典
時
代
の
後
に
は
司
法
の
不
安
に
よ
り
助
成
さ
れ
官
n
Z旨
か
ら
分
離
し
て
独
自
の
債
務
契
約
と
な
っ
た
が

〈聞
F
E
F
H
N
E凶
戸
田
・

ωNN)、
仲
裁
と
は
ち
が
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
仲
裁
判
断
か
ら
叩

H
B唱昨日
0

宮
口
巴
は
産
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

2
8宮
z
s
z
t
宮

2
戸
に
止
ま
っ
た
。
和
解
と
仲
裁
が
混
合
し
た
ギ
リ
シ
ャ
法
に
見
ら
れ
た
仲
裁
手
続
完
結
の
抗
弁
が
、
古
典
時
代
の
後
の
時
代
の

戸

l
司
法
に
刺
戟
を
与
え
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
こ
八
三
l
l
五
・
二
ハ
一
頁
)
。
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説

(
口
∞
)
方
式
害
訴
訟
に
お
け
る
と
異
な
り
、
当
事
者
に
よ
る
裁
判
官
の
選
択
は
受
託
裁
判
官
を
除
き
不
可
能
で
あ
り
、
裁
判
官
忌
避
の
権
利
は
甚
だ
限
定
さ
れ

た
(
二

O
O頁)。

(
幻
)
方
式
と
期
間
の
厳
守
に
象
徴
さ
れ
る
手
続
の
形
式
化
は
邑

gszm
の
役
割
を
益
々
重
要
に
し
た
(
二

O
一
頁
)
。
こ
れ
は
、
官
吏
の
無
能
腐
敗
を
防

ぐ
た
め
に
官
吏
を
法
規
に
縛
り
つ
け
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
閉
回
路
?
前
掲

H
N
N
H
J
・
凸
ω)
。

(
m
∞
)
E
o
dロロ
ro円
ω-nrEnrro
ユ
4
0
ロ
吉
印
ロ
ロ
ι
-
m
m
g
(
二
O
二
良
)
。
こ
れ
が
法
典
編
纂
の
必
要
を
感
じ
さ
せ
た
(
同
上
)
。

(
印
)
同
2
2
(問
N
句
凹
・
台
品
)
の
い
う
と
こ
ろ
の
全
o
dロ
N
q
Zユ
酎
白
石
「
巳
?

(
初
)
方
式
害
訴
訟
は
原
則
と
し
て
無
償
で
あ
り
、
判
決
に
お
い
て
敗
訴
者
に
訴
訟
費
用
の
弁
償
を
命
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
(
関
回
目
白
p
m
N
司曲・

8
3
0
古

典
時
代
の

g
m巳
江
口
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
が
不
当
な
訴
提
起
に
よ
っ
て
被
告
に
浪
費
を
強
い
た
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
判
決
で
そ
の
弁
償
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
裁
判
手
数
料
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
(
向
上
、
国

-SU)。
古
典
時
代
の
後
の
時
代
に
は
不
当
に
争
っ
た
被
告
も
同
様
に
扱
う
こ

と
と
な
り
、
さ
ら
に
、
不
当
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
と
に
か
く
敗
訴
の
当
事
者
に
訴
訟
費
用
の
弁
償
を
課
す
る
こ
と
と
な
っ
た
(
向
上
、
出
-
忠
由
)
。
裁

判
手
数
料
を
と
る
こ
と
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
の
下
で
は
ま
だ
収
賄
と
し
て
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
た
、
が
、
四
世
紀
の
後
半
に
は
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
、
国
庫

に
で
は
な
く
、
国
か
ら
の
俸
給
少
な
き
裁
判
所
事
務
官
に
、
公
務
の
報
酬
と
し
て
贈
ら
れ
、
裁
判
官
は
こ
れ
に
与
ら
な
か
っ
た
(
同
上
、
国
-
怠
∞
)
。

(
れ
)
違
約
罰
以
外
の
約
定
に
つ
い
て
は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
た
だ
、
契
約
に
基
づ
く
権
利
義
務
は
相
続
人
が
承
継
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
仲
裁
契
約

に
つ
き
そ
の
旨
を
条
項
と
し
て
明
示
す
る
意
味
は
消
滅
し
た
(
二
四
六
頁
)
。

(η)
①
当
事
者
双
方
と
仲
裁
人
と
が
仲
裁
手
続
を
完
う
す
る
こ
と
を
宣
誓
に
よ
り
保
障
す
る
旨
を
予
め
合
意
し
、
つ
い
で
両
当
事
者
が
仲
裁
判
断
遵
守
の
宣

誓
を
し
た
う
え
仲
裁
人
を
選
任
し
、
こ
れ
を
受
け
て
仲
殺
人
が
真
実
に
基
づ
き
事
件
を
裁
く
旨
宣
誓
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
記
し
た
書
面
(
私

文
書
で
あ
れ
、
公
証
書
で
あ
れ
、
仲
裁
人
面
前
で
の
口
述
筆
記
調
書
で
あ
れ
)
が
存
す
る
と
き
、
②
仲
裁
人
と
の
間
の
合
意
は
存
し
な
い
が
、
両
当
事
者

が
仲
裁
人
の
判
断
を
遊
守
す
る
旨
を
宣
誓
に
よ
り
約
し
た
場
合
に
お
い
て
、
川
こ
の
約
束
を
記
す
書
面
が
予
め
預
託
さ
れ
た
と
き
、
刷
こ
の
約
束
が
仲
裁

人
の
調
書
上
記
録
さ
れ
た
と
き
、
川
ま
た
は
仲
裁
判
断
が
書
面
に
固
定
さ
れ
た
と
き
、
③
両
当
事
者
の
要
請
に
応
じ
て
仲
裁
人
が
単
独
で
一
方
的
に
争
い

を
真
実
に
即
し
公
平
に
裁
断
す
る
旨
を
宣
誓
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
記
①
②
に
掲
げ
た
よ
う
な
書
面
が
存
す
る
と
き
、
に
は
当
事
者
に
仲
裁
判
断
内
容

の
履
行
を
求
め
る

z
t
0
7
2
Z
Z
P
E
E
E
そ
の
他
)
が
認
め
ら
れ
た
(
二

O
八
l
九
・
二
四
七
|
八
頁
)
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
違
約
罰
約
束
を
含
ま
な
い
仲
裁
付
託
に
基
づ
く
仲
裁
そ
の
他
の
仲
裁
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
前
の
時
代
の
実
際
を
踏
ま
え

て
、
不
誠
実
な
者
が
裁
判
官
の
判
決
を
自
由
に
閃
避
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
た
め
に
、
仲
裁
を
宣
誓
に
よ
り
強
化
し
た
の
で
あ
っ
た
(
二
六
一
頁
)
が
、

論
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宣
誓
違
反
を
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
り
、
宣
誓
に
よ
る
強
化
の
効
果
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
(
二
四

O
頁)。

な
お
、
仲
裁
判
断
に
基
づ
く
執
行
を
認
め
る
こ
と
は
、
従
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
司
教
の
仲
裁
的
聴
訟
や
ユ
ダ
ヤ
司
教
の
仲
裁

的
裁
判
の
制
度
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
(
二

O
九
頁
)
。

(η)
異
議
を
申
立
て
な
い
で
十
日
が
経
過
す
る
と
仲
裁
判
断
は
い
わ
ば
確
定
す
る
が
、
こ
れ
は
判
決
効
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
ま
た
、
異
議
を
出
町
立

て
る
と
右
の
確
定
が
遮
断
す
る
が
、
こ
れ
は
控
訴
の
確
定
遮
断
効
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
(
一
二
四
頁
参
照
)
。
異
議
申
立
に
よ
り
法
律
上
の
不
利
益

を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
請
求
を
認
容
さ
れ
た
当
事
者
に
は
、

mw
口
Z
C
E
F
2ロ
ヨ
が
与
え
ら
れ
ず
、
請
求
を
棄
却
さ
れ
た
当
事
者
の
相
手
方
に
は
、

z
n
a
t
o
s
-
z
t
冒
nt
が
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
な
る
(
一
二
四
頁
)
。

(九

)
N
0
4
P
ロ
2
g
n
r
o
m
o
n
z
a
g
n
r
I
r
F

∞g
仏
国
・

5
吋

N-
復
刻

s
a
-
∞・

ωN印
・
第
一
条
は

(USHR・0
2
F
n
Z
の
構
成
を
規
定
し
て
い
る

(NGO司出・

P
E・凹
-UNG・
HM-SIN-開
口
}
岳
民
仏

F
口
町
ロ
窓
口
宮
問
。

nvg悶
g
n
r
r
z
p
N
〉口出・・

5
2・
凹
・
句
。
)
。
こ
れ
は
皇
帝
の
及
び
ラ
イ
ヒ
の

同
E
M
5
2四
2
r
z
と
呼
ば
れ
た

(N00司白・

5-L・
ωω
旧
日
)
。
長
は

HEnr仲
良
と
呼
ば
れ
、
そ
の
他
の
裁
判
人
は

C
H
Z
-
r円
(
〈
三
回
目
戸
内
三
と
呼
ば
れ

た。

(ち

)
ω
s
r
r
p
のめ

mnznr件。

ι
2
0
2
E
n
y
oロ
問
。

n
r
g
A
g
z
o
p
S
E
-
〉
宮
・
戸

F
E
-
N
2司
出
前
掲
三
二
七
頁
は
、
ラ
イ
ヒ
の
法
を
ラ
イ
ヒ
の
諸

法
律
と
解
し
、
普
通
法
を
普
通
の
書
か
れ
た
る
法
と
解
し
、
か
っ
、
実
体
法
の
み
な
ら
ず
手
続
法
を
も
含
む
も
の
と
解
し
て
い
る
。

(九

)ω
件。ずゲ
0

・
一
広
島
・
戸
田

-E-
大
方
は
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
ロ

1
7
法
で
あ
る
が
、
カ
ノ
ン
法
及
び
ド
イ
ツ
起
源
の
慣
習
と
制
定
法
律
も
ド
イ
ツ
全
域

に
普
く
通
用
す
る
「
普
通
法
」
を
成
し
た

(
O
O
B
E
S
F
E
o
r
B・
E
-
F
叶
〉
邑

--SON-
曲
-A-
初
版
一
八
八
四
年
)
。
た
と
え
ば
、
前
掲
問
。
。

第
三
条
に
い
う
普
通
法
を
ロ

2
ロ
σ口
同
聞
は
ロ

1
7
法
及
び
カ
ノ
ン
法
在
い
っ
て
い
る
(
前
掲
七
頁
)
。

(打

)FFnZEou--Hト
o
F
E
n
y
L
E
Z
E
F
m
E
B
B
-
R
Zロ
m
m
n
r
g
E
-
H・
5
N∞
-m-HH斗
|
口
出
・
(
初
版
、
一
八
一
四
年
)
、
司

5
Z
P
H
i
g仏巾
r
s
p

出
〉
口
出

3
H∞印
N・凹
-
N・
(
初
版
一
八
四

O
年)、

HM品
g
a
2
Zア
回
以

S
P
E
g
-司
S
E
E
F
5
8・帥
-H・

(
市
)
口
氏
ロ
ゲ
ロ
円
四
-
F
E・
曲
叶
・
∞
-

(
符

)HMcnHME--Mω
ロ
含

r
z
p
m
〉口一回
--H∞印
N-m-N・
ω
g
r
Z
L
r
E・印
-HHH・

(
初
)
た
と
え
ば
、
マ
イ
ン
ツ
の
一
五
一
六
年
の
問
。
問
問
。
片
山
口

Z
S
Eロロロ
m-
ヘ
ッ
セ
ン
の
一
五

O
O年
の
出
O
R
2
-
n
z
g丘
ロ
ロ
ロ
間

(
ω
g
r
g
L
Z
L
ロ・目・

HUH)。

(
飢
)
司

cnrg-FσE-
国・日・

MM担
問
。
ロ
淳
史
urmF
即日比向日・田
-N-

(
む
)
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
と
恩
わ
れ
る
。
問
問
。
の
設
立
の
理
念
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
一
一

O
三
年
の
ラ
イ
ヒ
の
ラ
ン
ト
平
和
に
は
じ
ま
っ
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説

、，、、

た
ラ
ン
ト
平
和
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
四
九
五
年
の
ウ
オ
ル
ム
ス
の
ラ
イ
ヒ
議
会
の
、
氷
久
の
ラ

γ
ト
平
和
で
あ
る

(
E
S
E
-
P広・由・

Ha-

N
宮古田・

5
E・
戸

ω
・
ω
N
S。
す
な
わ
ち
永
久
の
ラ
ン
ト
平
和
に
よ
り
紛
争
解
決
手
段
た
る
フ
ェ

l
デ
の
権
利
が
取
上
げ
ら
れ
、
諸
身
分
に
属
す
る
者
の

問
の
紛
争
を
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
の
裁
判
所
す
な
わ
ち
ラ
ン
ト
平
和
裁
判
所
と
し
て
岡
山
烈
の
が
設
立
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た

(Ncap-zι
・
戸
田

-
g
g。

こ
の
趣
旨
で
、
設
立
時
の
問
問
。
は
諸
身
分
に
属
す
る
人
と
法
の
専
門
家
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
構
成
員
は
一
人
の

E
n
Z
R
と
一
六
人
の

〈

H
S
ニ
R
で
、
目
円
宮
内
円
に
は
、
町
内
』
円
巳
ま
た
は
の
円
止
ま
た
は
司

B
F
R円
か
ら
と
さ
れ
、
一
六
人
の
ぐ
江
田
即
応
同
の
う
ち
半
数
は
法
専
門
家
か
ら

半
数
は
最
低
と
し
て
も

E
2
2宮
Z
P
生
ま
れ
か
ら
と
さ
れ
た

(
N
。
4
p
p三
-
m
-
S品
)
。
陪
席
裁
判
官
の
数
は
そ
の
後
増
え
、
二
ハ
四
八
年
ウ
エ
ス

ト
フ
ア
リ
ア
条
約
後
に
は
五

O
名
に
な
り
、
か
っ
、
半
数
は
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
半
数
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
と
さ
れ
た
が
、
定
員
に
満
ち
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
、
一
七
二
九
年
に
は
こ
五
名
に
さ
れ
、
こ
の
定
員
さ
え
一
七
八
二
年
に
は
じ
め
て
満
ち
た

(
N
0
4
P
戸
田
・

ωNG・
〉
ロ
自
-
H

口)。

半
数
は
法
専
門
家
か
ら
と
い
う
の
は
外
国
法
専
門
家
か
ら
を
意
味
し
、
半
数
は
低
く
と
も
担

3
2
2
r阻
止
生
ま
れ
か
ら
と
い
う
の
は
ド
イ
ツ
箇
有
法

生
活
経
験
者
か
ら
を
意
味
す
る
結
果
と
な
っ
た

(
ω
g
r
Z
L広
島
・
ロ
・
凹
∞
品
)
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
一
五
一
一
一
年
の
問
。
。
に
よ
っ
て
、
で
き
る
限
り
法

に
習
熟
し
た
者
を
あ
て
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
法
と
は
外
国
法
日
ロ

1
マ
法
を
意
味
し
た
(
同
上
、
八
四
|
八
五
頁
)
。
そ
の
後
次
第
に
裁
判
が
専
門
技
術
的

に
な
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
陪
席
裁
判
官
の
全
員
が
大
学
で
法
に
習
熟
し
た
者
と
な
っ
た
(
向
上
)
。
大
学
で
は
ロ

l

マ
法
カ
ノ
ン
法
の
教
師
が
一
履
わ
れ
、
ロ

1
7
法
カ
ノ

γ
法
を
教
え
た
(
玄
R
Z
E
9
r
z
g
n
r
ι
g
r
O
C
H
-悶
B
H
O
E
s
r
g
p
n
F
F
E
-
ロ・

5
N申
・
目
・
ロ
∞
)
。
ち
な
み
に
何
回
目
宮
忠
告
白
・

【

U
C
G
E
T門戸
ω
の
2
B
E
E
-
H
、『
OF--H∞
立
は
一
五
五
五
年
の
の
自
回
目
。
同
問
。
ユ

n
r
g
H。
三
ロ
ロ
ロ
伺
の
み
を
収
録
し
て
い
る
(
四
一

O
i五
五

O
頁
)

0

(
M
U
)

ロ
!
?
法
が
中
世
に
お
い
て
ド
イ
ツ
に
惨
透
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
法
が
も
っ
異
民
族
(
そ
し
て
異
身
分
)
に
適
用
し
う
る
適
性
↓
統
一
法
た
る
適
性

l

、

、

世
田
ね
く
通
用
す
る
適
性
を
有
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
適
性
を
有
す
る
部
分
の
み
が
継
受
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
(
む
冊
目
σロ円
m
-
F広
-m-N日
-
N
S。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
慣
習
法
化
し
た
限
り
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
(
宮
R
r
m
E
4・
F
広
-
F

己
申
・
司
問
問
。
ロ
2
2
Z
T
号
丘
団

-H・
0
2ロゲロ吋
m・
5
正・曲・

8
0
一
四
九
五
年
の
河
択
の
。
以
後
は
、
こ
れ
に
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
源
と

な
っ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
判
例
法
化
し
た
形
で
ド
イ
ツ
法
と
な
っ
た
こ
と
が
加
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
四
九
五
年
以
後
、
神
聖
ロ

l
マ
帝
国
の
滅
亡
(
ラ
イ
ヒ
の
解
体
)
の
一
八

O
六
年
を
経
て
、
第
二
帝
国
成
立
の
一
八
七
一
年
に
至
る

ま
で
、
ラ
ン
ト
自
主
独
立
の
志
向
と
(
と
く
に
取
引
交
通
圏
の
拡
大
に
よ
り
強
め
ら
れ
た
)
全
ラ
ン
ト
連
合
統
一
の
志
向
と
が
、
政
治
的
情
況
の
駿
成
因

を
成
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
法
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
ラ
ン
ト
に
お
け
る
周
有
の
特
別
法
(
司
凶
円

t
r
z
-
2
5
n
Z
)
の
立
法
と
し
て
結
品
し
(
そ
の
例
は
、

論
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山
田
歳
、
ド
イ
ツ
法
序
論
、
一
九
四
八
年
、
四
五
!
四
六
頁
)
、
後
者
は
ラ
イ
ヒ
普
通
法
の
発
展
と
適
用
と
い
う
表
現
を
も
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
前
者
に
i

|
主
と
し
て
私
法
の
分
野
で
l
l
a
ロ
1
7
法
H
普
通
法
が
影
響
し
、
ロ

1
7
法
日
普
通
法
が
ド
イ
ツ
人
の
時
代
の
法
的
確
信
に
見
合
う
よ

う
に
修
正
発
展
さ
せ
ら
れ
た
面
を
否
定
で
き
な
い
匂
国
間

g
a
R
Z
F
F
E・凹
-H)。

ラ
イ
ヒ
の
立
法
は
偲
別
的
で
数
は
少
な
か
っ
た
(
そ
の
例
は
、
山
田
前
掲
四
一

l
四
三
頁
)
。
一
八
世
紀
に
入
り
、
と
く
に
後
半
に
、
地
方
で
、
一
般

公
口
問
。
g
o
E
O
)
法
典
の
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
(
そ
の
例
は
、
山
田
前
掲
四
六
|
五

O
頁
)
。
か
か
る
法
典
の
施
行
地
域
(
た
と
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
〉
巴
耐

に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
)
に
お
い
て
は
従
前
の
普
通
法
(
日
ロ
ー
マ
法
)
は
裁
判
官
に
対
し
、
法
律
と
し
て
の
効
カ
を
有
し
な
い
も
の
と
な
っ
た

q
a
g
2
2
Z
P
F広
-PN)。
こ
の
広
域
地
方
法
典
の
編
纂
の
時
期
を
経
て
、
一
八
七
一
年
の
政
治
的
統
一
が
連
合
統
一
志
向
の
終
点
で
あ
る
ラ
イ
ヒ

統
一
法
典
を
可
能
な
ら
し
め
、
司
法
の
分
野
で
は
、
ラ
イ
ヒ
統
一
諸
法
典
が
一
八
七
七
年
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ヒ
統
一
法
典

の
も
つ
べ
き
普
通
法
的
性
格
が
お
の
づ
か
ら
従
前
の
普
通
法

(
H
ロ
1
マ
法
)
(
こ
れ
が
}
入

O
六
年
の
ラ
イ
ヒ
解
体
に
よ
り
、
消
滅
し
た
か
否
か
に
は

争
い
が
あ
る

1
0
0
5吉
岡
聞
は
不
消
滅
説
。

O
O
S
E
a
-
志向仏

-m-M)
が
多
か
れ
少
か
れ
法
条
の
形
式
を
も
っ
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

(
剖
)
山
目
前
掲
三
人
頁
、
】
MZnrsLVFL-m-Nl∞-
U
2ロ
σ
E
a
L
Z
L
-
m
-
由
・
原
田
前
掲
〔
一
六
U

。

(
町
)
切

O同回目
g
F
ω
口同岡山色由」『申込岡田間口出品

ω
n
Z包
括

2
r
z
ロ白

n
y
m
g
n
r
K
E
E
n
r
2
肘
口
同
君
伊
門
医
ロ
ロ
伺
ロ
ロ
島
問
。
}
窓
口
島
市

g
m
m
n
z
-
N
N司

ω0・凹白
]5・

(
町
加
)
ロ

2
5
2
5
の
同
国
同
区
巳
(
グ
ラ
チ
ア
ヌ
ス
は
一
一
六

O
年
頃
死
亡
)
、
口
市

n
s
s
-
a
の
お
問
。
門
広
口
内
(
法
壬
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
は
在
位
一
一
一
一
一
七
年

!
四
一
年
)
(
一
一
五

O
年
か
ら
一
二
三

O
年
ま
で
の
H
グ
ラ
チ
ア
ヌ
ス
以
後
の

U
R
B
g
g
を
集
め
た
五
巻
の
も
の
で
内
容
は
ユ
帝
法
の

B
色
白
の

模
倣
)
、

F
P
2
8
H
Z
m
ι
R
E
S
-
-ロ
ヨ
回

g
-
p
n
Z
〈
口
同
(
前
者
の
第
六
巻
に
あ
た
る
そ
の
後
の
法
令
集
)
、

2
0
5
8吾
話
。
(
在
位
一
三

O
五
i
一
四

年
の
法
王
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
の
収
集
に
よ
る
そ
の
後
の
法
令
集
)
か
ら
成
る
(
ロ

O
B
-
u
E
F
E
E
-明
日

u・
MMErg--げ正・凹・

6
0
法
王
イ
ン
ノ
ケ
ソ
チ

ウ
ス
三
世
(
一
一
九
八

i
一
一
二
六
年
)
以
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
法
王
の
権
威
に
服
し
た
。

(
伺
引

)
U
o
g
r
c
a
L
Z
L
-
m
-
E
l
N印
・
カ
ノ
ン
法
は
教
会
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
た
が
、
教
会
裁
判
所
は
世
俗
事
件
に
つ
い
て
も
広
般
な
包
括
的
な
管
鎗
権
を
有

し
た
(
向
上
)
。
民
事
の
関
係
に
つ
い
て
は
カ
ノ
ン
法
は
内
容
的
に
は
ロ
l
マ
法
を
基
礎
と
し
た

(?Hn}ME--EL-
凹・

6
。
ヵ
ノ

γ
法
は
ロ
l
マ
法
(
を
変

え
る
こ
と
に
よ
り
そ
)
の
新
し
い
時
代
へ
の
移
行
を
媒
介
す
る
こ
と
に
寄
与
し

q
R
F
E
-
-
Z
L
-
∞・

ι・〉
E
L
F
H
h岳吋
Z
n
}
L
R
M
M
S
L
O
r
g
-
E
〉ロ国--

H
富山
Y

酔・

5
、
カ
ノ
ン
法
は
新
法
と
し
て

?
l
マ
法
に
優
先
す
る
と
さ
れ
た
が

(
0
2忌
日
開
・
手
広
・
凹
-
N
印
)
、
カ
ノ
ン
法
の
規
定
が
右
の
目
的
で

?
i
マ
法

の
規
定
と
異
な
る
場
合
に
い
ず
れ
を
と
る
か
は
、
裁
判
実
務
が
ド
イ
ツ
の
法
観
念
を
基
準
と
し
て
定
め
た
の
で
あ
っ
た
(
司

5}MS・
-zι
・国・

ι・
口
角
ロ
EHm-
北法29(3-4・41)389



説

日

FE-凹
-
N
m
)
。

(
∞
∞
)
古
典
時
代
の
後
の
時
代
の

3
F足
。
宮
-
u
g
L
F
O
R
-田
は
、
教
会
裁
判
権
の
確
立
及
び
僧
侶
の
政
府
機
構
へ
の
編
入
に
よ
り
衰
え
た

(
N
芯
色
白
前
掲

二
三
七
・
二
七
二
頁
)
。
ュ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
の
中
で
そ
れ
は
僅
か
な
規
定
し
か
も
た
な
い
(
同
二
三
七
頁
)
。
西
洋
中
世
に
お
け
る
仲
裁
の
花
慮
り
は

註
釈
学
派
の
時
代
に
始
ま
っ
た
(
同
二
八
一
一
貝
)
。
ュ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
註
解
は
、
も
の
に
よ
っ
て
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
を
も
生
か
す
よ
う
に
な
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
り
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
仲
裁
法
は
教
会
の
仲
裁
手
続
の
法
学
的
熟
成
の
た
め
に
も
範
型
と
な
っ
た
(
間
二
八
一
一
良
)
。
こ
う
し
て
、
普
通
法
仲
裁

と
し
て
カ
ノ
ン
法
仲
裁
(
カ
ノ
ン
法
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
か
け
ら
れ
た
ユ
帝
法
仲
裁
)
が
通
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
的
)
い
わ
ゆ
る
の
広
島
唱
団
関
O
B日
開
忠
良
は
、
第
一
巻
の
初
版
は
一
七
九

O
年
で
、
第
六
巻
は
一
八

O
O年
刊
行
で
、
第
六
巻
の
中
に
、
仲
裁
に
つ
い
て
、

H
L
T
H〈・、
H，
x-
〈
HHH・
り
ぬ
円
。
no匂昨日
P
R
A巳

R
E可
山
口
百
円
mno唱。
E
R
-
口
同
明
。
ロ
件
。
ロ
岬
町
内
自
岳
円
曲
え
と
い
う
表
題
の
下
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

。
z
n
r
は
註
解
書
に
お
い
て
ロ

l
マ
法
カ
ノ
ン
法
ド
イ
ツ
法
を
法
源
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
歴
史
学
上
価
値
の
あ
る
法
祖
先
と
い
う
意
味
で
法

源
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
当
時
現
に
実
用
さ
れ
て
い
る
状
態

2
2
C向
。
円
。
o
r
S
5
5
を
把
え
て
そ
れ
ら
が
ド
イ
ツ
に
お

い
て
普
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
法
の
学
識
の
泉
(
も
と
)
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
(
序
文
参
照
)
。
。
z
n
r
は
先
人
の
業
績
を
踏
ま
え

て
当
時
(
一
九
世
紀
に
接
着
す
る
)
の
普
通
法
の
現
状
を
網
羅
的
に
集
大
成
し
た
。
こ
れ
が
の
Z
n
r
を
出
発
点
と
す
る
理
由
で
あ
る
。

(
卯
)
ロ

1
7
法
の
仲
裁
付
託
は
裁
判
権
を
仲
裁
人
に
付
与
す
る
こ
と
(
国
の
裁
判
所
に
権
利
主
張
を
し
な
い
こ
と
)
で
あ
っ
た
が
、
普
通
法
の
仲
裁
付
託
は

和
解
の
効
力
を
も
つ
も
の

q
R
Z
P
凹・お
N
)

で
あ
っ
て
実
体
上
の
請
求
を
場
合
に
よ
っ
て
は
放
棄
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
(
回

O
B
E
F

印
・
口
・
〉
E
L
B
(
H
h
r
H
E
n
r
L
O
H
可

E
L
m
r件。
P

E
〉
口
出
-

M

∞S
L・
印
巴
・
初
版
一
八
五
二
年
)
は
仲
裁
判
断
に
お
い
て
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

と
き
は
、
そ
の
部
分
前
以
て
放
棄
し
た
の
で
あ
る
か
ら
権
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
い
る
)
。
係
争
法
律
関
係
を
互
譲
に
よ
り
確
定
す
る
和
解
に

お
い
て
は
手
続
の
寂
庇
に
基
づ
く
取
消
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
一
五
九
四
年
の
ラ
イ
ヒ
議
決
(
閉
山
g
n
y
g
g
n
E
E
)
は
そ
の
第
六
六
条
で
重

大
な
回
収
減
会
見
回
H
O
E
O
H
B広
)
が
存
す
る
場
合
に
仲
裁
判
断
が
取
消
し
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
普
通
法
仲
裁
は
内
的
矛
盾
を
包
蔵
す
る
も
の

と
な
っ
た
(
回
OBrω
日♂

ω
-
S
)。

己
目
匂
己
阻
止
角
)
は
ロ

l
マ
の
民
習
俗
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
的
片
岡
宮
-mzo
は
合
意
契
約

(
gロ
自
ロ
包
回
目
g
E
g
n
C
及
び
裸
の

約
束

(
E
E
B
司
恒
三
ロ
ヨ
)
と
こ
み
に
包
括
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
一
切
の
無
方
式
の
契
約
に
在
国
間
宮
司
(
訴
求
可
能
)
と
い
う
性
格
が
承
認
さ
れ
た
。

契
約
の
方
式
に
つ
い
て
は
合
意
契
約
及
、
ひ
裸
の
約
束
の
方
式
を
規
制
し
た
ロ

1
マ
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に

ω釦〈山崎口同

(
U
S
。
r
z・

官昨日
C
ロ
2
5ロ
Z-
回
目
仏

MLgu)
が
い
っ
て
い
る
(
凹
-EH1N)。
こ
う
し
て
普
通
法
の
仲
裁
付
託
は
契
約
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

論
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若
宮
払
凹

n
Z正
に
お
い
て
は
仲
裁
付
託
の
約
束
の
中
に
、
①
仲
裁
判
断
に
服
す
る
こ
と
、
②
訴
訟
に
よ
ら
な
い
こ
と
、
③
仲
裁
の
手
続
に
必
要
な
こ
と

を
な
す
こ
と
が
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る

(
F
Z
L
-
回・叶

g
g
)。

②
の
約
束
に
違
反
し
た
訴
え
に
対
し
て
抗
弁
が
認
め
ら
れ
た
(
者
同
昆

R
Z
E
が
引
用
す
る
〉
昆
忌
(
あ
と
が
き
を
み
よ
)
は
一
八
六

O
年
に
公
刊
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
)
。
③
の
約
束
に
反
す
る
不
作
為
に
対
し
て
は
、
義
務
の
履
行
を
求
め
る
訴
え
が
認
め
ら
れ
ー
ー
そ
の
執
行
は
行
為
を
し
な
い
と
裁
判

官
が
罰
に
処
す
る
と
い
う
脅
か
し
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た

l
l、
他
方
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
|
|
こ
の
場
合
に
は
②
の
抗
弁
に
対
す
る
再
抗

弁
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
形
で

1
lた
(
向
上
)
。

仲
裁
付
託
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
|
|
法
律
の
明
文
に
よ
り
、
遺
言
の
効
力
に
よ
り
、
先
行
し
た
契
約
の
効
力
に
よ
り
ー
ー
が
あ
っ
た
(
色
出
品
-
P

8)。
こ
の
場
合
の
仲
裁
人
は
必
要
的
仲
裁
人
と
よ
ば
れ
た
(
向
上
)
。

(
引
)
普
通
法
で
は
仲
裁
付
託
と
仲
裁
委
託
の
二
つ
の
契
約
が
必
要
で
あ
っ
た
(
の

Z
n
F
〉
S
E
r
-
-
n
Z
F
-
E
Z
E口出
ι
2
司
自
含

r
z
P
5
0
0・
∞
吋
巴
ア

同
〉
玄

-L・斗
NI4印
・
富
国

n
Z
5
3・
HkmZ宮
内

Y
L
g
r
g
t問
。
ロ
司
富
山
田
谷

g
F
n
y
H
P
F
E
ロ・

5
N
P
田
-
N
S・
4
4『
巾
包
括

H
H
a
g
Z
5・

c
z
r
d
n
y
品
g
o
g呂田
g
c
t
r
2
z
g
m
〉
己
出

--MWS品同
H-as-m-Nm0・岡山
EmFMYw邑
岳
Z
P
N
K
F己
p
・
5
2
h・
8
印
I酌
)
。
当
事
者
仲
裁
人

間
の
契
約
と
い
う
観
念
は
ロ

l
マ
法
に
も
カ
ノ
ン
法
に
も
一
五
九
四
年
ラ
イ
ヒ
議
決
に
も
な
か
っ
た
。
こ
の
観
念
は
普
通
法
実
務
の
所
産
で
あ
り
、
仲
裁

付
託
を
和
解
と
見
た
(
カ
ノ

γ
法
を
基
と
す
る
)
見
解
か
ら
産
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
(
切

o
z
r品
・
凹

-NH)。
仲
裁
人
を
あ
っ
せ
ん
人
と
し
て
和
解
を
す
る

と
い
う
契
約
を
仲
裁
契
約
た
ら
し
め
る
に
は
、
仲
裁
人
と
そ
の
旨
の
契
約
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
コ
ン
テ
ッ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
児
)
切

D
E
E
r
-
m
-
S・
仲
裁
は
和
解
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
、
和
解
を
締
結
し
係
争
物
を
処
分
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
み
が
仲
裁
付
託
を
な
し
う
る
と

。
z
n
w
は
書
い
て
い
る
(
前
掲
七
七
頁
)
。
年
少
者
(
己
ロ
吉
田
包
日
間
内
)
及
び
若
年
者

(
Z
E
Pユ
喜
ユ
四
四
〕
は
後
見
人
の
承
諾
な
し
に
は
仲
裁
契
約
を
な

し
え
ず
、
裁
判
所
か
ら
浪
費
者
と
宣
告
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
保
佐
人
の
承
諾
な
し
に
は
仲
裁
契
約
を
な
し
え
な
か
っ
た

(
c
g
n
F
5
E・
凹
・
斗
吋
)
。
団
体

は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
仲
裁
付
託
能
力
を
有
し
た
よ
う
で
あ
る
(
。

z
n
F
m
-
H
E
参
照
)
。
年
少
者
と
は
七
歳
か
ら
一
四
歳
の
者
を
指
し
、
若
年
者
と

は
一
四
歳
か
ら
二

O
歳
ま
で
の
者
を
指
し
た
ら
し
く
、
七
歳
未
満
の
幼
児
は
完
全
無
能
力
で
あ
っ
た

(
ω
o
r
g
-
ζ
E
a∞・司
g
問。

F
F
E
E
t
-
Z
P
5

〉口出・・

H
E口市
Y
凹・日

ω叶i
∞・

MMEMrs・
5
正・

ω
・斗日)。

(

m

刀
)
契
約
当
事
者
の
聞
に
生
ず
べ
き
権
利
紛
争
は
、
将
来
も
っ
ぱ
ら
妥
協
に
よ
り

(
2
5匂
HOB-gm-2r)
解
決
し
よ
う
と
の
取
極
め
は

g
g官
c
g
g

(
仲
裁
付
託
〉
で
は
な
く
官
三
口
包
含
円

O
B唱
H
O
S
E
g円
山
口
(
仲
裁
付
託
を
す
る
こ
と
の
約
束
)
に
止
ま
る

q
z
n
y
F
司白ロ品。

r
g
p
w〉
ロ
出
ニ
お
印

N-

回・品
ω
日)。
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説

仲
裁
に
よ
り
解
決
す
る
争
い
が
現
在
存
す
る
争
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
将
来
発
生
す
べ
き
争
い
で
も
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、

krE忌
は
将
来
争

い
が
起
こ
り
う
べ
き
法
律
関
係
の
現
存
が
少
な
く
と
も
必
要
で
あ
る
と
解
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
巧
宮
内
同
凹
nro片
品
は
そ
れ
も
仲
裁
契
約
の
有
効
性
の
要
件

で
は
な
い
と
い
う
(
凹
・
吋
宏
)
。

第
三
者
と
し
て
団
体
を
指
名
す
る
こ
と
も
で
き
た
よ
う
で
あ
る
(
の
Z
n
F
曲・

5
8。
HNany田E
B
5
2
m
2
-
n
r
H
を
指
名
す
る
こ
と
も
で
き
た

(切
O
H
ロ
rmHP
凹・
N
O
)

。

(
舛
)
個
人
名
を
指
名
す
る
方
法
に
よ
ら
ず
に
、
当
事
者
間
の
別
段
の
合
意
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
仲
裁
人
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
指
定
し
て
お

く
こ
と
を
判
例
は
認
め
た
(
回

2
ロ
r
m
F
凹-
N
O
)
。

①
S
が
Q
か
ら
ラ
イ
麦
を
購
入
す
る
契
約
を
結
び
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
約
し
た
。
《
こ
の
契
約
か
ら
生
ず
る
一
切
の
当
事
者
間
の
紛
争
は
、
当
事
者

間
に
直
接
に
生
ず
る
も
の
で
あ
れ
、
間
接
に
生
ず
る
も
の
で
あ
れ
、
直
接
の
契
約
者
の
聞
に
お
い
て
仲
裁
裁
判
官
に
よ
り
裁
断
さ
れ
る
。
こ
の
裁
断
を
求

め
る
者
は
、
何
人
か
の
当
地
の
農
産
物
商
人
の
多
数
決
に
よ
り
選
ば
れ
た
者
で
、
そ
の
名
簿
が
商
人
階
級
の
最
長
老
の
記
録
摩
中
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
、

雨
当
事
者
と
四
親
等
内
の
親
族
姻
族
で
な
い
、
一
二
人
の
仲
裁
裁
判
官
を
、
相
手
方
に
、
そ
の
中
か
ら
一
人
を
選
ぶ
た
め
に
提
案
し
、
相
手
方
は
、
お
そ
く

と
も
次
の
日
に
自
己
の
選
択
を
通
告
し
、
か
つ
前
記
の
如
き
人
々
の
中
か
ら
一
一
一
人
の
別
の
者
の
氏
名
を
挙
げ
、
こ
の
者
の
中
か
ら
他
方
の
者
が
同
じ
期
間

内
に
一
人
の
仲
裁
裁
判
官
を
選
ん
で
、
書
面
で
こ
れ
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
期
間
の
悌
怠
は
相
手
方
に
、
相
手
方
が
提
案
し
た
者
の
中
か
ら
、

両
方
の
仲
裁
裁
判
官
を
選
択
す
る
権
利
を
与
え
る
。
提
案
と
選
択
の
通
告
と
は
、
、
関
係
の
宛
先
へ
の
書
留
郵
便
物
の
交
付
に
関
す
る
郵
便
証
明
に
よ
っ
て
、

相
手
方
が
反
証
の
負
担
を
負
う
ほ
ど
に
、
証
拠
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
選
ば
れ
た
者
た
ち
は
直
ち
に
残
余
の
仲
裁
裁
判
官
の
中
か
ら
一
人
の
審
判

(
。
ゲ
日
目
ロ
)
を
拍
せ
ん
に
よ
り
指
定
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
仲
裁
裁
判
官
は
多
数
決
に
よ
り
裁
断
す
る
。
そ
の
仲
裁
判
断
に
両
当
事

者
は
異
議
な
く
服
し
、
一
切
の
通
常
の
上
訴
も
非
常
の
上
訴
も
排
さ
れ
る
。
》
こ
れ
に
つ
き
、
河
O
Eの

5
2・
ω
-
N
∞(ロ
H
g
)
は
、
こ
れ
を
有
効
と
し

た
。
こ
れ
は
仲
裁
人
の
指
定
を
将
来
の
合
意
に
留
保
し
た
も
の
で
は
な
く
、
仲
裁
人
の
指
定
に
つ
き
当
事
者
の
一
方
的
な
干
渉
を
排
し
、
当
事
者
の
怒
意

を
排
し
て
仲
裁
裁
判
所
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
の
原
則
に
反
し
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
凹
・

5
5。

②
C
と
G
と
が
組
合
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
約
し
た
。
《
こ
の
契
約
か
ら
生
ず
る
紛
争
は
排
他
的
に
仲
裁
裁
判
官
に
よ
っ
て
調
停
示

談
さ
れ
る
(
田
n
r
z
n
r
gロ
)
。
両
締
約
者
は
各
自
一
名
の
仲
裁
裁
判
官
を
選
び
、
両
被
選
者
は
一
人
の
審
判
を
選
ぶ
。
両
被
選
者
が
一
致
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
推
薦
候
補
者
の
中
か
ら
抽
せ
ん
で
決
す
る
。
》
問
。
図
。
民
戸
-
m・
8
2
H
H
印
印
)
は
こ
れ
を
有
効
と
し
た
。

③
ベ
ル
リ
ン
の
仲
間
貝
人
の
ラ
イ
麦
買
付
契
約
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
一
切
の
契
約
紛
争
は
三
名
の
ベ
ル
リ
ン
の
農
産
物
商
人
か
ら
成
る

論
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仲裁法の治革の概観とその余恵

仲
裁
裁
判
所
に
裁
断
さ
れ
る
旨
の
条
項
に
つ
き
、
こ
の
条
項
に
示
さ
れ
た
一
定
範
囲
の
人
の
中
か
ら
契
約
で
一
亦
さ
れ
た
方
法
で
、
右
の
三
名
が
仲
裁
裁
判

官
に
指
定
さ
れ
る
と
き
は
、
普
通
法
上
も
プ
ロ
イ
セ
ン
法
上
も
有
効
な
真
の
仲
裁
契
約
で
あ
る
と
、

H
N
O
出
O

H

∞
己
・
ロ
-
M
H
(
同〈

5
3
は
述
べ
て
い

る(凹・

5
∞)。

@
和
解
に
よ
り
B
夫
妻
と
そ
の
破
産
債
権
者
等
と
で
清
算
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
委
員
会
に
全
破
産
債
権
の
総
額
を
終
局
的
に
確
定
す

る
こ
と
を
託
し
た
が
、
和
解
条
項
の
第
五
条
に
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
氏
名
を
明
示
し
た
六
名
の
者
が
該
委
員
会
の
メ
ム
バ
ー
で
あ
る
こ
と
、
第
六

番
目
の
メ
ム
パ
ー
が
脱
離
し
た
と
き
は
そ
の
欠
を
埋
め
な
い
こ
と
、
残
余
の
メ
ム
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
脱
離
の
た
び
に
委
員
会
が
新
メ
ム
パ
ー
を
選
ぶ
こ

と
、
委
員
会
は
常
に
王
国
銀
行
の
行
員
二
名
と
〉
ロ
F
官
同
に
記
載
の
債
権
者
の
代
表
二
名
と
出
品
自
白
色
・

ω
に
記
載
の
人
々
の
代
表
一
名
と
か
ら

構
成
さ
れ
る
こ
と
、
委
員
会
は
少
く
と
も
三
名
の
メ
ム
パ
ー
が
出
席
し
た
と
き
に
議
決
が
で
き
る
こ
と
、
議
決
は
出
席
者
の
多
数
に
よ
る
こ
と
、
可
否
同

数
の
場
合
に
は
議
長
の
禁
が
決
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
に
つ
き
、
こ
の
委
員
会
は
数
人
の
授
権
さ
れ
た
交
替
可
能
の
自
然
人
か
ら
成
り
、
仲
裁
裁

判
官
の
特
定
を
欠
く
違
法
が
あ
る
と
主
長
さ
れ
た
。
岡
山
O
図
。
民
吋

N・
S
-
N
N
(〈
口
日
凶

NU)
は
、
選
ば
れ
る
人
の
範
囲
と
選
ぶ
方
法
と
が
十
分
に
特
定
し
、

も
っ
て
仲
裁
裁
判
所
の
構
成
へ
の
当
事
者
の
一
方
の
一
方
的
干
渉
が
排
除
さ
れ
、
仲
裁
人
を
選
ぶ
の
に
更
に
合
意
を
す
る
必
要
が
な
く
、
こ
れ
で
有
効
で

あ
っ
て
、
法
律
は
こ
れ
以
上
に
仲
裁
裁
判
官
個
人
を
指
示
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
は
い
な
い
と
い
っ
た
(
由
・

8H)。

⑤
《
会
社
と
被
保
険
者
の
防
の
紛
争
の
裁
断
は
、
こ
と
ご
と
く
当
地
の
商
人
階
級
の
長
の
職
に
在
る
者
に
よ
っ
て
、
当
地
に
居
住
す
る
商
人
の
中
か
ら

指
名
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
二
名
の
仲
裁
裁
判
官
に
よ
っ
て
、
予
備
的
に
、
一
名
の
審
判
に
よ
っ
て
、
な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
仲
裁
判
断
に
対
し
て

は
法
律
上
の
上
訴
手
段
が
許
さ
れ
る
。
》
と
い
う
印
刷
さ
れ
た
保
険
証
書
中
の
約
定
に
つ
き
、
問
。
図
。
同
ヨ
u-
∞

8
(凶
U
4
3

は
、
か
か
る
仲
裁
付
託

は
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の
原
則
に
適
合
す
る
と
認
め
た
(
由

8
3
0

(
山
刀
)
関
。

--2qgLor件。
P
M
〉
c
p
-
H∞
出
品
)
に
よ
れ
ば
、
ロ

1
7
法
で
は
原
則
と
し
て
全
員
が
共
同
し
て
行
動
し
、
仲
裁
判
断
の
一
吉
田
渡
に
は
全
員
が
参
列

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
カ
ノ
ン
法
は
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
く
、
実
務
は
ロ

1
7
法
に
従
っ
た
(
六

O
七
頁
)
。
一
名
単
独
で
仲
裁
判
断

す
れ
ば
足
り
る
場
合
に
は
真
先
に
な
さ
れ
た
仲
裁
判
断
が
優
先
し
た
(
向
上
)
。
カ
ノ
ン
法
に
よ
れ
ば
、
一
人
が
出
席
し
残
余
の
仲
裁
人
が
正
当
の
理
由

な
く
出
席
し
な
い
と
き
は
、
出
席
し
た
一
人
の
し
た
仲
裁
判
断
は
有
効
で
あ
っ
た
会
・
司
自
日
間

H
F問。ロ
}MOB-
∞・

8
8
0

(
%
)
複
数
の
仲
裁
人
が
共
同
で
仲
裁
判
断
を
な
す
べ
き
場
合
に
意
見
が
分
れ
る
と
き
は
多
数
決
に
よ
り
、
数
額
に
つ
き
見
解
が
同
数
に
分
れ
る
と
き
は
最
少

額
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
守
・
当

2
5
m
H
E
m
g
r
E
L
-
N
B
欠。

}}F
∞
-
g斗
l

∞
)
。
権
利
の
存
否
に
つ
き
可
否
同
数
の
場
合
に
は
、
仲
裁
契
約
の

中
に
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
に
よ
っ
た
。
そ
の
定
め
は
、
第
三
の
仲
裁
人
(
。
げ

5
8ロ
と
よ
ば
れ
た
)
を
指
名
し
、
こ
れ
に
決
着
の
判
断
を
委
ね
る
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説

こ
と
を
内
容
と
し
た

o
o
r
B
Sロ
を
仲
裁
人
等
が
選
ぶ
も
の
と
す
る
と
い
う
定
め
も
適
法
で
あ
っ
た
。

①
可
否
問
数
の
場
合
に
備
え
る
定
め
を
仲
裁
契
約
中
に
設
け
な
い
で
可
否
同
数
に
な
っ
た
場
合
口

I
マ
法
に
お
い
て
は
仲
裁
付
託
は
消
滅
し
た
、

と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
(
切

D
E
E
r
-
印・

8
参
照
。
注
%
参
照
)
。
カ
ノ
ン
法
に
お
い
て
は
、
可
否
同
数
の
場
合
に
備
え
る
定
め
を
設
け
ず
に
、
偶

数
の
仲
裁
人
を
指
名
す
る
仲
裁
付
託
は
無
効
で
あ
る
と
し
た
守
口
問
巴
丘
町
)
。
カ
ノ
ン
法
で
は
仲
裁
人
が
自
発
的
に
一
人
の
。
ゲ

5
8ロ
を
選
び
、
こ
の
者

が
裁
決
を
下
し
て
も
そ
の
裁
決
は
効
力
が
な
い
と
さ
れ
た
(
の

ZnFm-
∞
g
o
o
-口
nr
は
、
こ
の
カ
ノ
ン
法
は
ロ

1
7
法
の
註
解
に
よ
り
誤
世
噂
さ
れ
た
も

の
と
見
る
(
同
上
)
。
ラ
イ
ヒ
上
級
裁
判
所
の
判
例
(
列
。
図
。

g

z包
昆
己
い
出

-N-m-N申
由
)
は
ロ

I
マ
・
カ
ノ
ン
法
に
従
っ
た
(
回
ミ
ロ
E
F
ω
-
M
O
)
Q

cznr
は
、
裁
判
慣
習
は
右
の
ご
と
き
仲
裁
付
託
を
無
効
で
は
な
い
と
し
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
実
務
法
学
者
は
教
え
て
い
る
、
ド
イ
ツ
人
も
そ
の

有
効
性
を
疑
わ
な
い
、
と
見
た
(
八
五
八
六
頁

)
o
o
Z口
r
は
、
ド
イ
ツ
の

ω
5
0
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
は
事
件
の
決
着
を
欲
す
る
と
見
て
、
仲
裁
人

が
み
ず
か
ら
。
r
B
Eロ
を
選
び
、
こ
の
者
が
裁
断
を
下
し
た
と
き
は
、
そ
れ
で
事
件
が
有
効
に
落
着
す
る
と
解
し
た
(
同
八
四
・
八
六
頁
)
。
仲
裁
人

が
。
ゲ
日
目
ロ
を
選
出
し
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
促
す
べ
き
も
の
と
解
し
た
(
同
八
二
頁
)
。
仲
裁
人
が
そ
の
選
出
に
一
致
し
な
い
と
き
は
、
事

件
が
解
決
さ
れ
な
い
か
否
か
は
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
定
め
る
べ
き
も
の
と
し
、
不
解
決
と
定
め
た
と
き
は
仲
裁
付
託
は
効
果
(
当
日
円

E
口
問
)
な
く
終

っ
た
こ
と
に
な
り
、
解
決
す
る
と
定
め
た
と
き
は
、
同
当
事
者
は
裁
判
所
に
そ
の
出
口
を
申
し
立
て
、
裁
判
所
は
当
事
者
の
要
請
に
応
じ
、
@
自
ら
一
人

の
。
σ
B
Eロ
を
指
名
す
る
、
@
仲
裁
人
ら
に
そ
の
選
出
を
強
制
す
る
、
。
別
の

ω市
HZnrno--o間
E
B
(そ
の
実
態
を
祭
者
は
知
ら
な
い
)
に
一
件
記
録

を
送
付
す
る
、
の
い
ず
れ
か
を
す
る
も
の
ど
し
た
(
八
六
頁
)
。

②
可
否
同
数
の
場
合
に
は
仲
裁
人
が
。
r
s
gロ
を
選
ん
で
、
こ
の
者
に
裁
断
さ
せ
る
と
の
定
め
が
あ
る
場
合
仲
裁
人
が
選
ぶ
こ
と
を
怠
っ
て
い

る
と
き
は
、
両
当
事
者
の
要
請
に
基
っ
き
通
常
裁
判
所
が
仲
裁
人
等
に
一
人
の

O
σ
5
2ロ
を
選
ぶ
よ
う
督
促
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
選
出
に
つ
き
見
解

が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
ロ

1
7
法
源
に
は
仲
裁
付
託
は
ロ
Oロ
S
Z
Hめ
で
あ
る
と
あ
る
(
注
%
参
照
)
。
通
説
は
こ
れ
を

E
n
r
t間
(
ロ
ロ
=
)
と
解
し

た

0
2出
品
は
こ
れ
に
反
対
し
、
色

R
Z
P
E
E
-
(効
力
が
夜
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
)
、
す
な
わ
ち

or日
当

日

r
g問
、
換
一
一
一
目
す
れ
ほ
ロ
ロ

E
仲間同

(
無
)
で
は
な
く
実
現
困
難
で
あ
る
と
解
し
た
(
八
凶
頁
)
。
そ
し
て
、
可
否
同
数
の
場
合
に
備
え
る
定
め
が
な
い
場
合
に
比
べ
て
、
仲
裁
判
断
を
成
立
さ

せ
る
方
向
に
解
釈
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
と
考
え
、
同
様
の
扱
い
を
す
べ
き
も
の
と
解
し
た
(
八
四
頁
。
同
旨
、
ぐ
・
4
司
。
包
括

u
r
m
g
}
E
E
L
-
N
B
)。

(
灯
)
協
商
ず
み
ま
た
は
決
清
ず
み
事
項
の
抗
弁
。
こ
れ
は
妨
訴
の
抗
弁
と
し
て

22-Uto--片
U
H
U
O
E
B片
目
的
(
訴
訟
係
属
の
抗
弁
)
と
同
じ
効
果
を
も
っ

た
(
切

c
g
y
m
r
L・
Nω)。
当
wEmnro広
(
ピ
z
r
z
n
y仏
2
3
E
o
r
H
2
5
n
y
F
E・
戸
∞
〉
口
出
・
・
5
0
0
)

は
、
そ
の
根
拠
を
請
求
者
が
通
常
裁
判
所
に

訴
え
な
い
こ
と
を
約
し
た
こ
と
の
中
に
見
て
い
る
(
七
九

O
頁)。

論
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(
m
m
)

そ
の
実
態
に
つ
い
て
筆
者
は
確
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
な
い
。
戸
当
B
E
m
H
H口問
g
r
o
5
7
8
6
や

〉

E
L
Z
(
z
r
g
n
r《
凶

2
3
E
P

r
H
O
P
E
〉

ZB-L∞∞♂
ω
・
8
日
)
は

d
口
同
開
門
官
口
問
仏

2
g
B
X
m
o
m
E
2
8
L
g
と
い
っ
て
い
る
(
五
五
五
頁
)
。
両
者
と
も
品
目
M
H
2
R
2
2
が
請
求
さ

れ
て
い
な
い
限
り
と
い
っ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
元
本
債
権
の
弁
済
に
よ
る
消
滅
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
m
w
)

当
事
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
構
成
員
の
死
亡
に
よ
っ
て
仲
裁
付
託
は
消
滅
し
な
い
(
の

Z
n
y
m
-
H
E
)。
不
可
分
物
に
つ
い
て
の
権
利
紛
争
に
つ
き

共
同
当
事
者
が
仲
裁
付
託
を
し
た
場
合
に
は
、
一
人
の
死
亡
に
よ
り
仲
裁
付
託
は
消
滅
す
る
(
の

z
n
F
凹・

5
3
0
当
事
者
が
死
亡
し
て
も
相
続
人
に
仲

裁
付
託
の
効
カ
が
継
続
す
る
回
目
の
相
続
条
項
が
仲
裁
付
託
契
約
に
存
す
る
と
き
は
死
亡
に
よ
る
消
滅
は
な
い

(
4
・
J
F
Eロ間
H
F
m
g
y
$
p
由-
N
宮
)0

烈
己

F
H
(凹・
2
8
は
当
事
者
の
話
回
r
g
Eロ
(
発
狂
)
を
仲
裁
付
託
の
消
滅
原
因
に
数
え
る
。

(
川
)
複
数
の
仲
裁
人
が
存
す
る
場
合
で
全
員
共
同
し
て
の
み
活
動
す
べ
き
場
合
に
そ
の
一
人
が
死
亡
し
た
と
き
仲
裁
付
託
は
消
滅
す
る

(
2
B
n
y
由・

5
8
0

残
余
の
者
で
仲
裁
判
断
が
で
き
る
と
の
定
め
を
し
て
い
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
公
・
巧
2
5胴
H
F凹
g
r
a
p
凶・

8
3
0
団
体
と
し
て
仲
裁
人
に

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
構
成
員
の
死
亡
に
よ
り
仲
裁
付
託
は
消
滅
し
な
い
(
向
上
)
。
あ
る
職
の
地
位
に
あ
る
者
が
、
そ
の
地
位
に
あ
る
が
ゆ
え

に
仲
裁
人
に
選
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
(
い
わ
ば
そ
の
地
位
そ
の
も
の
が
仲
裁
人
で
あ
る
の
で
l
l
l
筆
者
注
)
、
仲
裁
人
の
死
亡
に
よ
り
仲
裁
付
託
は
消

滅
し
な
い
(
向
上
)
。
同
0
2
2
(
回・

2
3
は
仲
裁
人
の

C
E喜
一
四
rox
を
仲
裁
付
託
の
消
滅
原
因
に
加
え
る
。

(
山
山
)
た
と
え
ば
、
訴
訟
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
へ
の
一
致
、
他
の
仲
裁
人
に
委
託
す
る
こ
と
へ
の
一
致
(
の

E
n
y
∞・

5
6
0

(
即
)
仲
裁
判
断
言
渡
の
後
は
仲
裁
人
の
権
限
も
な
く
な
る
。
な
お
、
守
口

n
r
g
(
m・
8
品
)
は
、
仲
裁
人
が
仲
裁
受
諾
後
判
断
前
に
そ
の
義
務
か
ら
免
か
れ
得

る
事
由
(
注
川
酬
を
み
よ
)
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
仲
裁
付
託
が

E
P各
自
さ
れ
る
と
す
る
。

(
郎
)
注
川
内
参
照
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
仲
裁
人
が
職
務
を
受
諾
す
る
か
否
か
を
一
方
的
に
定
め
た
。
カ
ノ
ン
法
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(
山
川
)
ロ
!
?
法
上
の
宮

2
c
E
M
M
E
2
2
2
5
に
つ
い
て
は
船
田
前
掲
第
三
巻
〔
五

O
一U

参
照
。
委
任
な
ら
ば
こ
れ
に
基
づ
く
ア
ク
チ
オ
が
認
め
ら
れ

る
が
、
法
務
官
法
上
の
約
束
な
ら
ば

R
E
o
-口
町
田
町
宮
自
が
認
め
ら
れ
る
。

(
川
)
死
亡
し
た
仲
裁
付
託
当
事
者
が
仲
裁
付
託
に
相
続
条
項
を
挿
入
し
て
い
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
(
切

O
S
E
r
-
田-
N
N
)
。

(
附
)
仲
裁
人
が
仲
裁
受
諾
後
に
そ
の
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
の
で
き
る
事
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
当
事
者
が
仲
裁
人
の
名
誉
を
致
損
し
た
こ
と
、
当
事
者

が
仲
裁
人
を
見
棄
て
て
他
の
仲
裁
人
に
出
向
き
、
そ
の
後
再
び
前
者
に
依
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
当
事
者
の
双
方
ま
た
は
一
方
と
仲
裁
人
の
聞
に
致
命
的
な

敵
対
関
係
が
後
発
的
に
生
じ
た
こ
と
、
病
気
、
本
務
、
緊
急
の
旅
行
等
に
よ
り
仲
裁
が
で
き
な
い
こ
と
(
の

z
n
F
m
-
g
-
呂
、
注
6
と
比
べ
て
み
よ
)
。

(
川
)
ロ
!
?
訴
訟
が
、
争
点
決
定

(-E∞
8
2
2
g
t
D
)
に
よ
っ
て
審
判
人
(
正
常
F
2
Z
R
H
)
の
前
で
の
手
続
(
畠
邑

Y
E
S
B
)
が
開
始
さ
れ
る
と
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説

さ
れ
た
の
と
発
想
が
同
じ
で
あ
る
(
回
0
5
}
g
F
m
-
N
U
)。

(
川
)
婦
女
が
。
止
め
ロ
岳

nr巾
の
2
r
r片手間
H
r
o
X
(の
znr)
ま
た
は

EHH阻止ロ己
Oロ
(
司
ロ
ロ
宮
田
)
を
も
っ
と
い
う
の
が
何
を
意
味
し
た
か
を
筆
者
は
ま
だ

知
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
婦
女
が
仲
裁
人
と
さ
れ
た
と
き
は
、
自
己
の
裁
判
管
轄
の
裁
判
所
に
仲
裁
人
権
限
の
行
使
を
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

(回

O門口
z
r
L
-
N
S。
こ
の
し
『
口
氏
乱
門
口
氏
。
を
、
中
世
に
お
い
て
は
、
尼
僧
院
長
が
し
ば
し
ば
有
し
た
と
い
わ
れ
る
(
〈

R
Z明
。
g
h
z
n
r
z
E仏

P
S
L
O
E
Oロ仏
2
5
B
U円
roロ
ロ
ロ
ι
r
2昨日開。ロ
m
2吋5
5。
ロ
司
氏
4mwHBnrg
印
〉
口
出
・
同
∞
∞
一
戸
田
・

20)。

(
川
)
婦
女
以
外
の
者
に
つ
い
て
。
名
誉
喪
失
者
は
公
務
か
ら
は
排
斥
さ
れ
た
が
、
仲
裁
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
で
き
た
(
の
広
口
F
凹・

2
)。
息
子
は
父
の
事

件
に
つ
き
仲
裁
人
た
り
え
た
(
同
六
九
頁
)
。
理
者
、
匝
者
、
狂
者
は
仲
裁
人
た
り
え
な
か
っ
た
(
同
上
)
。
二

O
年
未
満
の
者
も
仲
裁
人
た
り
え
ず
、
仲

裁
受
諾
を
し
て
も
仲
裁
人
と
し
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
(
同
上
、
ぐ
-
巧
g
E
m
H
H口問。ロ
}H巴
里
∞

-
N
S
に
お
い
て
は
一
八
年
未
満
の
者
〉
。

二
O
年
を
こ
え
二
五
年
に
満
た
な
い
者
は
、
仲
裁
人
た
り
う
る
が
、
仲
裁
受
諾
を
し
て
も
、
原
状
回
復
の
方
法
で
そ
の
任
を
免
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

(
同
七

O
瓦
、
〈
・
4
〈

2
5間
H
F
m
g
r
o
-
p
m
-
N
g
に
お
い
て
は
一
八
年
以
上
二

O
年
未
満
の
者
)
。
訴
訟
裁
判
官
が
事
件
の
仲
裁
人
に
選
ば
れ
る
こ
と

が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
ロ

l
マ
法
で
は
否
定
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
(
注
必
参
照
)
が
、
カ
ノ
ン
法
及
び
普
通
法
時
代
の
裁
判
慣
行
は
こ
れ
を
肯
定
し

た
(
同
七

0
・
七
一
一
丸
、

k
J
E仏同国噌円、
m
r
r
E
r
色。吋同
v
g《
r
r
z
p
H
A
〉
E
F
H∞
∞
唱
は
肯
定
説
(
五
五
四
頁
)
)
。
市
口
口
r
g
(凹
お
ω
)
は
裁
判
官
が
、
訴
訟

係
属
し
た
な
ら
ば
担
当
す
べ
き
事
件
に
つ
き
、
係
属
前
に
仲
裁
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
普
通
法
解
釈
と
し
て
否
定
説
(
〈
2
E
m
-

肌・

20)
も
あ
る
。
行
政
官
は
私
人
と
し
て
な
ら
ば
仲
裁
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
た
(
同
七
一
一
良
)
。
訴
訟
裁
判
官
を
仲
裁
人
に
す
る
こ
と
に
は
手
続

の
簡
略
化
を
当
事
者
が
示
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
仲
裁
人
た
る
裁
判
官
は
仲
裁
委
託
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
事
案
の
審
理

を
進
め
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
裁
判
官
の
権
限
に
よ
り
裁
断
し
た
(
同
七
三
氏
、
ぐ
・
当

B
5両
日
宮
崎
。
ロ

}
E
F
田
-NE)。
だ
か
ら
、
そ
の
仲
裁
判
断

は
裁
判
官
の
判
決
に
擬
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
控
訴
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
判
決
効
が
生
じ
た
(
向
上
)
。
一
五
九
四
年
ラ
イ
ヒ
議
決
第
六
五
条

に
よ
る
と
第
一
審
普
通
裁
判
絡
を
R
K
G
に
有
す
る
者
の
み
が

R
K
G
を
仲
裁
人
に
選
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
(
切
D
E
E
r
-
m
-
N
O
)。

(
川
)
同
日
(
国
D
E
E
r
-
m
-
M
H
)。
私
的
な
補
償
を
被
害
者
に
す
る
こ
と
に
か
か
る
争
い
は
仲
裁
に
親
し
む
(
の
広
島
-m-
誌
-
〉
ロ
B-
∞印)。

(
川
)
た
と
え
ば
、
当
事
者
双
方
審
尋
、
事
実
及
び
争
点
を
十
全
に
抱
え
る
こ
と
、
申
立
を
超
え
て
裁
決
し
な
い
こ
と
(
戸
当
g
E同
H
F
m
mロ
y
a
g
u
m
-
N
B
-

回
D
E
E
r
-
ω
-
N
S
o
o
-
r
r
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
別
段
の
定
め
を
し
な
い
と
き
は
、
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
官
が
遵
守
す
べ
き
法
律
の
規
定

H
ラ
ソ
ト

の
手
続
法
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
(
九

O
瓦
、
悶
己
口
、
戸
当

3
5間
H
H口
問
。
ロ
宮
山
口

M
L・
N
B・
関

2
2・ω
・
8
3
0

(
山
)
全
民
一
体
と
し
て
審
判
す
べ
き
場
合
に
一
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
ま
た
は
出
頭
し
な
い
場
合
に
は
他
の
者
は
責
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
が
、
カ
ノ
ン
法
に

d命
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よ
れ
ば
こ
れ
は
悪
意
の
欠
席
の
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
ず
(
切
O
E
r
r
-
印
-Nω)、
残
余
の
者
が
審
判
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
(
。
z
n
F
m
-
∞
。
)
。
普
通
法

裁
判
慣
行
は
こ
の
点
で
は
カ
ノ
ン
法
に
よ
ら
ず
、
残
余
の
者
の
み
で
は
有
効
な
仲
裁
判
断
を
な
し
え
な
い
と
し
、
ま
ず
、
警
告
を
し
、
そ
れ
か
ら
は
一
人

で
有
効
に
手
続
を
進
め
う
る
と
し
た
(
の
E
n
F
印・∞
5
0

(
出
)
若
年
者
(
注
見
参
照
)
が
保
佐
人
な
し
に
仲
裁
手
続
を
追
行
し
て
仲
裁
判
断
が
言
渡
さ
れ
た
場
合
、
仲
裁
判
断
が
若
年
者
に
有
利
な
場
合
は
有
効
で
取

消
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
た
(
切
良
国
r
m
F日
-
N
3。

(
川
)
仲
裁
人
は
仲
裁
委
託
で
明
示
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
裁
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
果
実
、
利
息
は
事
件
と
結
合
す
る
も
の
と
し
て
、
仲
裁
費
用
は
事
件
に

直
属
す
る
も
の
と
し
て
、
仲
裁
判
断
の
中
で
当
然
に
裁
判
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ハ
の
E
n
r
ト
g
L由。)。

(
山
)
ロ

l
マ
人
の
間
で
裁
判
所
用
語
と
し
て
権
利
を
承
認
す
る
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
た

F
E陪
尽
を
註
釈
学
派
が
仲
裁
人
に
つ
い
て
用
い
た
と
い
わ

れ
る
(
切
OB-rωFCω-N品)。

(
川
)
ラ
イ
ヒ
の
法
律
が
判
決
に
裁
判
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
司
有
力
な
回
答
B
2
の
肯
定

説
が
あ
っ
た
(
の
E
n
y
m
S・回
0
2
7
m
F
∞
-
E
)。

(
川
)
回
O
E
r
r
-
m
-
ピ
・
だ
か
ら
仲
裁
判
断
が
内
容
に
お
い
て
不
公
平
で
あ
っ
て
も
当
事
者
は
受
忍
す
べ
き
で
あ
っ
た
(
の
冨
円
Fm-
申

N
)
0
4・
肴

g宮
m
H

同ロ

m
g
y
m
-
B
に
お
い
て
は
和
解
に
よ
る
の
と
同
様
に
仲
裁
人
の
仲
裁
判
断
に
従
っ
て
、
当
事
者
の
聞
の
権
利
関
係
が
定
ま
り
、
当
事
者
は
仲
裁
判
断
の

担
円
E
F同
rox
ま
た
は
回
-
口
問

-sx
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
拘
束
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
二
六
一
二
頁
)
。
同
巳

-
2
(山

g吋
)
は
別
段
の
取
極
め
が
な
い

か
ぎ
り
仲
裁
人
の
仲
裁
判
断
は
判
決
効
あ
る
判
決
に
等
し
い
と
い
っ
て
い
る
。

者
5
門
広
島
。
正
に
至
る
と
、
仲
裁
が
裁
判
的
に
と
ら
え
ら
れ
(
私
法
上
の
和
解
と
仲
裁
契
約
と
を
項
を
別
に
し
て
い
る
)
、
当
事
者
の
仲
裁
判
断
に
服

す
る
意
思
に
基
づ
き
、
仲
裁
人
に
当
事
者
が
付
与
し
た
力
に
よ
っ
て
仲
裁
判
断
が
当
事
者
間
に
法
(
権
利
、
河

2
Z
)
を
作
る
と
い
う
ふ
う
に
理
論
構
成

さ
れ
て
い
る

C
Z
L
・印・
4

∞喧
)

0

(
川
)
仲
裁
付
託
契
約
に
基
づ
き
仲
裁
判
断
が
認
め
た
権
利
を
権
利
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
判
断
に
不
公
平
、
違
反
が
あ
っ
て
も
、
和
解
と
同
様
、
取

消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
っ
た
(
の
z
n
F
m・
2
)。
し
か
し
、
仲
裁
判
断
が
明
白
に
偏
頗
・
敵
対
ま
た
は
収
賄
の
結
果
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
執

行
を
求
め
る

2
z
o
に
対
し
て

2
8同
V
C
O
L
o
-
-
B釦
ロ
で
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
た
(
の
z
n
F曲
-
S
)。

た
だ
、
一
人
世
紀
の
普
通
法
学
者

g
y
g
Z
や
同
同

8
5
P
は
、
ヵ
ノ

γ
法
は
十
日
の
期
間
内
に
第
一
審
通
常
裁
判
所
に
非
常
控
訴
す
る
こ
と
を
認

め
た
と
主
張
し
た

(
2
E
n
F
∞・

2
・切
C
E
r
r
-団
-
N
S。
∞
D
E
E
r
は
こ
の
結
論
は
法
源
の
根
拠
を
も
た
ず
(
。
-E円
F
印
・
由
由
)
、
一
般
の
慣
習
法
に
も
な
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説

っ
て
い
な
か
っ
た
と
評
し
て
い
る
(
切

C
E
E
F凹
-Ne。
一
五
九
四
年
ラ
イ
ヒ
議
決
第
六
六
条
は
、

R
K
G
の
仲
裁
判
断
に
対
し
て
は
上
作
は
許
さ
れ
な

い
、
た
だ
し
、

F
B
E
E
R
B山田口
E

(
巨
大
な
寂
庇
)
に
基
づ
く
訴
え
は
こ
の
限
り
で
な
い
、
と
規
定
し
た
(
向
上
、
何

B
B吉
岡

E
C少
の

O
G
E

T
江
田
の

2
B
E
E
-
口
叶
m
p
Y
5
E
-
印
-HN∞
)
。
図
。
円
ロ
E
r
は

F
2
5
3
0門
B
5
5
5
の
概
念
は
峻
味
で
あ
り
、
上
告
は

R
K
G
の
仲
裁
判
断
に
限

り
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
(
向
上
)
。

(
川
)
法
的
行
為
の

Z-nrt間
rox
に
つ
い
て
は
、
ロ
!
?
法
に
お
い
て
は
い
わ
ば
当
然
無
効
で
あ
っ
た
が
、
カ
ノ
ン
法
で
は
無
効
の
訴
え
に
基
づ
く
無
効
宣

言
判
決
を
必
要
と
し
、
普
通
法
の
突
務
に
お
い
て
は
カ
ノ
ン
法
を
仲
裁
判
断
に
も
ち
こ
み
、
仲
裁
契
約
義
務
履
行
の
商
で
は
な
く
、
手
続
面
の
取
庇
に
限

っ
て
、
本
質
的
破
庇
に
基
づ
く
無
効
の
訴
え
を
必
要
と
す
る
と
し
た
。
無
効
宣
言
は
判
決
行
為
に
つ
い
て
の
み
必
要
で
あ
り
、
契
約
行
為
に
つ
い
て
は
当

然
無
効
で
足
り
た
か
ら
で
あ
る
(
切

O
B
E
F
ω
・
ぉ

-
o
z
n
r
L・
8
)。
す
な
わ
ち
、
仲
裁
付
託
ま
た
は
仲
裁
委
託
が
当
然
無
効
の
場
合
に
は
こ
れ
に
基
づ

く
仲
裁
判
断
も
当
然
無
効
で
あ
っ
た
。

。zn
r
に
よ
る
と
、
仲
裁
判
断
の
拘
束
力
を
受
け
な
い
方
法
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
違
約
罰
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
こ
れ
を
支
払
う
こ
と
。

こ
の
支
払
い
は
仲
裁
判
断
の
履
行
に
代
る
も
の
で
は
な
い
。
仲
裁
判
断
・
仲
裁
付
託
を
無
力
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
案
に
つ
き
訴
え
を
起
こ
す
こ

と
が
で
き
る
状
態
に
な
る
(
九
八
頁
)
。
②
仲
裁
人
が
、
偏
頗
ま
た
は
敵
視
ま
た
は
収
賄
に
よ
っ
て
不
公
正
な
仲
裁
判
断
を
し
た
と
き
は
、
仲
裁
判
断
執
行

の
訴
え
に
対
す
る
悪
意
の
抗
弁
に
よ
り
、
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
(
九
八
頁
、
同
旨
、
〈
-
者

g
u
m
u
H
H口問
g
r
a
g
-
田
-NE)。
③
仲
裁
判
断
の

内
容
が
不
当
で
あ
る
場
合
(
九
八
頁
。
不
能
で
あ
る
場
合
ま
た
は
習
俗
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
(
切

D
E
E
r
-
m
-
N日
)
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

ぐ
・
当
g
百
四
日
岡
高

g
Z
5・
M
M
g
は
、
た
と
え
ば
不
法
行
為
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
契
約
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
を
命
ず
る
場
合

と
い
っ
て
い
る
。
)
に
は
、
法
的
行
為
と
し
て
当
然
無
効
と
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
(
筆
者
)
。
④
仲
裁
判
断
が
手
続
的
な
事
由
に
基
づ
き
、
判
断
自
体
が

巳
nz-m
で
あ
る
場
合
に
無
効
の
訴
え
ま
た
は
非
常
控
訴
と
い
う
手
段
ま
た
は

Haロロ
片
山
口
口
仲
間
邑

R
E円
ロ
ロ
ヨ
ゲ
G
巳

i
z
と
い
う
道
(
そ
の
実
態
を

筆
者
は
ま
だ
知
ら
な
い
)
に
よ
っ
て
仲
裁
判
断
に
反
撃
す
る

(
g
p
n
z
g
)
こ
と
が
で
き
る
こ

O
O頁
)
。
判
断
自
体
が

E
n
Z釘
で
あ
る
場
合
と
い

う
の
は
、
@
仲
裁
判
断
が
誤
っ
た
線
拠
に
基
づ
く
場
合
、
@
事
案
が
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
裁
判
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
。
事
案
に
と
っ
て
全
く
明
白
に

基
準
た
る
べ
き
法
律
規
定
に
違
反
し
て
判
断
さ
れ
た
場
合
、
@
仲
裁
判
断
が
判
決
効
あ
る
判
決
に
抵
触
す
る
場
合
(
∞

2
ロ
E
F回
-
M
は
こ
れ
を
カ
ノ
ン

法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
当
日
含
ロ

F
5
F
芯
H

(

〉
ロ
ヨ
・
印
)
は
こ
の
場
合
を
採
ら
な
い
て
⑧
法
的
な
手
続
と
し
て
の
本
質
的
要
素
が
欠
け
て
い
る
場
合

(
た
と
え
ば
、
当
事
者
双
方
を
審
尋
し
な
い
こ
と
、
明
白
に
重
要
な
事
実
が
全
く
弁
論
さ
れ
な
い
こ
と
)
、
@
当
事
者
が
定
め
た
司

2
5
が
遵
守
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
(
ど
ん
な
司

2
自
で
あ
る
か
を
筆
者
は
ま
だ
知
ら
な
い
。

4
5ロ仏印
nroF仏
(
日
・
芯
凶
)
が
仲
裁
判
断
に
拘
束
力
な
い
場
合
と
し
て
挙
げ
る
と

論
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仲裁法の沿革の概観とその余恵

こ
ろ
の
仲
裁
判
断
の
当
事
者
不
在
に
お
け
る
言
渡
が
こ
れ
に
該
る
の
で
あ
ろ
う
か
)
、
で
あ
る
(
九
九
頁
)
。
な
お
、
裁
判
所
慣
行
は
、
仲
裁
判
断
が
そ
の

半
分
を
は
る
か
に
越
え
る
範
囲
に
わ
た
る
ほ
ど
大
き
な
寂
一
枇

(
E
2
5
3
2
5
2
2
5
m
)
が
記
録
か
ら
極
め
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
場
合
を
つ
け
加
え
た

と
い
わ
れ
る
(
九
九
頁
)
。
∞

2
ロ
E
r
は
、
カ
ノ
ン
法
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
仲
裁
判
断
が
当
事
者
が
限
定
し
た
仲
裁
人
の
権
限
を
越
え
て
な
さ
れ
た

場
合
を
手
続
的
無
効
原
因
の
中
に
数
え
入
れ
て
い
る
(
二
五
頁
、
〈
・
当

g
E間
H
F開
g
r
E
P
ω
-
N訟
が
す
で
に
、
こ
れ
を
数
え
入
れ
て
い
る
)
。

無
効
の
訴
え
な
ど
の
法
手
段
の
事
件
は
被
告
の
管
轄
裁
判
所
が
管
糖
し
た
。
そ
の
裁
判
に
対
し
て
は
実
務
上
控
訴
が
許
さ
れ
た

(2出会
L
・
5
3
0
山
山

訴
期
間
に
つ
い
て
は
、
。
-
位
ロ
}
内
は
、
仲
裁
人
が
手
続
規
定
遵
守
義
務
に
違
反
し
て
な
し
た
仲
裁
判
断
を
法
律
上
当
然
に
(
石
田
O
E
B
に
)
巳
ロ
ゲ
昨
日
間
で

あ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
満
三
十
年
間
無
効
の
訴
え
が
許
さ
れ
る
と
し
た
(
九

O
頁
)
。
こ
れ
に
対
し
て
切

O
B
E
r
は
、
。

z
n
r
が
挙
げ
る
無
効
の

場
合
は
す
べ
て
一
六
五
四
年
の
ラ
イ
ヒ
議
決

2
2
E口四回
g
m巴
n
y
g
gロ
E
E
)
が
十
日
間
の
無
効
の
訴
え
を
採
り
入
れ
た
場
合
に
属
す
る
と
し
た

(
二
六
頁
)
。

こ
の
ほ
か
に
、
∞

O
B
E
r
は
、
仲
裁
判
断
に
対
し
て
原
状
回
復

(
B
a広三日
O
E
5
Z四
百
自
)
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
(
二
六
頁
)
。
た
だ
し
、

仲
裁
付
託
は
和
解
と
見
倣
さ
れ
、
原
状
回
復
も
和
解
に
対
す
る
原
状
回
復
の
要
件
と
同
様
の
要
件
で
も
っ
て
認
め
ら
れ
た
(
一
二
ハ
頁
)
。

(
凶
)
巧
吉
品
目
ロ

Z
正
に
お
い
て
は
、
仲
裁
判
断
の
履
行
を
訴
え
を
も
っ
て
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
仲
裁
判
断
の
執
行

の
承
認

(
Z
P
O
八
六
八
条
、
現
一

O
四
二
条
)
と
区
別
さ
れ
て
い
る

(
F
Z
L
-
m
・
4g-
〉
ロ
ヨ
-
h
)
。

(
問
)
仲
裁
人
に
つ
き
存
す
る
事
由
と
し
て
は
、
仲
裁
人
の
一
身
に
の
み
存
す
る
も
の
と
し
て
、
未
成
年
、
無
能
力
、
閣
官
、
匝
、
老
齢
、
病
弱
、
多
忙
、
緊
急

旅
行
、
公
務
就
任
、
死
亡
、
破
産
、
財
産
委
付
な
ど
が
あ
り
、
仲
裁
人
と
当
事
者
の
一
方
と
の
問
に
生
ず
る
事
由
と
し
て
は
、
贈
収
賄
、
致
命
的
な
敵
対

関
係
、
偏
頗
、
仲
裁
人
の
名
誉
の
致
損
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
両
当
事
者
対
仲
裁
人
の
問
題
と
し
て
、
両
当
事
者
が
仲
裁
判
断
の
内
容
を
指
定
し
た
こ

と
、
訴
訟
に
よ
り
解
決
す
る
出
口
合
意
し
た
こ
と
、
他
の
仲
裁
人
に
よ
る
旨
を
合
意
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
当
事
者
の
間
に
存
す
る
事
由
と
し
て
は
、
不

平
等
な
仲
裁
付
託
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
違
約
罰
の
免
除
、
条
件
附
違
約
罰
に
お
け
る
条
件
の
不
成
就
の
確
定
、
請
求
し
な
い
旨
の
約
束
を
し
た
こ

と
、
和
解
が
成
立
し
た
こ
と
、
訴
訟
に
お
い
て
木
案
判
決
が
言
渡
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

(
問
)
仲
裁
判
断
の
執
行
を
許
す
べ
き
で
な
い
場
合
か
ら
仲
裁
手
続
を
進
め
る
べ
き
で
な
か
っ
た
場
合
を
除
く
と
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
仲
裁

判
断
が
、
仲
裁
付
託
に
定
め
た
日
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
仲
裁
付
託
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
紛
争
に
つ
き
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
し
か
な
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
、
仲
裁
付
託
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
紛
争
の
範
囲
を
超
え
て
な
さ
れ
た
こ
と
、
当
事
者
の
出
席
の
下
で
言
渡
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
当
事
者
の

双
方
を
公
平
に
審
尋
し
な
い
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
理
由
を
付
し
な
い
で
な
さ
れ
た
こ
と
。
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説

(
問
)
た
と
え
ば
、
仲
裁
人
が
収
賄
し
た
と
き
は
、
仲
裁
人
強
制
を
し
な
い
と
い
う
方
法
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
当
事
者
が
不
出
頭
で
あ
っ
て
も
、
不
出
頭
当

事
者
に
違
約
罰
を
帰
属
さ
せ
な
い
と
い
う
方
法
H
違
約
罰
請
求
の
由
主
o
に
対
し
て
悪
意
の
抗
弁
公
認

4COE--)
を
認
め
る
と
い
う
方
法
が
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